
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 整備用地 

芦屋市環境処理センター敷地内（約 23,700m2）を整備用地とし，東側区画においてごみ焼却施設

と資源化施設の整備を行います。 

2 施設整備の基本方針 

目標２ 循環型社会の形成 

ごみ焼却施設・ 
資源化施設 

焼却エネルギーを発電や温水に利用，環境学習，資源ごみ持ち寄りステーション，環境に

やさしい素材とユニバーサルデザイン，建物意匠工夫による周辺景観との調和，壁面緑化，

緑化拠点(市民参画) ，太陽光発電施設 等 

その他 
(付帯設備等) 

市民の憩い・集いのスペース，健康増進機能，屋外(芝生広場)での展示・映像の設備によ

る環境学習，焼却エネルギーの地域還元（電気自動車充電設備），災害廃棄物の仮置場の確

保，防災トイレ 等 
 

目標１ 地球温暖化対策 

方向性：持続可能な社会の実現に寄与し，社会情勢の変化にも対応可能な施設 

・ごみの処理について，適正な循環的利用（再使用，再生利用，熱回収）に資する施設とします。 

・単なるごみを処理する施設ではなく，持続可能な社会の実現や地域貢献が図られる施設とします。 

・社会情勢の変化に対し，柔軟に対応可能な施設とします。 

・緑化推進により，施設内のカーボンニュートラルに資する施設とします。 

方向性：焼却エネルギー等の利活用や省エネルギー化により，脱炭素に貢献する施設 

・ごみの減量化推進に伴うごみ量の最小化とともに，焼却効率とエネルギー変換効率の最大化により，脱炭

素に貢献する施設とします。 

方向性：環境に接し，環境を学び，環境を考える，市民に親しまれ環境の保全に配慮した施設 

・環境保全に配慮し，十分な公害対策を講じた施設とします。 

・環境等に関する様々な取り組みについて，情報発信・体験が行え，市民の意識向上に資する本市の拠点施

設とします。 

平面図 

新たに整備するごみ処理施設の整備に係る基本方針は以下のとおりです。 

5 事業スケジュール（案） 

目標３ 環境保全 

現在，芦屋市（以下，「本市」という。）では，本市域内より排出される一般廃棄物を芦屋市環境処理

センター（浜風町 31番 1号）敷地内の「ごみ焼却施設」及び「資源化施設（不燃物処理施設，ペット

ボトル減容施設）」において処理を行っています。 

これらの施設は老朽化が進んでおり，将来にわたりごみの適正・安定処理を継続していくためには，

新たなごみ処理施設の整備を図っていく必要があります。 

近年，ごみ処理施設の整備に関しては，廃棄物の処理機能に加え，エネルギー利活用や環境学習な

どの機能を持たせることで，地域に新たな価値を創出していくことが重要とされています。 

循環型社会形成に寄与し，多面的価値を有し，市民に親しまれ地域に貢献する整備が求められてお

り，さらに「2050 年カーボンニュートラル※」宣言（令和 2年 10月 26 日）や「芦屋市ゼロカーボン※

シティ」表明（令和 3年 6月 1日）に沿った取組みを進めていく必要があります。 

そこで，施設整備に係る「基本的な考え方」及び「施設整備の方向性」などを取りまとめることを目

的とし基本構想を策定します。 

※ カーボンニュートラル，ゼロカーボン 

温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させること。2020 年 10 月，政府は 2050 年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする，カーボンニュ 

ートラルを目指すことを宣言しました。「排出を全体としてゼロ」というのは，二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」から，植林，森林管理 

などによる「吸収量」を差し引いて，合計を実質的にゼロにすること。   出典)環境省 HP 

【概要版】芦屋市環境処理センター施設整備基本構想 

1 基本構想策定の背景と目的 

3 多面的価値の創出【イメージ】 

施設整備における多面的価値の創出に関するイメージは以下のとおりです。 

芦屋市環境処理センター 

位置図 

出典：国土地理院（https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html） 

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
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１ はじめに（基本構想策定の背景と目的） 

現在，芦屋市（以下，「本市」という。）では，本市域内より排出される一般廃棄物を芦屋市環境

処理センター（浜風町 31 番 1 号）敷地内（以下，「処理センター」という。）の「ごみ焼却施設」

及び「資源化施設（不燃物処理施設，ペットボトル減容施設）」において処理を行っています。 

しかしながら，これらの施設は老朽化が進んでおり，将来にわたりごみの適正・安定処理を継続

していくためには，新たなごみ処理施設の整備を図っていく必要があります。 

近年におけるごみ処理施設に関しては，自治体の自主性及び創意工夫を活かしながら，「持続可

能な適正処理の確保」，「廃棄物処理施設の特長を活かした地域のエネルギーセンターとしての活

用」，「廃棄物エネルギーを利用した産業振興」，「災害時の防災拠点としての活用」，「循環資源の有

効活用の中心的施設としての強化」，「環境教育・環境学習の場の提供」など，地域循環共生圏の核

として機能し，地域に新たな価値を創出する整備が重要とされています。 

そのため，本市においても循環型社会形成に寄与し，多面的価値を有し，市民に親しまれ地域に

貢献する施設整備が求められており，さらに，「2050 年カーボンニュートラル※」宣言（令和 2年

10 月 26 日）や「芦屋市ゼロカーボン※シティ」表明（令和 3年 6月 1日）に沿った脱炭素社会の

実現について取組みを進めていく必要があります。 

そこで，施設整備に係る「基本的な考え方」及び「施設整備の方向性」などを取りまとめること

を目的とし基本構想を策定します。 

 

※ カーボンニュートラル，ゼロカーボン 

温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させること。 

2020 年 10 月，政府は 2050 年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする，カーボンニュートラルを 

目指すことを宣言しました。「排出を全体としてゼロ」というのは，二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの 

「排出量」から，植林，森林管理などによる「吸収量」を差し引いて，合計を実質的にゼロにすること。 

 出典)環境省 HP 
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２ ごみ処理の現状に関する整理 

  2-1 ごみ処理の現状（処理の流れ，排出量，性状，処理量，既存施設の現状等） 

（1）ごみ処理の流れ 

本市のごみは，燃やすごみ，燃やさないごみ，粗大ごみ，一時多量ごみ及び植木剪定ごみに

大別され，12分別（再生資源集団回収を除く）によるごみの収集を行っています。【表 2-1 ご

みの分別区分 参照】 

処理センターでは，紙資源以外の燃やすごみ，燃やさないごみ，粗大ごみ，一時多量ごみ及

び植木剪定ごみの中間処理を行っています。 

燃やすごみ（一時多量ごみ・植木剪定ごみを含む）及び選別残渣については，ごみ焼却施設

において焼却処理を行い，燃やさないごみ及び粗大ごみ等については，不燃物処理施設及びペ

ットボトル減容施設において破砕選別，手選別処理等を行った後，再生事業者に引渡しを行っ

ています。 

一方，最終処分は大阪湾広域臨海環境整備センター（フェニックス）において埋立処分を行

っています。 

本市におけるごみ処理フロー（令和 3年度（2021 年度））は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 ごみ処理フロー（令和 3年度（2021 年度）） 
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表 2-1 ごみの分別区分 

分別区分 収集回数 対 象 
排出方法/ 

排出場所 

燃やすごみ 2 回/週 

生ごみ類，資源にならない紙類，プラスチック

類，ゴム・革・衣類，植木・落ち葉・雑草（多量

の場合は植木剪定ごみ） 等 

袋/ステーション・パイ

プライン（投入口） 

燃
や
さ
な
い
ご
み 

資
源
ご
み 

紙
資
源 

1～2回/月 段ボール 

紐で縛る/ステーション 

1 回/月 雑誌・チラシ・雑がみ等 

1 回/月 新聞紙 

1 回/月 紙パック 

ペット 

ボトル 
2～3回/月 

ペットボトルの識別表示マークがあるもの（飲

料水，酒，みりん等のペットボトル） 
袋/ステーション 

缶 1 回/月 

スチール缶類，アルミ缶類 

（ジュース，お酒，缶詰の缶， お菓子，お茶な

どの缶 一斗缶までの大きさの缶類） 

袋/ステーション 

ビン 1～2回/月 

ジュース，お酒，調味料などのビン  

ジャム，佃煮など食料品のビン  

くすり，化粧品などのビン 

袋/ステーション 

その他燃や

さないごみ 
2 回/月 

小型家電類，金属類，陶磁器類，ガラス類，刃物

類，乾電池，スプレー缶・卓上ボンベ類 

（一番長い辺が 30cm 未満のもの(傘・蛍光灯は

除く)。） 

袋/ステーション 

粗大ごみ 
随時 

（申込制） 

家具，寝具，じゅうたん，自転車，ラジカセ等 

（50cm 以上の燃やすごみ，30cm 以上の燃やさない

ごみ） 

ごみ処理券（シール）

を貼る/ステーション 

一時多量ごみ 
随時 

（申込制） 
引っ越し等の一時多量ごみ 戸別収集 

植木剪定ごみ 
随時 

（申込制） 
敷地内の庭木の剪定による，多量の木，枝，葉っぱ 戸別収集 

再生資源集団回収 随時 
段ボール，雑誌・チラシ等，新聞紙，飲料用紙容

器（紙パック），古着，缶 

実施団体が指定する 

場所 

備考）令和 3年度現在 
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（2）ごみの排出量 

過去 5 年間（平成 28 年度～令和 2年度）のごみ排出量の推移は以下のとおりです。 

全体を見ると減少傾向となっており，令和 2年度では 32,866t/年となっています。 

また，排出別に見ると，生活系ごみは減少傾向を示した後，令和 2年度は，新型コロナウイ

ルスによる影響（緊急事態宣言が約 2か月間発出されたことで，不要不急の外出自粛や在宅勤

務の実施に伴い，家庭からのごみ量増加の一因）もあり，増加に転じている一方，事業系ごみ

は増加傾向を示した後，令和元年度以降は減少傾向に転じています。 

生活系の燃やすごみ，紙資源，缶及びビンは減少傾向を示した後，令和 2年度において増加

に転じています。生活系のペットボトル及び事業系の燃やさないごみは，増加傾向を辿ってい

ます。生活系のその他燃やさないごみでは，増減を繰返しており，植木剪定ごみは，減少傾向

となっています｡ 

生活系の粗大ごみ及び事業系の燃やすごみは，増加傾向を示した後，減少傾向に転じていま

す。 

なお，再生資源集団回収は，減少傾向が顕著となっています。 

 

表 2-2 ごみ排出量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）芦屋市一般廃棄物処理基本計画（ごみ処理基本計画） 

 

 

 

 

 

 

 

単位
平成28年度

(2016)
平成29年度

(2017)
平成30年度

(2018)
令和元年度

(2019)
令和2年度
(2020)

人 96,191 96,196 96,017 95,608 95,475

t/年 30,926 30,912 30,856 29,634 29,791

t/年 21,829 21,638 21,492 20,794 21,407

t/年 18,388 18,189 18,022 17,446 17,674

t/年 2,208 2,080 2,033 1,969 2,243

t/年 1,090 995 950 907 1,004

t/年 181 182 202 210 234

t/年 133 132 131 136 182

t/年 804 771 750 716 823

t/年 767 830 891 863 1,001

t/年 427 485 502 472 453

t/年 39 54 44 44 36

t/年 9,097 9,274 9,364 8,840 8,384

t/年 8,945 9,091 9,173 8,633 8,143

t/年 152 183 191 207 241

t/年 3,739 3,583 3,481 3,332 3,075

t/年 34,665 34,495 34,337 32,966 32,866

燃やすごみ
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その他燃やさないごみ

再生資源集団回収
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生活系ごみ

缶

ペットボトル

一般廃棄物排出量

資源ごみ

紙資源

合　　計

事業系ごみ
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図 2-2 ごみ排出量の推移 
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（3）1人 1日当たりのごみ排出量 

過去 5 年間（平成 28年度～令和 2年度）の 1人 1日当たりのごみ排出量の推移は以下のと

おりです。 

全体を見ると減少傾向を示した後，令和 2 年度において微増に転じたものの約 950g/人日を

下回っています。 

また，排出別に見ると，燃やすごみ，植木剪定ごみ及び再生資源集団回収は減少傾向を辿っ

ています。 

さらに，紙資源，缶，ビンは減少傾向を示した後，増加に転じており，ペットボトル，燃や

さないごみ（事業系）は増加傾向を示し，粗大ごみは増加傾向を示した後，減少傾向に転じ，

その他燃やさないごみは増減を繰り返しています。 

 

表 2-3 1 人 1日当たりのごみ排出量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考）四捨五入の関係で合計が合わない場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3 1 人 1日当たりのごみ排出量の推移 

単位
平成28年度

(2016)
平成29年度

(2017)
平成30年度

(2018)
令和元年度

(2019)
令和2年度
(2020)

人 96,191 96,196 96,017 95,608 95,475

g/人日 880.8 880.4 880.4 846.9 854.9

g/人日 778.5 777.0 776.0 745.3 740.8

g/人日 31.0 28.3 27.1 25.9 28.8

g/人日 5.2 5.2 5.8 6.0 6.7

g/人日 3.8 3.8 3.7 3.9 5.2

g/人日 22.9 22.0 21.4 20.5 23.6

g/人日 21.8 23.6 25.4 24.7 28.7

g/人日 12.2 13.8 14.3 13.5 13.0

g/人日 1.1 1.5 1.3 1.3 1.0

g/人日 4.3 5.2 5.4 5.9 6.9

g/人日 106.5 102.0 99.3 95.2 88.2

g/人日 987.3 982.4 979.8 942.1 943.1
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（4）ごみの性状 

過去 5 年間（平成 28 年度～令和 2年度）のごみの組成等の推移は以下のとおりです。 

種類別組成に関する 5年間の平均は，紙・布類，合成樹脂類，木・竹・わら類の順に高い割

合となっています。 

三成分は水分 約 38％，灰分 約 8％，可燃分 約 54％となっており，可燃分がおおむね半分

を占めています。さらに，低位発熱量は，約 9,200J/g となっています。 

 

表 2-4 ごみの組成等の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）ごみ処理事業概要 

備考）各年度の値は平均値のため，合計が 100％にならない場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-4 ごみ組成の推移 

 

単位
平成28年度

(2016)
平成29年度

(2017)
平成30年度

(2018)
令和元年度

(2019)
令和2年度
(2020)

平均値
(H28-R2)

kg/m3 117.0 115.0 108.0 110.0 124.0 115.0

47.49 38.23 47.45 43.36 39.39 43.18

33.29 29.97 36.79 30.83 29.06 31.99

0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.04

8.74 23.37 7.03 14.84 13.55 13.51

5.21 3.41 2.92 6.69 4.43 4.53

4.57 3.78 3.99 3.69 8.76 4.96
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45.28 38.54 36.98 35.29 35.00 38.22

5.81 7.27 7.01 7.30 10.60 7.60

48.91 54.19 56.01 57.42 54.41 54.19
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図 2-5 三成分及び低位発熱量の推移 
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（5）ごみ処理量 

過去 5 年間（平成 28 年度～令和 2年度）のごみ処理量の推移は以下のとおりです。 

ごみ焼却施設において，燃やすごみ，植木剪定ごみ及び選別残渣等（破砕選別等の処理の過

程で発生）の焼却処理を行っています。 

焼却処理量について過去 5年間の推移を見ると，減少傾向を辿っています。 

また，不燃物処理施設では，燃やさないごみの手選別，粗大ごみの破砕及び選別処理を行っ

ています。破砕選別処理量について過去 5年間の推移を見ると，増減を繰り返して，概ね増加

傾向にあります。 

ペットボトル減容施設では，ペットボトルの選別・圧縮処理を行っており，選別・圧縮処理

量について過去 5年間の推移を見ると，増加傾向を辿っています。 

 

 

表 2-5 ごみ処理量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）芦屋市一般廃棄物処理基本計画（ごみ処理基本計画） 

 

 

 

 

 

 

単位
平成28年度

(2016)
平成29年度

(2017)
平成30年度

(2018)
令和元年度

(2019)
令和2年度
(2020)

t/年 28,768 28,843 28,741 27,583 27,486

t/年 27,333 27,280 27,195 26,079 25,817

t/年 39 54 44 44 36

t/年 1,396 1,509 1,502 1,460 1,633

t/年 4,851 4,643 4,521 4,372 4,361

t/年 4,849 4,633 4,511 4,337 4,344

t/年 2 10 10 35 17

t/年 2,283 2,401 2,465 2,394 2,700

缶 t/年 133 132 131 136 182

ビン t/年 804 771 750 716 823

その他燃やさないごみ t/年 767 830 891 863 1,001

粗大ごみ t/年 427 485 502 472 453

燃やさないごみ(事業系) t/年 152 183 191 207 241

t/年 2,283 2,401 2,465 2,394 2,700

t/年 1,364 1,484 1,458 1,419 1,577

t/年 919 917 1,007 975 1,123

t/年 181 182 202 210 234

t/年 181 182 202 210 234

t/年 181 182 202 210 234

t/年 32 25 44 41 55

t/年 149 157 158 169 179

t/年 1,090 995 950 907 1,004直接資源化（紙資源）
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搬出量

選
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･
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埋立（焼却灰・バグ灰）

搬出量
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焼
却
処
理
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図 2-6 焼却処理量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-7 破砕選別処理量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-8 選別・圧縮処理量の推移 
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（6）最終処分量 

過去 5 年間（平成 28 年度～令和 2年度）の最終処分量の推移は以下のとおりです。 

令和 2 年度における最終処分量は 4,344t/年であり，焼却処理後の焼却灰及びバグ灰を大阪

湾広域臨海環境整備センター（フェニックス）において埋立処分しています。 

最終処分量については，令和元年度まで減少傾向となった後，横ばいとなっています。 

 

表 2-6 最終処分量の推移 

 

 

出典）芦屋市一般廃棄物処理基本計画（ごみ処理基本計画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-9 最終処分量の推移 
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（7）再生資源量及びリサイクル率 

過去 5 年間（平成 28年度～令和 2年度）のごみの再生資源量及びリサイクル率の推移は以

下のとおりです。 

再生資源量は，増減を繰り返し，概ね増加傾向にあります。 

一方，リサイクル率は，減少した後，横ばい傾向となっています。 

 

 

表 2-7 再生資源量及びリサイクル率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）芦屋市一般廃棄物処理基本計画（ごみ処理基本計画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-10 再生資源量及びリサイクル率の推移 
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(2017)
平成30年度
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(2020)
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t/年 655 748 836 821 948
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t/年 5,746 5,655 5,599 5,385 5,384

％ 16.6% 16.4% 16.3% 16.3% 16.4%
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（8）既存施設の現状 

1）ごみ焼却施設 

現在のごみ焼却施設は平成 8 年（1996 年）3 月の竣工から 25 年（令和 3 年（2021 年）3 月

時点）が経過しており，平成 21 年度（2009 年度）～平成 26年度（2014 年度）には延命化対策

工事を実施し，令和 3 年 3 月（2021 年）からは「芦屋市環境処理センター長期包括的運営業

務」として，運営管理等は民間事業者への委託により実施しています。 

焼却の過程で発生する余熱は温水に変換し，処理センター内の手洗い・給湯・入浴等に利用

しています。 

処理センター施設建設時には，地元自治連合会と公害防止協定を締結しており，地元代表者

及び市職員で構成する「芦屋市環境処理センター運営協議会」を設置し，公害防止協定の履行

の確保を行っています。一方，排ガスの基準値は，大気汚染防止法の規制値より，4 分の 1 か

ら 17分の 1までの低い数値を住民協定値とし，公害防止に努めています。 

なお，煙突からの排ガスの状態については，ごみ搬入車両の入口に設置した電光掲示板にて

常時公表しています。 

処理センターとごみ焼却施設の概要，処理状況及び施設配置は次のとおりです。 

 

表 2-8 芦屋市環境処理センター・ごみ焼却施設の概要 

敷
地 

施設名称 芦屋市環境処理センター 

所在地 芦屋市浜風町 31番 1号 

敷地面積 23,697.53ｍ2 

ご
み
焼
却
施
設 

工期 平成 4年 6月～平成 8 年 2月 

稼働開始 平成 8年 3月 

施設規模 230ｔ/日（115ｔ/日×2炉） 

炉形式 全連続燃焼式焼却炉（ストーカ式） 

建築構造 
鉄骨鉄筋コンクリート造，鉄筋コンクリート造，一部鉄骨造 

地下 1階，地上 4階建 

建築面積 2,839.21ｍ2 

延床面積 6,436.25ｍ2 

煙突 鉄筋コンクリート製矩形クローバ形，地上高 59ｍ 

余熱利用設備 温水発生器（多管式熱交換器） 

運転 民間事業者への委託 

排
ガ
ス
基
準
値 

基準値 

（住民協定値） 

ばいじん  （SPM）：0.02g/Nｍ3以下 

硫黄酸化物（SOX）：20ppm 以下 

塩化水素  （HCL）：25ppm 以下 

窒素酸化物（NOX）：60ppm 以下 

全水銀     ：― 

法規制値 

ばいじん  （SPM）：0.08g/Nｍ3以下 

硫黄酸化物（SOX）：K値＝1.17（150ppm 以下） 

塩化水素  （HCL）：700mg/Nｍ3（430ppm）以下 

窒素酸化物（NOX）：250ppm 以下 

全水銀     ：50μg/Nm3以下 

出典）ごみ処理事業概要，芦屋市環境処理センターパンフレット等 

備考）全水銀は，大気汚染防止法の改正により，H30.4.1 から追加。 
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図 2-11 ごみ焼却施設（4代目，現在稼働中） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-12 施設配置 

 

 

 

資源化施設 

（不燃物処理施設） 
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2）不燃物処理施設 

不燃物処理施設については，旧ごみ焼却施設（3 代目ごみ焼却施設（昭和 52 年完成））に破

砕選別設備を整備し，不燃物処理施設として利用し，燃やさないごみの手選別，粗大ごみの破

砕及び選別を行っています。 

 

表 2-9 不燃物処理施設の概要 

設備 概 要 

缶圧縮設備 

稼 働 日 ：昭和 52年 7 月 1 日 

型   式 ：カンスクイザー KC10-D3 

処 理 能 力 ：10ｔ/8ｈ 

切断設備 

稼 働 日 ：平成 2 年 11 月 1 日 

型   式 ：アリゲーター式切断機 

スバルジャーHS－1501 

切 断 力  ：刃元 74t，刃先 13t 

破砕設備 

不燃性粗大ごみ用 

稼 働 日 ：平成 4 年 12 月 1 日 

型   式 ：二軸剪断式破砕機 NS-452S 

切 断 力  ：5～8ｔ/5ｈ 

破砕寸法 300mm 以下 

選別設備 

ビン，缶選別用（供給コンベア＋選別コンベア） 

稼 働 日 ：平成 4 年 7月 23 日 

速   度 ：3.8～15ｍ/分 

出典）ごみ処理事業概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-13 不燃物処理施設（旧ごみ焼却施設，3代目） 
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3）ペットボトル減容施設 

旧ごみ焼却施設の車庫棟を改修し，ペットボトル減容施設として利用しています。 

なお，再資源化できないペットボトルは焼却処理を行っています。 

 

表 2-10 ペットボトル減容施設の概要 

施設 概 要 

ペットボトル減容施設 

稼 働 日 ：平成 12年 7 月 1 日 

（一部更新：平成 28年 12 月 22 日） 

型   式 ：油圧 圧縮梱包式 

処 理 能 力 ：300kg/ｈ 

出典）ごみ処理事業概要 

 

 

4）リサイクルセンター 

旧ごみ焼却施設の管理棟を改修し，再生可能な家具類・自転車等の修理・再生を行い，リユ

ースフェスタを開催し，市民に提供することにより，ごみの減量を図るとともに 3R の一つで

あるリユース（再使用）の実践に努めています。 

 

 

5）廃棄物運搬用パイプライン施設 

芦屋浜地区の高浜町 10～20 番を除く地域及び南芦屋浜地区の一部において，廃棄物運搬用

パイプライン施設により，ごみを収集しています。地域内に設置されたダストシュートに投入

されたごみを地中のパイプラインを通して，ごみ焼却施設まで輸送する設備であり，仕組みは，

電気掃除機とほぼ同じ原理となっています。 

第 1期として，芦屋浜地区の完成に伴い，昭和 54年（1979 年）4月から運転を開始し，第 2

期は，平成 10 年（1998 年）8 月から南芦屋浜地区において開始しています。令和 2 年度のご

み総排出量におけるパイプライン収集の割合は，7％程度となっています。 

なお，パイプライン施設の老朽化が進み，今後のあり方について検討を重ねた結果，芦屋浜

地区の運用の限度を令和 21 年 3 月，南芦屋浜地区は令和 33年 3月と定めていますが，必要な

補修工事を行いながら適正な運転に努めています。 

廃棄物運搬用パイプライン施設の概要は以下のとおりです。 

 

表 2-11 廃棄物運搬用パイプライン施設の概要 

項 目 概 要 

施 設 名 称 芦屋市廃棄物運搬用パイプライン施設 

所 在 地 芦屋市浜風・新浜・高浜・若葉・緑・潮見・陽光・海洋・南浜町地内 

対象エリア 芦屋浜地域：125ha ，南芦屋浜地域：125.5ha の一部 

系   統 芦屋浜地域：2系統  ，南芦屋浜地域：2系統 

設計収集量 29.0ｔ/日 

稼 働 開 始 芦屋浜地域：昭和 54 年 4月 ，南芦屋浜地域：平成 10年 8月 

更 新 設 備 パイプラインセンター機器棟：平成 10年 8月 

出典）ごみ処理事業概要 
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  2-2 ごみ処理施設整備に係る現状の課題(ごみの分別区分，排出量，既存施設，最終処分) 

（1）ごみの分別区分方法に関する課題 

現在の分別区分では，プラスチック製容器包装は燃やすごみとして収集し，焼却処理を行っ

ています。また，焼却処理の過程で発生する熱エネルギーは温水による処理センター内のみの

利用となっており，廃棄物エネルギーの有効活用は限定的なものとなっています。 

一方，施設整備に係る国の財政支援のうち，交付金事業については，家庭のプラスチックご

み（レジ袋や食品トレーなど）をリサイクル資源として収集していることを，新たな交付条件

とする動向もあることから，本市においてもプラスチックごみのリサイクルについて検討を進

めて行く必要があります。 

なお，収集運搬費用や市民における分別・排出負担の増加といった側面も考慮する必要があ

ります。 

 

 

 

（2）ごみの排出量に関する課題 

ごみの発生抑制（リデュース），再使用（リユース），再生利用（リサイクル）の 3Ｒ等に関

する方策に取り組むことで，ごみの減量化・再資源化を推進し，ごみの排出量は減少傾向を示

しています。今後の人口減少に伴い，さらなるごみの排出量の減少も予測されます。 

そのため，ごみ量に見合った効率的な収集・運搬の方法や最適な施設整備について検討を進

め，財政面の負担減にもつなげていく必要があります。 

 

 

 

（3）既存施設に関する課題 

1）ごみ焼却施設 

延命化対策工事の実施により，令和 11 年度までの運用を計画していますが，経年に伴う老

朽化が進んでいる状況にあり，今後，想定外の突発的なトラブルの発生が懸念されます。（一般

的なごみ焼却施設の耐用年数は，基幹的改修による延命化を施さない場合では約 20 年程度と

されています。） 

また，焼却処理の過程で発生する熱エネルギーの利用は限定的であるため，有効活用を図っ

ていく必要があります。 

将来にわたってごみの適正・安定処理を継続しつつ，廃棄物エネルギーの有効利用を視野に

入れ，多様な手法を検討した上で，新たなごみ焼却施設の整備に取り組んでいく必要がありま

す。 

 

 

 

 

 



 

 18

2）不燃物処理施設 

不燃物処理施設については，旧ごみ焼却施設としての稼働期間を踏まえると，施設自体は約

45 年が経過（令和 3年 3月時点）し，ごみ焼却施設以上に老朽化が進んでいます。 

特に，建屋屋根に老朽箇所が見受けられるため，補修対策が必要な状況となっています。 

処理に際しては人手を中心としたシステムとなっており，将来的な人員体制の確保にも注意

を払っていく必要があります。 

そのため， 将来にわたってごみの適正・安定処理を図っていくためには，最新技術の導入等

の検討を行い，さらに，近年のプラスチック処理等のリサイクルの動向を踏まえつつ，新たな

不燃物処理施設（資源化施設）の整備に取り組んでいく必要があります。 

 

 

 

（4）最終処分に関する課題 

最終処分については，今後もごみ焼却施設から排出される焼却灰・バグ灰を最終処分場の大

阪湾フェニックスセンターにおいて埋立処分を行うことを基本としますが，最終処分場の残余

年数や埋立処分費の上昇も考慮すると，減量化・再資源化による最終処分量の削減が必要です。 

なお，再資源化に関する取り組みとして，現在，焼却灰の一部をセメント原料とする利用を

行っています。 
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キルン式

シャフト炉式

シャフト炉式

流動床式

一体方式

分離方式 キルン式

流動床式

一体方式

分離方式

ごみ焼却施設

ガス化改質施設

ガス化溶融施設

ストーカ式

回転炉式

流動床式

３ ごみ処理技術の動向に関する調査 

  3-1 可燃ごみの処理技術 

可燃ごみの処理技術の分類は以下のとおりです。 

焼却，ごみ燃料化（ＲＤＦ化），メタン発酵，炭化及び油化は，中間処理を経てエネルギー利

用する方式がありますが，ここでは，継続して導入実績のある焼却及びメタン発酵の二つにつ

いて整理を行います。 

 

表 3-1 可燃ごみの処理技術の分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）焼却 

ごみ焼却施設は，熱分解・燃焼・溶融等の技術により，ごみを高温酸化して衛生的に処理す

るとともに容積を減じ，残渣又は溶融固化物に変換する施設をいい，ストーカ式，流動床式，

回転炉式を有する施設のほか，ガス化溶融施設・ガス化改質施設もあります。ごみ焼却施設の

概略分類図は以下のとおりです。 

この中で，歴史が長く，多くの実績を有し，現有施設で採用されているストーカ式焼却方式，

次いで実績を有する流動床式焼却方式，シャフト炉式ガス化溶融方式及び流動床式ガス化溶融

方式等に関する概要は表 3-2～5 のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 ごみ焼却施設の概略分類図 

出典）「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017 改訂版」公益社団法人 全国都市清掃会議 

概　　要

焼却

ガス化溶融・改質

石灰等の添加剤を加え成形して固形物の燃料体を造る。

ごみを液化し嫌気性菌によりバイオガス（メタン）を生成し燃料として回収。

有機物を低酸素で熱分解し発生する未燃ガス（ＣＯ）や炭化物を回収。

微生物を用いて醗酵処理して有機物を分解し，堆肥を製造。

原料を破砕，加熱処理後に圧搾・乾燥で水分除去して家畜用飼料を製造。

プラスチックごみを対象に塩素分を除去後に熱分解で油化を行う。

ごみ燃料化(RDF化)

焼却
熱分解・燃焼・溶融等の技術によりごみを高温酸化して衛生的に処理し，減容化，
無害化を行う。

処理技術

油化

飼料化

堆肥化

炭化

メタン発酵
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表 3-2 ストーカ式焼却方式 

処理方式 ストーカ式焼却方式 

概要 

可動する火格子（揺動式，階段式，回転式等）上でごみを移動させながら，火格子下部

から空気を送入し，燃焼させる。 

燃焼に先立ちごみの十分な乾燥を行う乾燥帯，乾燥したごみが乾留されながら炎を発

し，高温下で活発な酸化反応が進む燃焼帯及び焼却灰中の未燃物の燃え切りを図る後燃焼

帯から構成されている。（型式によっては，このような明確な区分を設けずに同様な効果

を得ている場合もある。） 

概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特徴 

・長い歴史を経て技術的に成熟しており，信頼性が高い。 

・周辺自治体での導入事例も多数あり，多くの実績を有す。 

・基本的にごみのもつ熱量で自燃することが可能。 

・他の焼却処理方式と比較して電力消費量が少ない。 

課題 

・立ち上げ，立ち下げ時に時間を要し，補助燃料（都市ガス等）が必要。 

・焼却残渣（焼却灰）量が多い。（ガス化溶融方式と比較して最終処分量が多い。） 

近年の 

整備事例 

エコクリーンセンター南越 84t/日（42t/日×2 炉）【福井県南越清掃組合，2021 年竣工】 

菊池環境工場クリーンの森合志 170t/日（85t/日×2 炉）【熊本県菊池環境保全組合，2021 年竣工】  

エネクリン北薩 88t/日（44t/日×2 炉）【鹿児島県北薩広域行政事務組合，2021 年竣工】 

出典）「ごみ処理施設整備の計画・設計要領」社団法人 全国都市清掃会議，財団法人 廃棄物研究財団 

「ごみ処理施設構造指針解説」社団法人 全国都市清掃会議 

「一般廃棄物処理実態調査結果（令和元年度調査結果）」環境省 

 

 

 

ごみ 

火格子 

空気 

空気 

空気 
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表 3-3 流動床式焼却方式 

処理方式 流動床式焼却方式 

概要 

けい砂等の粒子層の下部から加圧した空気を分散供給して，蓄熱したけい砂等を流動さ

せ，その中でごみをガス化，燃焼させる。 

定常状態において，しゃく熱状態にあるけい砂等の流動媒体の攪拌と保有熱によって，

ごみの乾燥・ガス化・燃焼の過程を短時間に行う特徴を有している。 

流動用押込み空気により，流動層を形成している高温流動媒体の中で，ごみの乾燥・ガ

ス化・燃焼を行うもので，流動層を保持する散気装置，炉底から流動媒体とともに不燃物

を取出す不燃物抜出装置，取出した流動媒体中に混在する不燃物を選別する不燃物選別装

置，流動媒体を炉内に返送する流動媒体循環装置から主に構成されている。 

概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特徴 

・基本的にごみのもつ熱量で自燃することが可能。 

・立ち上げ，立ち下げに関し，短時間での対応が可能。 

・竪型炉のため，設置スペースのコンパクト化が可能。 

課題 

・大型のごみには前処理（粗破砕）が必要となる。 

・燃焼速度が速いため，ＣＯ濃度の時間的な変動が発生しやすく，ストーカ式よりも燃焼

制御が難しい。 

・焼却残渣（焼却灰）量が多い。（ガス化溶融方式と比較して最終処分量が多い。） 

・飛灰量が多い。（ストーカ式やガス化溶融方式と比較して飛灰量が多い。） 

近年の 

整備事例 

はつかいちエネルギークリーンセンター 150t/日（75t/日×2 炉）【広島県廿日市市，2019 年竣工】  

北秋田市クリーンリサイクルセンター 50t/日（25t/16h×2 炉）【秋田県北秋田市，2018 年竣工】 

芳賀地区エコステーション 143t/日（71.5t/日×2 炉）【栃木県芳賀地区広域行政事務組合，2014 年竣工】  

出典）「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017 改訂版」公益社団法人 全国都市清掃会議 

「ごみ処理施設構造指針解説」社団法人 全国都市清掃会議 

「一般廃棄物処理実態調査結果（令和元年度調査結果）」環境省 
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表 3-4 シャフト炉式ガス化溶融方式 

処理方式 シャフト炉式ガス化溶融方式 

概要 

炉の上部からごみとコークス，石灰石を供給し，ごみの乾燥，熱分解から溶融までをシ

ャフト炉と呼ばれる円筒竪型の炉本体で行う。 

炉内は上部から乾燥・予熱帯，熱分解帯，燃焼・溶融帯に区分される。 

乾燥・予熱帯では，ごみが加熱され水分が蒸発し，熱分解帯では有機物のガス化が起こ

り，発生ガスは炉上部から排出され，別置きの燃焼室で完全燃焼される。 

ガス化した後の残渣はコークスとともに燃焼・溶融帯へ下降し，炉下部から供給される

空気（一部，酸素富化したものを使う場合もある）により燃焼し，1,500 ℃以上の高温で

完全に溶融される。 

概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特徴 

・ごみ質の変動にも対応が可能。（災害時における災害廃棄物等の処理にも対応が可能） 

・ごみを全て溶融することが可能で，スラグとメタルを分離回収できるため，最終処分量

が少ない。 

・竪型のため，設置スペースのコンパクト化が可能。 

課題 

・立ち上げ，立ち下げ時以外も，助燃剤としてコークス等を常時使用するため，二酸化炭

素排出量が多く，処理費用は割高となる。 

・スラグとメタルの利用先の確保が必要となる。 

・コークスは海外からの輸入に依存しているため，海外価格が高騰した場合，処理費用が

割高になるおそれがある。 

近年の 

整備事例 

東総地区クリーンセンター 198t/日（99t/日×2 炉） 

【千葉県東総地区広域市区町村圏事務組合，2021 年竣工】 

名古屋市北名古屋工場 660t/日（330t/日×2 炉）【愛知県名古屋市，2020 年竣工】 

東部知多クリーンセンター 200t/日（100t/日×2 炉）【愛知県東部知多衛生組合，2019 年竣工】  

出典）「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017 改訂版」公益社団法人 全国都市清掃会議 

「ごみ処理施設整備の計画・設計要領」社団法人 全国都市清掃会議，財団法人 廃棄物研究財団 

「一般廃棄物処理実態調査結果（令和元年度調査結果）」環境省 
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表 3-5 流動床式ガス化溶融方式 

処理方式 流動床式ガス化溶融方式 

概要 

ごみは破砕された後，流動床炉に供給される。 

流動床炉では，流動空気を絞り流動砂の温度を 450～600℃と比較的低温に維持し安定

したガス化を行う。 

不燃物は炉下部から流動媒体とともに抜き出され，鉄・非鉄金属は資源化される。 

発生した熱分解ガスとチャー（炭化物）等は後段の旋回溶融炉において，低空気比燃焼

で溶融処理を行う。溶融温度は，1,300℃程度となり，ダイオキシン類の生成を抑えると

同時に，熱回収も高めることができる。 

溶融した灰は，冷却水槽で急冷されて，砂状の溶融スラグとして回収される。 

概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特徴 

・竪型のため，設置スペースのコンパクト化が可能。 

・鉄分，非鉄分（アルミ）を資源価値の高い金属として回収できる。（酸化されずに分離

回収が可能。） 

課題 

・大型のごみには前処理（粗破砕）が必要となる。 

・立ち上げ，立ち下げ時以外にも，ごみの低位発熱量が低い場合は，助燃剤の使用が必要

となる。助燃材を使用した場合は，二酸化炭素排出量が多くなる。 

・スラグの利用先の確保が必要となる。 

近年の 

整備事例 

上伊那クリーンセンター 118t/日（59t/日×2 炉）【長野県上伊那広域連合，2019 年竣工】 

エネルギー回収施設（川口） 150t/日（75t/日×2 炉） 

【山形県山形広域環境事務組合，2018 年竣工】 

仙南クリーンセンター 200t/日（100t/日×2 炉）【宮城県仙南地域広域行政事務組合，2017 年竣工】  

出典）「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017 改訂版」公益社団法人 全国都市清掃会議 

「一般廃棄物処理実態調査結果（令和元年度調査結果）」環境省 
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（2）メタン発酵 

メタン発酵とは，酸素のない環境のもとで嫌気性微生物の働きによって有機物を分解させ，

メタンガスや二酸化炭素を発生させるものです。メタン発酵に関する概要は以下のとおりです。 

 

表 3-6 メタン発酵 

処理方式 メタン発酵 

概要 

可燃ごみとして焼却処理されていた生ごみ等の廃棄物系バイオマスを分別収集又は機

械選別してメタン発酵させバイオガスを回収する施設であり，バイオガスを利用して発

電効率の向上を図る※ことで，高効率のエネルギー回収が可能となる。 

【※バイオガスを燃焼させ，独立過熱器を通じてボイラで発生した蒸気をさらに過熱

させる方法やガスエンジンにバイオガスを用いて発電する方法がある。】 

メタン発酵のみを行う方式のほか，ごみ焼却施設を併設する方式（メタンガス化＋焼

却方式（ハイブリッド方式又はコンバインド方式ともいう））もある。 

処理方式の分類には，メタン発酵槽へ投入する固形物濃度の違いにより，湿式方式と

乾式方式,また,発酵温度の違いによって,中温方式と高温方式に分類することができる。 

概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

特徴 

・全量焼却施設と比較して，総合的な環境負荷の削減が可能となるほか，焼却処理量の

減量化が可能となる。 

・ごみ発電が困難となる小規模施設においてもバイオガスの電気への転換等によりエネ

ルギー利用が可能となる。 

課題 
・生ごみ等の廃棄物系バイオマス以外の可燃ごみについて，別途，中間処理が必要。 

・発酵残渣等が有効利用できない場合は，発酵残渣等の処理が必要となる。 

近年の 

整備事例 

【乾式発酵】

京都市南部クリーンセンター第二工場（バイオガス化施設） 60t/日（30t/日×2 基） 

【京都府京都市，2019 年竣工】 

防府市クリーンセンター可燃ごみ施設バイオガス化施設 51.5/日（25.75t/日×2 基） 

【山口県防府市，2014 年竣工】 

南但ごみ処理施設 高効率原燃料回収施設 36t/日（36t/日×1 基） 

【兵庫県南但広域行政事務組合，2013 年竣工】 

出典）「エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル（R3.4 改訂）」環境省 

「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017 改訂版」公益社団法人 全国都市清掃会議 

「メタンガス化施設整備マニュアル（改訂版 平成 29年 3月）」環境省 
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表 3-7 メタン発酵（湿式発酵・乾式発酵） 

処理方式 
湿式発酵 乾式発酵 

高温（約 55℃） 中温（約 35℃） 高温（約 55℃） 

処理 

対象物 
固形分濃度 6～10％ 固形分濃度 25～40％ 

処理可能

物の種類 

・家畜糞及び尿 

・下水汚泥，し尿処理汚泥 

・生ごみ 

・（紙:一部の高温発酵法） 

・家畜糞 

・下水汚泥，し尿処理汚泥 

・生ごみ 

・紙，植物（剪定枝類） 

施設概要 

高温環境(約 55℃)で

分解速度が高まるメタ

ン菌を利用。 

10 倍程度希釈して処

理を行う。 

中温環境(約 35℃)で

分解速度が高まるメタ

ン菌を利用。 

10 倍程度希釈して処

理を行う。 

水分濃度 55～60％という低い濃度

でも活動するメタン菌を利用する発酵

方法で，高温環境（約 55℃）で発酵

を行う。 

特徴 

・メタン発酵日数が中

温に比べて少ない。 

・微生物の増殖速度が

大きいため高い容積

負荷をとることがで

き，中温に比べてガ

ス発生量が多い。 

・メタン発酵菌の種類

が多く，維持管理が

比較的容易に行え

る。（原料の変動に

強い。） 

・アンモニア阻害に対

する安定性が高い。 

・ 紙類もメタン発酵可能。 

・ 微生物の増殖速度が大きいため高

い容積負荷をとることができ，ガス

発生量が多い。（湿式と比較） 

・発酵残渣の脱水に伴う分離水が少な

いため，脱水分離水を排水処理する

場合，処理コストが小さくなる｡(脱

水分離水は処理を行い，放流先の排

出基準に適合させる必要がある。） 

・機械選別を導入することで，生ごみ

の分別収集を実施していない自治体

でも利用が可能。 

 共通 

・機械などの駆動部が少なく省電力でメンテナ

ンスコストが低い。 

・規模・処理量のバリエーションが豊富。 

（敷地面接の省スペースが可能，堅型も可能） 

・残渣が少ない｡(下水処理場と連携させた場合) 

課題 

・メタン発酵菌の種類

が少ないため，維持

管理に細心の注意が

必要となる。 

・発酵温度を維持する

ための必要熱量が大

きい。 

・メタン発酵日数が高

温に比べて多くな

る。 

・メタン発酵槽が大き

くなる。 

・駆動部が多く電力諸費が大きい。 

・発酵温度を維持するための必要熱量

が大きい。(湿式の高温発酵も同様) 

・発酵残渣が多い。 

・施設の必要面積が大きい。 

 共通 

・家庭ごみの中でガス化できるのが生ごみだけ

なので，ガス発生量が少ない。 

・発酵残渣の脱水に伴う分離水が多いため，脱

水分離水を排水処理する場合，処理コストが

大きくなる。（脱水分離水は処理を行い，放流

先の排出基準に適合させる必要がある。） 

出典）「エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル（令和 3年 4月改訂）」より，整理・加筆 
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  3-2 ごみ焼却施設，メタンガス化施設（メタン発酵）の整備実績 

（1）ごみ焼却施設の整備実績 

過去 10 年間（平成 22 年度～令和元年度）の実績は以下のとおりです。 

ストーカ式焼却方式が 76％（110 施設）と最も多く，次いでシャフト炉式ガス化溶融方式，

流動床式ガス化溶融方式となっています。 

 

表 3-8 ごみ焼却施設の処理方式別整備実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）「一般廃棄物処理実態調査結果（令和元年度調査結果）」環境省 

備考）「その他」は，炭化施設等を整理しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2 ごみ焼却施設の処理方式別整備実績 

処理方式
ストーカ式
焼却方式

流動床式
焼却方式

シャフト炉式
ガス化溶融方式

流動床式
ガス化溶融方式
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ガス化溶融方式

その他 計
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平成26年度
(2014)
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(2015)
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平成28年度
(2016)

16 0 2 1 0 0 19

平成29年度
(2017)
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図 3-3 ごみ焼却施設の処理方式別整備実績（10年間の整備割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 施設

（ 76%）

4 施設

（ 3%）

15 施設

（ 10%）
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（7%）
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流動床式ガス化溶融方式 キルン式ガス化溶融方式 その他
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（2）メタンガス化施設の整備実績 

過去 10 年間（平成 22 年度～令和元年度）の実績は以下のとおりです。 

計 7施設が整備されており，その内，ごみ焼却施設を併設する方式（コンバインド方式）は

4施設となっています。 

 

表 3-9 メタンガス化施設の整備実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）「一般廃棄物処理実態調査結果（令和元年度調査結果）」環境省 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-4 メタンガス化施設の整備実績 
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  3-3 資源化施設の処理技術 

本市の燃やさないごみ，粗大ごみ及び一時多量ごみ等について，資源化施設の基本的な処理

フローにあてはめたものは以下のとおりです。 

資源化施設における処理は，破砕処理，選別処理，圧縮梱包処理が主体となり，これらの処

理技術について，概要を取りまとめました。 

一般的な資源化施設の処理フローは下図のとおりです。なお，プラスチック製容器包装の処

理については，今後の検討により決定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-5 資源化施設の処理フロー 
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（1）破砕処理 

破砕処理に使用される破砕機は，供給されたごみを目的に適した寸法に破砕する設備で，耐

久性に優れた構造及び材質を有する設備が望まれ，処理の目的に適した機種を選定する必要が

あります。 

破砕機の構造による分類は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-6 破砕機構造別分類 

出典）「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017 改訂版」公益社団法人 全国都市清掃会議 

 

 

 

 

破砕機の大きさは，処理対象物の形状や寸法，単位時間処理量により選定されます。 

また，機種によって破砕原理，構造に違いがあり，処理対象物が限定され，どの機種にも処

理困難物が存在します。 

破砕機は，せん断力，衝撃力及び擦り潰し力等を利用しています。 

各型式とも，これらの破砕力を単独もしくは複合して用いており，各破砕機の構造により破

砕特性が異なり，それぞれ適用するごみ質，処理能力があります。 

一般的な適合機種選定表は，次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

破砕機
リングハンマ式

スイングハンマ式

リングハンマ式

スイングハンマ式

多軸式

高速回転破砕機

低速回転破砕機

横型切断式

竪型切断式

竪型

横型

切断機

単軸式
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表 3-10 適合機種選定表 

機 種 型 式 

処理対象ごみ（注 1,2） 

特 記 事 項 可燃性 

粗大ごみ 

不燃性 

粗大ごみ 
不燃物 

プラス 

チック類 

切断機 

竪 型 

 

 

横 型 

○ 

 

 

○ 

△ 

 

 

△ 

× 

 

 

× 

× 

 

 

× 

バッチ運転のため大量処理には複数

系列の設置が望ましい。 

スプリング入りマットレス，スチール入 

りタイヤ，金属塊，コンクリート塊等は

処理が困難。 

高
速
回
転
破
砕
機 

横

型 

スイングハンマ式 

 

リングハンマ式 

○ 

 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

 

○ 

△ 

 

△ 

じゅうたん，マットレス，タイヤ等の軟性

物やプラスチック，フィルム等の延性

物は処理が困難。（注 3） 

竪

型 

スイングハンマ式 

 

リンググラインダ式 

○ 

 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

 

○ 

△ 

 

△ 

横型スイングハンマ式，リングハンマ

式と同様。 

低速回転

破砕機 

単軸式 ○ △ △ ○ 軟性物，延性物の処理に適している。 

多軸式 ○ △ △ ○ 可燃性粗大の処理に適している。 

（注 1）○：適    △：一部不適    ×：不適 

（注 2）適合機種の選定に関しては，一般に利用されているものを記載しているが，不適と例示されたごみに対しても

対応できる例があるため，確認し機種選定することが望ましい。 

（注 3）これらの処理物は，破砕機の種類に拘わらず処理することは困難。 

出典）「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017 改訂版」公益社団法人 全国都市清掃会議 より一部加筆 

 

1）切断機 

切断機は，固定刃と可動刃又は可動刃と可動刃の間で，切断力により破砕を行います。焼却

の前処理や可燃性粗大ごみ破砕の前処理用破砕機として用いられます。 

また，可動刃の動く方向により竪型，横型の 2種類に分類されます。 

切断機の概要は以下のとおりです。 

 

表 3-11 切断機の概要 

出典）「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017 改訂版」公益社団法人 全国都市清掃会議 

型式 竪型 横型 

概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要 

固定刃と油圧駆動により上下する可動刃

により圧縮せん断破砕するもので，破砕寸

法は送り出し装置の送り出し寸法により大

小自在ではあるが，通常は粗破砕に適して

いる。 

数本の固定刃と油圧駆動される同数の可

動刃により，粗大ごみの複数個所を同時に

せん断するもので，粗破砕に適しているが，

斜めに配置されている刃と刃の間より細長

いものが，素通りすることもあり，粗大ごみ

の供給には留意する必要がある。 

投入口 

排出口 

投入口 

排出口 排出口 
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2）高速回転破砕機（横型） 

高速回転破砕機（横型）は，大別するとスイングハンマ式，リングハンマ式の 2種類に分類

されます。 

間隙部を調整することにより，破砕粒度の調整が可能であることや，ケーシングを大きく開

けることによりハンマ等の交換や機内清掃等のメンテナンス作業が容易にできる等の特徴が

あります。 

高速回転破砕機（横型）の概要は以下のとおりです。 

 

 

表 3-12 高速回転破砕機（横型）の概要 

出典）「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017 改訂版」公益社団法人 全国都市清掃会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

型式 スイングハンマ式 リングハンマ式 

概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要 

ロータの外周に，通常 2 個もしくは 4 個

一組のスイングハンマをピンにより取付

け，無負荷の回転時には遠心力で外側に開

いているが，ごみに衝突し負荷がかかった

時は，衝撃を与えると同時に後方に倒れ，ハ

ンマに受ける力を緩和する。 

ロータの下部にカッターバー，グレート

バー等と呼ばれる固定刃を設けることによ

り，せん断作用を強化している。 

破砕作用は，ハンマの衝撃力に加え，ハン

マとカッターバー，グレートバーとの間で

のせん断力や擦り潰し効果を付加してい

る。 

スイングハンマの替りに，リング状のハ

ンマを使用したもので，リングハンマの内

径と取付けピンの外径に間隔があり，強固

な被破砕物が衝突したときには，間隔寸法

だけリングハンマが逃げ，さらにリングハ

ンマはピンを軸として回転しながら被破砕

物を通過させるので，リングハンマ自体に

受ける力を緩和する。 

破砕作用は，スイングハンマ式と同様で

ある。 

投入口 

排出口 

投入口 

排出口 
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3）高速回転破砕機（竪型） 

高速回転破砕機（竪型）は，大別するとスイングハンマ式，リンググラインダ式の 2種類に

分類されます。 

竪型は，水平方向の衝撃力を利用しているため，振動発生は横型に比べ小さく，横型と同程

度の振動対策は不要です。 

高速回転破砕機（堅型）の概要は以下のとおりです。 

 

 

表 3-13 高速回転破砕機（竪型）の概要 

型式 スイングハンマ式 リンググラインダ式 

概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要 

縦軸方向に回転するロータの周囲に，多

数のスイングハンマをピンにより取付け，

遠心力で開き出すハンマにより衝撃，せん

断作用を行わせ破砕する。 

上部より供給されたごみは，数段のハン

マにより打撃を受けながら機内を落下し，

最下部より排出され，破砕困難物は，上部の

はね出し口より機外に排出される。 

スイングハンマの替りに，リング状のグ

ラインダ（ハンマ）を取付け，擦り潰し効果

を利用したもので，ロータの最上部にはブ

レーカを設け，一次衝撃破砕を行い，破砕さ

れたごみは，スイーパで排出される。 

出典）「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017 改訂版」公益社団法人 全国都市清掃会議 
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4）低速回転破砕機 

低速回転破砕機は，主として低速回転する回転刃と固定刃又は複数の回転刃の間でのせん断

作用により破砕し，回転軸が一軸の単軸式と回転軸が複数軸の多軸式に分類されます。 

多軸式は軟質物，延性物を含めた比較的広い範囲のごみに適用できますが，表面が滑らかで

刃に掛からないものや，大きな金属片，石，がれき及び鋳物塊等の非常に硬いものの場合は，

破砕が困難です。また，ガラスや石，がれき等の混入が多い場合は，刃の消耗が早くなります。 

低速回転破砕機の概要は以下のとおりです。 

 

 

表 3-14 低速回転破砕機の概要 

出典）「ごみ処理施設整備の計画・設計要領」社団法人 全国都市清掃会議，財団法人 廃棄物研究財団 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

型式 単軸式 多軸式 

概略図 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

概要 

単軸式は，回転軸外周面に何枚かの刃を

持つ回転刃を回転することによって，固定

刃との間で次々とせん断作用を行うもの

で，下部にスクリーンを備え，粒度をそろえ

て排出する構造で，効率よく破砕するため

に押し込み装置を有する場合もある。 

軟質物，延性物の処理や細破砕処理に使

用する場合が多く，多量の処理や不特定な

質のごみの処理には適さないことがある。 

多軸式は，並行して設けられた回転軸相

互の切断刃で，被破砕物をせん断する。 

強固な被破砕物が噛込んだ場合等には，

自動的に一時停止後，反転し，正転・逆転を

繰り返し破砕するよう配慮されているもの

が多い。 

繰り返し破砕でも処理できない場合，破

砕部より自動的に排出する機能を有するも

のもある。 

各軸の回転数をそれぞれ変えて，せん断

効果を向上している場合が多い。 

投入口 

排出口 排出口 

投入口 
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（2）選別処理 

選別処理に使用される選別設備は，各種の選別機とコンベヤなどの各種搬送機器から構成さ

れており，破袋機，除袋機を設置することもあります。 

ごみを有価物，可燃物等に選別する設備であり，目標とする選別に適した設備を設けること

が必要です。選別機の分類は以下のとおりです。 

また，選別機の概要及び手選別装置の概要は表 3-16～19 のとおりです。 

 

 

表 3-15 選別機の分類 

型  式 原 理 使用目的 

ふるい分け型 

振 動 式 

粒 度 破砕物の粒度別分離と整粒 回 転 式 

ロ ー ラ 式 

比 重 差 型  
風 力 式 比 重 

形 状 

重・中・軽量又は重・軽量別分離 

複 合 式 寸法の大・小と重・軽量別分離 

電 磁 波 型  

Ｘ 線 式 

材料特性 

ＰＥＴとＰＶＣ等の分離 

近 赤 外 線 式 プラスチック等の材質別分離 

可 視 光 線 式 ガラス製容器等の色・形状選別 

磁 気 型 

吊 下 げ 式 

磁 力 鉄分の分離 ド ラ ム 式 

プ ー リ 式 

渦 電 流 型  
永久磁石回転式 

渦電流型 非鉄金属の分離 
リニアモータ式 

出典）「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017 改訂版」公益社団法人 全国都市清掃会議 

 

 

 

 



 

 

 

表 3-16 選別機（ふるい分け型，比重差型）の概要 

出典）「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017 改訂版」公益社団法人 全国都市清掃会議

型式 ふるい分け型 比重差型 

概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概 

要 

共

通 

ふるい分け型は，一定の大きさの開孔，または間隔を有するふるいにより，固体粒

子を通過の可否により大小に分ける方式である。 

可燃物は比較的粗く，不燃物は細かく破砕されることを利用して，異物の除去及

び成分別の分離を行う。 

三種選別を行うことができるが，一般的に選別制度が低いので，一次選別機として

可燃物，不燃物の二種選別に利用されることが多い。 

粘着性処理物や針金等のからみにより，ふるいの目詰まりや，排出が妨げられること

がある。 

比重差型は，一般的には処理物の比重の差を利用した

もので，風力式，複合式等があり，プラスチックや紙な

どの分離に多く使用される。 

詳
細 

【振動式】 

バーを張ったふるいを

振動させて処理物に撹拌

とほぐし効果を与えなが

ら選別する。 

【回転式】 

通称トロンメルと呼ば

れ，回転する円筒，円錐状

ドラムの内部に処理物を供

給して移動させ，回転力に

より撹拌，ほぐし効果を与

えながら選別する。 

最も採用例が多い方法で

ある。 

【ローラ式】 

各ローラの回転力によ

り移送され，ローラ間を通

過する際，処理物は反転，

撹拌され，小粒物はスクリ

ーン部から落下し，大粒物

はそのまま末端から排出

される。 

【風力式】 

処理物の空気流に対す

る抵抗力と比重の差を利

用して，軽量物と重量物を

選別するもので，空気の流

れによる竪型と横型があ

る。 

【複合式】 

処理物の比重差と粒度，

振動，風力，揺動等を複合

した作用により選別を行

うもので，組み合わせによ

り多様な方式がある。 

3
6
 

【ローラ式】 

【回転式】 

【振動式】 

 【風力式(竪型)】 【複合式】 



 

 

 

表 3-17 選別機（電磁波型）の概要 

出典）「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017 改訂版」公益社団法人 全国都市清掃会議 

 

型式 電磁波型 

概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概 

要 

共

通 

電磁波型は，電磁波を照射すると，類似の物質でもその構成分子の違いや表面色の違いにより異なった特性を示す点に着目し，材質や色

及び形状の選別を行うもので，特にガラス製容器やプラスチックの選別等に利用されている。 

センサーとして利用される電磁波は大別するとＸ線，近赤外線，可視光線等があり，検体に透過，反射された電磁波を検知，解析して選

別判定し，圧縮空気等を利用して機械的に分離選別する。 

詳
細 

【Ｘ線式】 

プラスチック中のＰＥＴとＰＶＣはＸ線

の透過率が異なるため，この原理を応用して

ＰＥＴとＰＶＣ等を選別する。 

（ＰＥＴとＰＶＣは，飲料ボトルなどの容器

の材料として使われている。） 

【近赤外線式】 

プラスチックなどの有機化合物は，分子結

合の違いにより吸収される赤外線の波長が異

なるため，材質によって異なった波形ができ

るため，材質を特定することができる。この原

理を応用して，プラスチック等の材質を選別

する。 

【可視光線式】 

ガラス製容器やプラスチック製容器は着色

されているため，この色を検知して色別に分

離する選別機に用いられる方式である。 

また，リターナブルびん等の形状選別も可

能。 

3
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【電磁波型】 



 

 

   

【永久磁石回転式】 

表 3-18 選別機（磁気型，渦電流型）の概要 

出典）「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017 改訂版」公益社団法人 全国都市清掃会議 
「ごみ処理施設構造指針解説」社団法人 全国都市清掃会議 

型式 磁気型 渦電流型 

概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概 

要 

共

通 

磁気型は，永久磁石又は電磁石の磁力により，主として鉄分等
を吸着させて選別する。 

磁気型の種類には，ベルトコンベヤのヘッドプーリに磁石を組
込んだプーリ式と，回転するドラムに磁石を組込み，上部から処
理物を落下させ選別するドラム式オーバーフィード型，下部に処
理物を通過させ選別するドラム式アンダーフィード型がある。ド
ラム式及びベルトコンベヤ上面に磁石を吊下げ，ベルトコンベヤ
のヘッド部で吸着選別する吊下げ式（ヘッド部設置型）とベルト
コンベヤ中間部で吸着選別する吊下げ式（中間部設置型）がある。 

吊下げ式は，選別物のコンベヤの移行が容易で磁力調整が行い
やすい方法となっている。 

渦電流型は，処理物の中の非鉄金属（主としてアルミニウム）を分離す
る際に用いる方式である。その原理は，電磁的な誘導作用によってアルミ
ニウム内に渦電流を生じさせ，磁束との相互作用で偏向する力をアルミニ
ウムに与えることによって，電磁的に感応しない他の物質から分離させる
もので，渦電流の発生方法には，永久磁石回転式とリニアモータ式がある。 

型
式
別 

 【永久磁石回転式】 
Ｎ極，Ｓ極の両極を交互に並べて

形成した永久磁石を内蔵したドラム
を高速回転させ，ドラム表面に強力
な移動磁界を発生させる。この磁界
の中にアルミニウムが通ると渦電流
が起こり前方に推力を受けて加速
し，遠くに飛び選別が行われる。最
も採用例が多い方法である。 

【リニアモータ式】 
通常のカゴ形誘導電動機を軸方

向に切り開いて平面状に展開した
もので，磁界と電流にて発生する力
は直線力として得られる。この作用
により，アルミニウム片はリニアモ
ータ上で渦電流が誘導されて，直線
の推進力が発生し移動することが
できる。 

3
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【プーリ式】 【ドラム式(オーバーフィード型)】 【ドラム式(アンダーフィード型)】 

【吊下げ式（ヘッド部設置型）】 

 

【吊下げ式（中間部設置型）】 

 

【リニアモータ式】 

投入口 
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表 3-19 手選別装置の仕様概要 

出典）「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017 改訂版」公益社団法人 全国都市清掃会議 

 

（3）圧縮梱包処理 

圧縮梱包処理は，ペットボトルやプラスチック製容器包装の運搬を容易にするために行うも

ので，梱包はＰＰバンド，ＰＥＴバンドで結束するほか，シート巻き，袋詰めなどの方法があ

ります。圧縮梱包機の概要は以下のとおりです。 

 

表 3-20 圧縮梱包機の概要 

出典）「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017 改訂版」公益社団法人 全国都市清掃会議 

 

型式 手選別装置 

仕様 

ベルト高さ 

(床からベルト搬送面まで) 

750mm～850mm(高く設定し，踏み台で対応する場合もある。) 

ベルト幅 作業者片側配置の場合：900mm 以下 

作業者両側配置の場合：1,500mm 以下 

ベルト速度 ガラス製容器の色選別：4～10 m/min 

異物除去    ：6～15 m/min 

概要 

手選別装置は，搬入されたごみ中の有価物回収と異物摘出を目的として，主に平ベルトコ

ンベヤ方式でコンベヤ幅は処理量を，高さは作業性を考慮して決定する。 

ベルト速度は選別対象物，純度，回収率及び選別人数によって異なるため，可変式（機械

使用：～20m/min）とするのが一般的である。 

型式 ペットボトル圧縮梱包機 プラスチック製容器包装圧縮梱包機 

概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概要 

ペットボトル圧縮梱包機は，収集したペッ

トボトルを再商品化工場へ運搬するため，圧

縮梱包を行う。 

プラスチック製容器包装圧縮梱包機は，プ

ラスチック製容器包装を圧縮梱包し，運搬を

容易にするために行う。 

梱包は，PPバンド，PET バンドで結束する

他，シート巻き，袋詰めなどの方法があり，

シート巻き，袋詰めは，圧縮梱包品を密封す

るため，臭気漏洩防止や荷こぼれ防止に効果

がある。 

推奨寸法 

容器包装リサイクル協会が推奨する梱包品の寸法は以下のとおりである。 

①600mm×400mm×300mm 

②600mm×400mm×600mm 

③1,000mm×1,000mm×1,000mm 
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４ エネルギーの利活用に関する調査 

  4-1 ごみ焼却施設における熱エネルギー利用形態 

ごみ焼却施設では，ごみを焼却するときに発生する高温排ガスの持つ熱エネルギーを，排ガ

ス中にボイラ等の熱交換器を設けることにより，蒸気，温水，高温水あるいは高温空気等の形

態のエネルギーに変換することができます。 

蒸気，温水，高温水等の熱エネルギーは，配管を使って移送され，最終利用先でその熱を放

出させて，空調温水，吸収式冷凍機等に利用されます。 

蒸気は，この他，タービンを駆動させることにより動力源として使用でき，さらに発電機に

より電気に変換することができます。 

また，電力は施設内の動力源とした使用のほか，余剰分を外部電力系統へ送電（売電）する

ことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1 焼却排熱のエネルギー変換による熱利用形態 

出典）「廃棄物熱回収施設設置者認定マニュアル（平成 23年 2月）」環境省 

注記）「ごみ処理施設構造指針解説（(社)全国都市清掃会議，1987）」の図を一部修正 
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  4-2 余熱利用状況 

（1）余熱利用の状況（過去 10 年間の実績） 

ごみ焼却施設及びガス化溶融・改質施設における余熱利用の状況について，過去 10 年間（平

成 22年度～令和元年度）の実績は以下のとおりです。 

「発電」を行っている施設は約 7 割（99 施設）で，そのうち約 2 割（16 施設）は施設規模

100t/日以下でした。（場外利用等：11施設，場内利用のみ：5施設） 

「余熱利用なし」の施設は 1割未満（11 施設）で，そのうち約 6割（7施設）が施設規模 10

ｔ/日以下であり，炉形式は約 9 割（10 施設）がバッチ運転，もしくは准連続運転となってい

ます。 

【参考】本市のごみ焼却施設では，焼却処理の過程で発生する熱エネルギーを施設内の温水にの

み利用しています。 

 

表 4-1 余熱利用の状況（ごみ焼却施設及びガス化溶融・改質施設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）「一般廃棄物処理実態調査結果（令和元年度調査結果）」環境省 

備考）余熱利用の状況については，前述のごみ焼却施設及びガス化溶融・改質施設（141施設）について整理し，余熱

の利用形態が把握できなかった「その他」の 2施設については，実績から除外しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-2 余熱利用の状況（ごみ焼却施設及びガス化溶融・改質施設） 

内訳

場外利用等 75 53.9% 発電（場内利用）及び温水利用等を含む。

場内利用のみ 24 17.3% 温水利用等を含む。

場外・場内利用 5 3.6% ―

場内利用のみ 24 17.3% ―

11 7.9% 7.9% ―

139 100.0% 100.0% ―

余熱利用なし

合計

71.2%

備考

20.9%

利用形態 施設数 割合

発電

温水
(発電なし)

発電[場外利用等]

(53.9%)

発電[場内利用のみ]

(17.3%)

温水(発電なし)

[場外・場内利用]

(3.6%)

温水(発電なし)

[場内利用のみ]

(17.3%)

余熱利用なし

(7.9%)

発電

(71.2%)

温水のみ

(20.9%)
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（2）余熱利用の事例（規模 100 t/日以下） 

本市において施設整備を行った場合，施設規模 100ｔ/日以下となることが想定されます。 

したがって，施設規模 100 t/日以下の施設における余熱利用の事例について，発電（場外利

用）及び余熱（場外・場内利用）の利用に関する整理を行いました。 

また，余熱利用形態とその必要熱量については，各余熱利用形態とその必要熱量の一般的な

数値を整理しました。ごみ焼却施設における余熱利用形態については，場外では福祉施設（浴

場・冷暖房），温水プール，温室などに多く利用されています。 

 

 

表 4-2 余熱利用の事例（発電（場外利用）） 

自治体名 木津川市精華町環境施設組合（京都府） 

施設名 環境の森センター・きづがわ 

施設規模・ 
処理方式 

94ｔ/日（47ｔ/日×2炉）  ストーカ式 

工事費 89.64 億円（建設工事 /消費税込み） 

供用開始 平成 30 年（2018 年）8月 

事業概要 

地域から収集された一般廃棄物をエネルギーとして「環境の森センター・きづが

わ」で生み出された電力（余剰電力）を小売電気事業者（プラントメーカ子会社）

が購入し，また木津川市及び精華町の公共施設をはじめとする需要家にできる限り

電力を供給し，電力の地産地消の推進に努めている。 

また，兵庫県北但行政事務組合（クリーンパーク北但，142ｔ/日（71ｔ/日×2炉））

においても同様の事業（余剰電力地産地消事業）に取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 

表 4-3 余熱利用の事例（余熱（場外・場内利用）） 

自治体名 滋賀県近江八幡市 長与・時津環境施設組合（長崎県） 

施設名 近江八幡市環境エネルギーセンター 
長与・時津環境施設組合 熱回収施設 

「クリーンパーク長与」 

施設規模・ 

処理方式 

76ｔ/日（38ｔ/日×2炉） 

ストーカ式 

54ｔ/日（27ｔ/日×2 炉） 

竪型ストーカ式 

工事費 61 億円（建設工事） 67.5 億円（建設工事+運営業務） 

供用開始 平成 28 年（2016 年）8月 平成 27 年（2015 年）3月 

事業概要 

発電（定格出力：980kW）を行った

上で，復水器排熱を熱源とした温水

を隣接する健康ふれあい公園内の温

水プールに供給し，プールの加温に

使用。 

施設内利用として，給湯・冷暖房・足湯（熱

回収率 10％以上）に余熱を利用。 

「足湯」については，来訪者へ開放し，事

前の利用手続きは不要。 

外部供給先 

情報 

熱源：健康ふれあい公園温水プール 

売電：150 万 kW/年（見込み） 

 

エネルギー 

利用 

発電量：定格 980kW 実績 

発熱量：不明 

施設内利用：電力 

 

出典）「【平成 30 年度環境省委託業務】 平成 30 年度中小廃棄物処理施設における廃棄物エネルギー回収方策等に係る検討

調査委託業務報告書（平成 31 年 3 月） 一般財団法人日本環境衛生センター」を整理・加筆 

 

 

 

表 4-4 余熱利用形態とその必要熱量（場内プラント関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）「ごみ処理施設整備の計画・設計要領」社団法人 全国都市清掃会議，財団法人 廃棄物研究財団 

備考）本表に示す必要熱量，単位当たりの熱量は一般的な値を示しており，施設の条件などにより異なる場合があり

ます。 

 

 

設備概要（例） 利用形態
必要熱量

MJ/h
単位当たり熱量 備　考

誘引送風機の
タービン駆動

タービン出力
500kW

蒸　　気
タービン

33,000 66,000kJ/kWh
蒸気復水器にて大気拡散する熱
量を含む。

排水蒸発
処理設備

蒸発処理能力
2,000t/h

蒸　　気 6,700
34,000kJ/
排水100t

－

発　　電

定格発電能力1,000kW
（背圧タービン）

定格発電能力2,000kW
（復水タービン）

蒸　　気
タービン

35,000

40,000

35,000kJ/kWh

20,000kJ/kWh

蒸気復水器にて大気拡散する熱
量を含む。

洗車水加温
1日（8時間）

洗車台数50台/8h
蒸　　気 310 50,000kJ/台 5-45℃加温

洗車用スチーム
クリーナ

1日（8時間）
洗車台数50台/8h

蒸気噴霧 1,600 250,000kJ/台 －

設備名称

場
内
プ
ラ
ン
ト
関
係
余
熱
利
用
設
備
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表 4-5 余熱利用形態とその必要熱量（場内建築関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）「ごみ処理施設整備の計画・設計要領」社団法人 全国都市清掃会議，財団法人 廃棄物研究財団 

備考）本表に示す必要熱量，単位当たりの熱量は一般的な値を示しており，施設の条件などにより異なる場合があり

ます。 

 

表 4-6 余熱利用形態とその必要熱量（場外） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）「ごみ処理施設整備の計画・設計要領」社団法人 全国都市清掃会議，財団法人 廃棄物研究財団 

備考）本表に示す必要熱量，単位当たりの熱量は一般的な値を示しており，施設の条件などにより異なる場合があり

ます。 

設備概要（例） 利用形態
必要熱量

MJ/h
単位当たり熱量 備　考

工場・管理棟
給　　　　湯

1日（8時間）
給湯量10 /8h

蒸　　気
温　　水

290 230,000kJ/ 5-60℃加温

工場・管理棟
暖　　　　房

延床面積1,200㎡
蒸　　気
温　　水

800 670kJ/㎡･h －

工場・管理棟
冷　　　　房

延床面積1,200㎡
吸 収 式
冷 凍 機

1,000 840kJ/㎡･h －

作業服
クリーニング

1日（4時間）
50着

蒸気洗浄 ≒0 － －

道路その他
の融雪

延床面積1,000㎡
蒸　　気
温　　水

1,300 1,300kJ/㎡･h －

設備名称

場
内
建
築
関
係
余
熱
利
用
設
備

設備概要（例） 利用形態
必要熱量

MJ/h
単位当たり熱量 備　考

福祉センター

給　　　湯

収容人員 60名
1日（8時間）

給湯量16 /8h

蒸　　気

温　　水
460 230,000kJ/ 5-60℃加温

福祉センター
冷　暖　房

収容人員 60名
延床面積2,400㎡

蒸　　気
温　　水

1,600 670kJ/㎡･h
冷房の場合は暖房時必要熱量×
1.2倍となる。

地域集中給湯
対象100世帯

給湯量300L/世帯･日
蒸　　気
温　　水

84
69,000kJ/
世帯･日

5-60℃加温

地域集中暖房
　集合住宅 100世帯
　個別住宅 100棟

蒸　　気
温　　水

4,200
8,400

42,000kJ/世帯･h
84,000kJ/世帯･h

冷房の場合は暖房時必要熱量×
1.2倍となる。

温水プール
25m

一般用・子供用併設
蒸　　気
温　　水

2,100 － －

温水プール用
シャワー設備

1日（8時間）
給湯量30 /8h

蒸　　気
温　　水

860 230,000kJ/ 5-60℃加温

温水プール用
管理棟暖房

延床面積350㎡
蒸　　気
温　　水

230 670kJ/㎡･h
冷房の場合は暖房時必要熱量×
1.2倍となる。

動植物用温室 延床面積800㎡
蒸　　気
温　　水

670 840kJ/㎡･h －

熱帯動植物用
温　　　室

延床面積1,000㎡
蒸　　気
温　　水

1,900 1,900kJ/㎡･h －

18,000 430kJ/造水1L 多重効用缶方式

（26,000） （630kJ/造水1L） （2重効用缶方式）

施設園芸 面積10,000㎡
蒸　　気
温　　水

6,300～
15,000

630～
1,500kJ/㎡･h

－

野菜工場
サラダ菜換算
5,500株/日

発電電力 700kW － －

アイス
スケート場

リンク面積1,200㎡
吸 収 式
冷 凍 機

6,500 5,400kJ/㎡･h
空調用を含む。
滑走人員500名

蒸　　気

場
外
余
熱
利
用
設
備

海水淡水化
設　　　備

造水能力
1,000 /日

設備名称
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５ 多面的価値を創出する廃棄物処理施設に関する調査 

廃棄物の処理機能に加えて，地域エネルギー供給拠点，災害時の防災拠点，環境学習拠点などの

機能を持たせることで，地域の魅力向上や課題解決に資する施設として価値を高める取り組みを

進めている事例は，次のとおりです。 

 

【事例 1】地域エネルギー供給拠点(大規模災害時にも稼動を確保，自立・分散型の電力供給や熱供給等) 

自治体名 東京都武蔵野市 

施設名 武蔵野クリーンセンター 

施設規模・ 
処理方式 

120t/日（60ｔ/日×2炉）  ストーカ式 

工事費 111 億円（建設工事/消費税込み） 

供用開始 平成 29 年（2017 年）3月 

事業概要 

地域エネルギー供給拠点として，周辺公共施設「市役所・総合体育館・温水プー

ル・コミュニティセンター・周辺の広場（外灯）」に，ごみ焼却施設から熱電（電気

/自営線）と蒸気を連続的に供給。 

（備考：周辺公共施設の防災拠点としての機能を継続するため，災害時にもエネル

ギー供給できるシステムが構築されている。） 
 

【周辺公共施設の必要電力】 

◆市役所(災害対策本部･行政機能) 

◆総合体育館(緊急物資輸送拠点) 

◆周辺広場(外灯点灯) 

◆コミュニティーセンター(災害時の地域支援ステーション機能) 

◆ごみ処理施設 

事業イメージ等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）多面的価値を創出する廃棄物処理施設整備促進 ガイダンス 事例集（令和 3 年 3 月） 

【施設全景，地域エネルギー供給施設としての廃棄物処理施設の活用（出所：武蔵野市資料）】 
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【事例 2】地域エネルギー供給拠点 

自治体名 熊本県熊本市 

施設名 西部環境工場 

施設規模・ 
処理方式 

280ｔ/日（140ｔ/日×2炉）  ストーカ式 

工事費 113 億円（建設工事/消費税込み） 

供用開始 平成 28 年（2016 年）3月 

事業概要 

①電力供給事業 

環境工場電力を市施設に最適に供給することで電力料金を削減し，その経済的メ

リットの一部を基金化し「省エネルギー等推進事業」の財源として，市民や事業者

に対して電気自動車や低炭素住宅等の導入支援。電力の地産地消により生じる財源

を活用した温暖化対策を目的とする国内初の取組である。 

②大型蓄電池設置 

避難所等の防災拠点等に大型蓄電池の整備を進めている。平常時は電力のピーク

シフト，ピークカットに活用。電力料金のさらなる削減が期待される。 

③自営線設置及び EV 充電拠点整備 

自営線による公共施設への電力供給が可能になったことに加え，ＥＶ充電拠点を

整備することで系統電力に頼らない，ＥＶによる避難所等への電力供給が可能。 

④全庁的な省エネ 

エネルギーマネジメント事業として，②で公共施設内に設置する蓄電池で電力過

不足の調整を行い，電力の地産地消化率の向上を促進するとともに，①で取得した

データを元に公共施設への省エネ提案を行い,全庁的なエネルギー最適利用を促進｡ 

事業イメージ等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）多面的価値を創出する廃棄物処理施設整備促進 ガイダンス 事例集（令和 3 年 3 月） 

【事業概略図（（出所：熊本市資料））】 
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【事例 3】地域に新たな価値を創出する廃棄物処理システムの構築〔都市ガス工場とのエネルギー連携〕 

自治体名 広島県廿日市市 

施設名 はつかいちエネルギークリーンセンター 

施設規模・ 
処理方式 

150ｔ/日（75ｔ/日×2炉）  流動床式ガス化燃焼炉 

工事費 195.8 億円（建設工事+運営業務/消費税含まず） 

供用開始 令和元年（2019 年）3月 

事業概要 

従来の廃棄物発電施設では未利用であったタービン排熱を隣接する都市ガス工

場に熱供給し，液化天然ガスの気化作業に利用することが可能。高効率発電と合わ

せ，世界最高レベルのエネルギー回収効率を実現。 

（備考：液化天然ガスの気化に化石燃料を使わないことで，年間約 5,400ｔの二酸

化炭素（CO2）を削減し，ごみを焼却することにより発電することで年間約

4,300ｔ，合わせて年間約 9,700ｔの二酸化炭素を削減することが可能。 

発電と熱供給を組み合わせることにより，世界最高レベルのエネルギー回

収効率は約 47％（年間平均）になると試算。（最大時約 68％） 

事業イメージ等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）多面的価値を創出する廃棄物処理施設整備促進 ガイダンス 事例集（令和 3 年 3 月） 

【ごみ焼却施設と隣接する都市ガス工場，隣接する都市ガス工場とのエネルギー連携のイメージ図 

（出所：第 2 次廿日市市一般廃棄物処理基本計画 後期施策編 平成 30 年 3 月）】 
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【事例 4】災害時の防災拠点（大規模災害時にも稼動を確保） 

自治体名 愛媛県今治市 

施設名 今治市クリーンセンター（バリクリーン） 

施設規模・ 
処理方式 

174ｔ/日（87ｔ/日×2炉）  ストーカ式 

工事費 127.98 億円（建設工事/消費税込み） 

供用開始 平成 30 年（2018 年）3月末 

事業概要 

地域の防災拠点としての機能を有するごみ処理施設であることに加え，『フェー

ズフリー（「日常時」と「非常時」というフェーズの区切りを取り払った概念）』と

いう新しい概念を取り入れた施設として整備。 

（備考：「ジャパン・レジリエンス・アワード（強靭化大賞）2019」において，グラ

ンプリ（最高賞）を受賞。） 

事業イメージ等 

（防災機能等） 

【防災拠点としての機能】 

非常用発電設備 / 電気自動車 / IH 調理器 / 防災スピーカ / 防災無線 / 

地下水高度処理設備 / 浴室 / 避難所 / 授乳室 / 和室 / 備蓄倉庫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）多面的価値を創出する廃棄物処理施設整備促進 ガイダンス 事例集（令和 3 年 3 月） 

【今治市クリーンセンター（外観），フェーズフリーのイメージ図（出所：㈱タクマ HP】 
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【事例 5】廃棄物系バイオマスの利活用 

自治体名 京都府京都市 

施設名 京都市南部クリーンセンター第二工場 

施設規模・ 
処理方式 

500ｔ/日（250ｔ/日×2炉）  ストーカ式 

選別資源化施設 ： 180ｔ/6 時間 

バイオガス化施設 ： 60ｔ/日（30ｔ/日×2系統） 

工事費 

236 億円（建設工事/消費税含まず） 

【ごみ焼却施設，選別資源化施設，バイオガス化施設，既存施設の解体，外構そ

の他関連する付帯施設整備等を含む】 

供用開始 令和元年（2019 年）9月 

事業概要 

ごみ発電の高効率化に加えて，生ごみをバイオガス化する施設を併設。 

発電能力は，「ごみ焼却発電施設：14,000kW」及び「バイオガス化施設（ガスエン

ジン）：1,000kW」の合計 15,000kW であり，試算では，一般家庭約 3 万 6,000 世帯

の年間電力消費量を賄うことが可能。 

事業イメージ等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）メタンガス化施設の導入事例等（環境省 HP） 

【類似設備：防府市メタン発酵槽（出所：防府市提供資料】 
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【事例 6】環境学習拠点 

自治体名 京都府京都市 

施設名 京都市南部クリーンセンター第二工場〔環境学習施設：さすてな京都〕 

環境教育・ 
環境学習機能 

①企画展示室（常設展示や企画展示により自然環境を学ぶ場：90m2） 

②セミナールーム（小規模セミナーやワークショップ，工作などを学ぶ場：100m2） 

③アーカイブ（環境・地域関連のデータを収集・保存したアーカイブで，データを基に学ぶ場：140m2） 

④展示室（最先端の環境技術やエネルギーを体感しながら学ぶ場：190m2） 

⑤広報室（環境学習のオリエンテーションや研修等により，映像・音響を活用しながら学ぶ場：200m2） 

⑥屋上（芝生広場を設け，ゆかりのある植物を配し，生物多様性について学ぶ場：1,160m2） 

⑦見学者通路（プラットホームやごみクレーンなどごみ処理の実機を見て学ぶ場：2,130m2） 

⑧展望台（眺望景観を一望するとともに，地域の歴史や地勢等を学ぶ場：120m2） 

⑨屋外ビオトープ（地域本来の生態系の復元をテーマに，生物多様性について学ぶ場：100m2） 

供用開始 令和元年（2019 年）9月 

事業概要 

ごみ処理に要する大規模な施設を間近に見学し，それらを教材として，世界最先

端の環境技術を学べるものとするとともに，生物多様性や再生可能エネルギー，環

境面から見た横大路地域の歴史等の幅広いテーマを取り扱い，あらゆる世代が楽し

く学べる，魅力溢れる環境学習の拠点として整備。 

参考）本市では市内小学校 4年生を対象に社会学習の一環として施設見学を実施しています。 

施設見学：ごみ収集車，ごみ焼却炉，不燃物処理場，リサイクルセンター 
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６ 施設整備の方向性に関する調査 

  6-1 国の方向性【廃棄物処理施設整備計画】 

廃棄物処理施設整備に関する国の方向性について，「廃棄物処理施設整備計画（平成 30 年 6

月 19 日閣議決定），計画期間：平成 30年度（2018 年度）～令和 4年度（2022 年度）」に掲げら

れている基本的理念は以下のとおりです。 

また，基本的理念の本文より施設整備における配慮事項を抽出しました。 

 

表 6-1 国の方向性【廃棄物処理施設整備計画】 

基本的理念 内 容 配慮事項 

1.基本原則に基づ

いた 3R の推進 

循環型社会の形成の推進のため，循環基本法に定められた基本原則

に則り，できる限り廃棄物の排出を抑制することを最優先に進めるととも

に，廃棄物となったものについては，生活環境の保全及び公衆衛生の向

上を図ることを前提として，不適正処理の防止その他の環境への負荷の

低減に配慮しつつ，再使用，再生利用，熱回収の順にできる限り循環的

な利用（以下，「適正な循環的利用」という。）を行い，こうした排出抑制及

び適正な循環的利用を徹底した上で，なお適正な循環的利用が行われ

ないものについては，適正な処分を確保することを基本とする。廃棄物処

理施設は，3R の推進と併せて計画的に整備する必要がある。 

①生活環境の保全及び

公衆衛生の向上 

②不適正処理の防止，

その他の環境への負

荷の低減に配慮 

③適正な循環的利用の

徹底 

2.気候変動や災害

に対して強靭か

つ安全な一般廃

棄物処理システ

ムの確保 

市町村の厳しい財政状況等により，老朽化した廃棄物処理施設が増

加し，一般廃棄物処理システムがぜい弱化している地域がある。一方で，

大規模災害等に備え，広域圏で処理体制を築いておく必要があり，その

前提として災害時等における処理体制の代替性及び多重性の確保の観

点から，老朽化した廃棄物処理施設の更新・改良を適切な時機に行い，

地域単位で一般廃棄物処理システムの強靱性を確保する必要がある。 

また，廃棄物処理施設の整備に当たっては，地域住民等の理解及び

協力が不可欠であることから，国は，これまでの大規模災害への対応の

経験も踏まえ，廃棄物処理施設の安全性に関する情報提供及び必要な

技術水準の確保に努めつつ，市町村による廃棄物処理施設整備の取組

を支援する。 

さらに，気候変動問題への対策として，廃棄物処理システム全般にお

いて，温室効果ガスの排出削減につながる取組や気候変動の影響への

適応の取組を推進していくこととする。 

④老朽化した廃棄物処

理施設の更新・改良 

⑤一般廃棄物処理シス

テムの強靱性を確保 

⑥安全性に関する技術

水準を確保 

⑦温室効果ガスの排出

削減につながる取組

や気候変動の影響へ

の適応の取組 

3.地域の自主性及

び創意工夫を活

かした一般廃棄

物処理施設の整

備 

広域的かつ総合的な廃棄物処理施設の整備等を推進するために平

成 17 年度（2005 年度）に創設された循環型社会形成推進交付金制度に

より，市町村の自主性及び創意工夫を活かしながら，国と地方が構想段

階から協働して循環型社会の形成を推進する。 

その際，持続可能な適正処理の確保を前提としつつ，廃棄物処理施

設の特長を活かし，地域のエネルギーセンターとしての活用，廃棄物エ

ネルギーを利用した産業振興，災害時の防災拠点としての活用 ，循環

資源の有効活用の中心的施設としての強化 ，環境教育・環境学習の場

の提供など，地域循環共生圏の核として機能しうる，地域に新たな価値

を創出する廃棄物処理施設を整備していくことが重要である。このため，

整備計画が示す具体的な方向性に合致するよう，地域の特性や必要性

に応じた一般廃棄物処理施設を総合的に整備していくこととする。 

また，廃棄物処理施設は数十年にわたり地域において継続使用・管理

されるものであることを踏まえ，広域的かつ計画的に廃棄物処理施設の

整備が進むよう，都道府県が市町村の総合調整に努めることとする。 

⑧市町村の自主性及び

創意工夫を活かし

た，循環型社会の形

成 

⑨持続可能な適正処理

の確保 

⑩地域の特性や必要性

に応じた一般廃棄物

処理施設を総合的に

整備（地域に新たな

価値を創出する廃棄

物処理施設） 
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  6-2 本市の方向性【第 5次芦屋市総合計画 等】 

本市の方向性に関して，総合計画等の上位計画及び関連する主な環境政策等は以下のとおり

です。 

「地球温暖化防止」，「循環型及び脱炭素社会の実現」，「環境負荷の低減」等を目指し，様々

な取組みを推進しています。 

 

表 6-2 本市の方向性【第 5次芦屋市総合計画等】 

 内 容 

第 5 次芦屋市総合計画 

[令和 3 年度～令和 12 年度] 

【基本方針】 

未来の創造 ～ 持続可能な心弾むまちを未来へつなぐデザイン 

・人のつながり ～ 時代に適い，多様に紡がれるネットワーク 

・暮らしやすさ ～ 地域に包まれ安らぎを感じる暮らし 

・資源 ～ 地域資源を活かし，空間を活用する，これまでとこれからの融合 

第 3次芦屋市環境計画 

[平成 27 年度～令和 6 年度] 

【基本方針】 

・さまざまな環境について学ぶ 

・目指すべき環境を共に創る 

【基本目標】 

・自然環境を守る       ・健康で快適な生活環境を創る 

・美しいまちなみを育む    ・地球温暖化を防ぐ 

・循環型社会を創る 

芦屋市一般廃棄物処理

基本計画 

（ごみ処理基本計画） 

[平成 29 年度～令和 8 年度] 

【基本理念】 

わたしたち一人ひとりが主役となって，身近なごみを意識し，持続可能な

循環型社会を目指します 

【基本方針】 

・ごみ減量化・再資源化の推進   ・中間処理施設の整備，管理運営 

・適正処理の実施         ・収集・運搬体制の整備 

・市民・事業者・市（行政）の協働 

芦屋市ゼロカーボンシ

ティ 

(令和 3 年 6 月 1 日) 

わたしたちは 

1 省エネルギーの推進，再生可能エネルギーの活用などにより 2050 年

までに温室効果ガス実質ゼロにむけて取り組みます。 

2 クールチョイスに取り組みます。 

3 花と緑いっぱいのまちづくりをこれからも続けます。 

芦屋市都市計画 

マスタープラン 

[令和 3 年度～令和 12 年度] 

【理念】 

 美，快，悠のまち 芦屋 

【目標】 

・社会変化に対応した快適な都市空間づくり 

・安心して住み続けられる良好な住環境づくり 

・環境にやさしく潤いのある都市づくり 

・個性と魅力ある高質な都市空間づくり 

・人とのつながりや交流を育むまちづくり 
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多面的価値の創出【イメージ】 

施設整備における多面的価値の創出については，今後，検討を進めて行くこととしますが，現

時点におけるイメージは以下のとおりです。 

目標１ 地球温暖化対策 

目標２ 循環型社会の形成 

目標３ 環境保全 

  6-3 施設整備の基本方針 

ごみの処理については，市民生活に欠くことのできない事業であり，ごみ処理施設は安全・

安心を最優先に考慮したものとすることが重要です。 

また，循環型社会形成に寄与し，多面的価値を有し，市民に親しまれ，地域に貢献する場と

しての施設整備に取り組み，経済性の観点にも配慮する必要があります。 

これらを踏まえ，以下に示す 3項目を施設整備の目標及び方向性とします。 

（なお，社会情勢等の変化に応じて，適宜，必要な見直しを行うこととします。） 

 

 

 

方向性：焼却エネルギー等の利活用や省エネルギー化により，脱炭素に貢献する施設 

・ごみの減量化推進に伴うごみ量の最小化とともに，焼却効率とエネルギー変換効率

の最大化により，脱炭素に貢献する施設とします。 

 

 

 

方向性：持続可能な社会の実現に寄与し，社会情勢の変化にも対応可能な施設 

・ごみの処理について，適正な循環的利用（再使用，再生利用，熱回収）に資する施

設とします。 

・単なるごみを処理する施設ではなく，持続可能な社会の実現や地域貢献が図られる

施設とします。 

・社会情勢の変化に対し，柔軟に対応可能な施設とします。 

・緑化推進により，施設内のカーボンニュートラルに資する施設とします。 

 

 

 

方向性：環境に接し，環境を学び，環境を考える，市民に親しまれ環境の保全に

配慮した施設 

・環境保全に配慮し，十分な公害対策を講じた施設とします。 

・環境等に関する様々な取り組みについて，情報発信・体験が行え，市民の意識向上

に資する本市の拠点施設とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみ焼却施設・ 
資源化施設 

焼却エネルギーを発電や温水に利用，環境学習，資源ごみ持ち寄りステーシ
ョン，環境にやさしい素材とユニバーサルデザイン，建物意匠工夫による周
辺景観との調和，壁面緑化，緑化拠点(市民参画)，太陽光発電施設 等 

その他 
(付帯設備等) 

市民の憩い・集いのスペース，健康増進機能，屋外(芝生広場)での展示・映
像の設備による環境学習，焼却エネルギーの地域還元（電気自動車充電設
備），災害廃棄物の仮置場の確保，防災トイレ 等 
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７ 整備用地の整理 

新たなごみ焼却施設及び資源化施設の整備用地については，処理センター敷地内とします。 

処理センターに関する現況及び都市計画条件等は以下のとおりです。 

 

  7-1 現況 

・所 在：芦屋市浜風町 16 番・17番 1 

・面 積：23,697 ㎡ 

16 番 ＝18,500.00 ㎡ (S53.3.25 取得) 

17 番 1 ＝ 5,197.53 ㎡  (H3.10.8 取得) 

・所有者：芦屋市 

 

 

  7-2 都市計画条件 

（1）都市計画決定 

都市計画法第 11 条(都市施設)第 2項に基づいた都市計画決定の概要は以下のとおりです。 

 

表 7-1 都市計画決定 

 

 

（2）主な法規制内容 

処理センターに関する，主な法規制内容は以下のとおりです。 

 

・区 域 区 分：市街化区域 

・用 途 地 域：第 2種住居地域（60/200） 

・防火地域等：建築基準法第 22 条指定区域 

・景 観 地 区：芦屋景観地区 

・航 空 法：制限表面区域 

 旧焼却施設・当初 現焼却施設・変更後 

名  称 (仮称)芦屋市清掃工場 芦屋市環境処理センター 

位  置 
芦屋市南宮町地先 

（芦屋浜埋立地） 
芦屋市浜風町 

面  積 約 1.9ha 約 2.4ha 

能  力 処理能力 150t/24h(75t/24h×2基) 
処理能力 230t/24h(115t/24h×2 基) 

粗大ごみ処理能力 30t/5h 

計画(変更)日 

告示番号 

S49.6.18 芦屋市告示第 36 号 

S50.9.30 芦屋市告示第 48 号 
H3.10.7 芦屋市告示第 96号 

理由・その他 

当初決定 

南宮浜から埋立地内へ移転 

打出浜線の線形変更に伴う変更 

施設の老朽化による建替，粗大ごみ

処理施設の新設に伴う敷地拡張 
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  7-3 関係法令 

ごみ焼却施設，資源化施設の整備にあたっての，環境保全及び土地利用規則等の関係法令等

は以下のとおりです。 

なお，法令等が改正された場合，その規定に基づいて整備を行っていきます。 

 

 

表 7-2 環境保全に関する法令 

法 律 名 適 用 範 囲 等 適 用 

廃棄物処理法 

処理能力が1日5t以上のごみ処理施設(ごみ焼却施設にお

いては，1時間当り 200kg 以上又は，火格子面積が 2㎡以上)

は本法の対象となる 

〇 

大気汚染防止法 

火格子面積が 2㎡以上，又は焼却能力が 1時間当り 200kg

以上であるごみ焼却炉は，本法のばい煙発生施設に該当す

る。 

〇 

水質汚濁防止法 

処理能力が 1時間当り 200kg 以上又は，火格子面積が 2㎡

以上のごみ焼却施設から河川，湖沼等公共用水域に排出する

場合，本法の特定施設に該当する。 

〇 

騒音規制法 

著しい騒音を発生させる施設であって，政令で定めるもの

は，「特定施設」として規制の対象である。※圧縮機の動力

7.5kW 以上など。 

〇 

振動規制法 

著しい振動を発生させる施設であって，政令で定めるもの

は，「特定施設」として規制の対象である。※圧縮機の動力

7.5kW 以上など。 

〇 

悪臭防止法 
本法においては，特定施設制度をとっていないが，知事が

指定する地域では規制を受ける。 
〇 

下水道法 

1 時間当り 200kg 以上又は，火格子面積が 2㎡以上のごみ

焼却施設は，公共下水道に排水を排出する場合，本法の特定

施設に該当する。 

△ 

排水処理方法

による 

ダイオキシン類対策

特別措置法 

工場又は事業場に設置される廃棄物焼却炉その他施設で

焼却能力が時間当り 50kg 以上又は火格子面積が 0.5 ㎡以上

の施設で，ダイオキシン類を大気中に排出又はこれを含む汚

水もしくは廃水を排出する場合，本法の特定施設に該当す

る。 

〇 

土壌汚染対策法 

有害物質使用特定施設を廃止した時，健康被害が生じるお

それがある時，一定規模(3,000 ㎡以上)の形質変更を行う時

は，本法の適用を受ける。なお，清掃工場は有害物質使用特

定施設には該当しない。 

しかし，都道府県の条例で排水処理施設を有害物の「取扱

い」に該当するとの判断をして，条例を適用する場合がある。 

△ 

形質変更，も

しくは排水処

理施設の有無

による 
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表 7-3 土地利用規制等に関する法令（1/3） 

法 律 名 適 用 範 囲 等 適 用 

都市計画法 
都市計画区域内に本法で定めるごみ処理施設を設置する

場合，都市施設として計画決定が必要。 
名称の変更時 

河川法 
河川区域内の土地において工作物を新築，改築，又は除却

する場合は河川管理者の許可が必要。 
― 

急傾斜の崩壊による

災害防止に関する法律 

急傾斜地崩壊危険区域における，急傾斜地崩壊防止施設以

外の施設，又は工作物の設置・改造の制限。 
― 

宅地造成等規制法 宅地造成工事規制区域内にごみ処理施設を建設する場合。 ― 

海岸法 
海岸保全区域において，海岸保全施設以外の施設，又は工

作物を設ける場合。 
〇 

道路法 
電柱，電線，水道管，ガス管等，継続して道路を使用する

場合。 
― 

保全法 
緑地保全地区内において，建築物その他の工作物の新築，

改築又は増築をする場合。 
― 

自然公園法 

国立公園又は国定公園の特別地域において工作物を新築，

改築，又は増築する場合，国立公園又は国定公園の普通地域

において，一定の基準を超える工作物を新築し，改築し，又

は増築する場台。 

― 

鳥獣保護及び狩猟に

関する法律 
特別保護地区内において工作物を設置する場合。 ― 

農地法 工場を建設するために農地を転用する場合。 ― 

港湾法 

港湾区域又は港湾隣接地域内の指定地域において，指定重

量を超える構築物の建設，又は改築をする場合。臨港地区内

において，廃棄物処理施設の建設，又は改良をする場合。 

― 

都市再開発法 
市街地再開発事業の施行地区内において，建築物その他の

工作物の新築，改築等を行う場合。 
― 

土地区画整理法 
土地区画整理事業の施行地区内において，建築物その他の

工作物の新築，改築等を行う場合。 
― 

文化財保護法 
土木工事によって「周知の埋蔵文化財包蔵地」を発掘する

場合。 
― 

工業用水法 

指定地域内の井戸(吐出口の断面積の合計が 6  を超える

もの)により地下水を採取してこれを工業の用に供する場

合。 

― 

建築物用地下水の採

取の規制に関する法律 

指定地域内の揚水設備(吐出口の断面積の合計が 6  を超

えるもの)により冷暖房設備，水洗便所，洗車設備の用に供

する地下水を採取する場合。 

― 
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表 7-3 土地利用規制等に関する法令（2/3） 

法 律 名 適 用 範 囲 等 適 用 

建築基準法 

51 条で都市計画決定がなければ建築できないとされてい

る。同上ただし書きでは，その敷地の位置が都市計画上支障

ないと認めて許可した場合及び増築する場合はこの限りで

ない。 

建築物を建築しようとする場合，建築主事の確認が必要。

なお，用途地域別の建築物の制限有。 

〇 

消防法 

建築主事は，建築物の防火に関して消防長又は消防署長を

得なければ，建築確認等は不可。重油タンク等は危険物貯蔵

所として本法により規制。 

〇 

航空法 

進入表面，転移表面又は平表面の上に出る高さの建造物の

設置に制限地表又は水面から 60m 以上の高さの物件及び省

令で定められた物件には，航空障害灯が必要。昼聞において

航空機から視認が困難であると認められる煙突，鉄塔等で地

表又は水面から 60m 以上の高さのものには昼間障害標識が

必要。 

〇 

電波法 

伝搬障害防止区域内において，その最高部の地表からの高

さが 31m を超える建築物その他の工作物の新築，増築等の場

合。 

〇 

有線電気通信法 有線電気通信設備を設置する場合。 ― 

有線テレビジョン放

送法 

有線テレビジョン放送施設を設置し，当該施設により有線

テレビジョン放送の業務を行う場合。 
― 

高圧ガス保安法 高圧ガスの製造，貯蔵等を行う場合。 △ 

電気事業法 

特別高圧(7,000Vを超える)で受電する場合。高圧受電で受

電電力の容量が 50kW 以上の場合。自家用発電設備を設置す

る場合及び非常用予備発電装置を設置する場合。 

〇 

労働安全衛生法 
事業場の安全衛生管理体制等ごみ処理施設運営に関連記

述が存在。 
〇 

自然環境保全法 
原生自然環境保全地域内に建築物その他の工作物の新築，

改築等を行う場合。 
― 

森林法 保安林等にごみ処理施設を建設する場合。 ― 

災害防止法 土砂災害警戒区域等にごみ処理施設を建設する場合。 ― 

砂防法 
砂防指定地区内で制限された行為を行う場合は，都道府県

知事の許可が必要。 
― 

地すべり等防止法 地すべり防止区域にごみ処理施設を建設する場合。 ― 

農業振興地域の整備

に関する法律 

農業地区域内に建築物その他の工作物の新築，改築等を行

う場合。 
― 
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表 7-3 土地利用規制等に関する法令（3/3） 

法 律 名 適 用 範 囲 等 適 用 

景観法 
景観計画区域内において建築等を行う場合は，届出の必要

性や建築物の形態意匠の制限がかかることがある。 
〇 

芦屋市住みよいまち

づくり条例 
特定建築物に該当する場合。 〇 

福祉のまちづくり条

例(県条例) 
官公庁施設で，多数の者が利用する特定施設である場合。 〇 

芦屋市屋 

外広告物条例 

施設整備にあたって，外壁や煙突などを広告物と捉えらえ

る場合。 
〇 

環境の保全と創造に

関する条例(県条例) 

著しい騒音・振動を発生させる施設であって，政令で定め

る「特定施設」となる場合。※圧縮機の動力 7.5kW 以上など。 
〇 

芦屋市清掃事業施設

の設置および管理に

関する条例 

清掃事業施設として，名称及び所在地等を変更する場合。 名称の変更時 
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  7-4 災害想定 

（1）高潮浸水 

整備用地について想定されている高潮浸水は以下のとおりです。 

施設の計画にあたっては，高潮浸水対策について検討を行います。 

なお，用地南側護岸については，「兵庫県高潮対策 10箇年計画（令和元年度～令和 10年度）」

の尼崎西宮芦屋港芦屋浜地区（2.5 ㎞）の一部に該当しており，事業着手時期は，令和元年～

令和 5年となっています。 

 

 

表 7-4 高潮浸水の想定 

区  域 高潮浸水の想定 

現焼却施設及びパイプライン棟区域 浸水深 0.5m 以上 1.0m 未満 

現焼却施設及びパイプライン棟区域を除く区域 浸水深 1.0m 以上 3.0m 未満 

用地東側・南側の管理用道路上 浸水深 3.0m 以上 5.0m 未満 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-1 芦屋市高潮防災情報マップ（令和元年 12月発行） 
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（2）津波 

整備用地について想定されている津波浸水は以下のとおりです。 

施設の計画にあたっては津波浸水区域を踏まえつつ検討を行います。 

 

 

表 7-5 津波浸水の想定 

区  域 津波浸水の想定 

現焼却施設及びパイプライン棟区域を除く区域 浸水深 0m～0.3m 未満 

用地東側・南側の管理用道路上 浸水深 1.0m～2.0m 未満 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-2 芦屋市津波防災情報マップ（令和 3年 6月発行） 
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（3）洪水 

洪水浸水について，整備用地は洪水浸水想定区域には含まれていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-3 芦屋市洪水防災情報マップ（令和 3年 6月発行） 
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  7-5 整備用地 

ごみ焼却施設，資源化施設の整備用地については，パイプライン施設の東側とします。 

なお，詳細な位置などについては，今後，検討を行っていくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-4 整備用地 

 

 

 

 

 



 

 

 

８ 事業スケジュールの想定 

事業スケジュールの想定は以下のとおりです。 

 

 

表 8-1 事業スケジュールの想定 

 

 

 

6
3
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

H8年3月稼働

S52年7月稼働
H12年7月稼働

計画・調査・設計・工事

　循環型社会形成推進地域計画策定 期間：R3～R8(6年間)

　施設整備基本構想策定

　各種調査

　施設整備基本計画策定

　発注準備

　設計・工事 R9年度稼働予定

計画・調査・設計・工事

　循環型社会形成推進地域計画策定 期間：R9～R14(6年間)

　施設整備基本構想策定

　各種調査

　施設整備基本計画策定

　発注準備

　設計・工事 R15年度稼働予定

ごみ
焼却施設

新
施
設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　度
　　項　　目

既
存
施
設 資源化施設

　不燃物処理施設
　ペットボトル減容施設

焼却施設
　230ｔ/日（115ｔ/日×2炉）

資源化
施設

再延命化(包括的運営業務等による)

37年間稼働

延命化実施

50年間稼働

27年間稼働

稼働

稼働

解体工事

解体工事
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【計画目標年次】 

資源化 施設：資源系(選別・圧縮系)    令和 9 年度（2027 年度） 

粗大ごみ(破砕・選別系)  令和 13 年度（2031 年度） 

ごみ焼却施設：令和 15 年度（2033 年度） 

９ 計画処理量及び施設規模の設定 

  9-1 計画目標年次 

施設整備に関する計画目標年次については，「廃棄物処理施設整備費国庫補助金交付要綱の

取扱について（環廃対発第 031215002 平成 15 年 12 月 15 日） 『計画目標年次は，施設の稼

働予定年度の七年後を超えない範囲内で将来予測の確度，施設の耐用年数，投資効率及び今後

の他の廃棄物処理施設の整備計画等を勘案して定めた年度とする。』」を参考として設定します。 

したがって，稼動年度より 7年間で計画処理対象ごみ量が最大となるのは，新資源化施設で

は資源系(選別・圧縮系)は稼働開始予定年度の令和 9年度（2027 年度），粗大ごみ(破砕・選別

系)は稼働開始から 5 年目の令和 13 年度（2031 年度），新ごみ焼却施設では稼働開始予定年度

の令和 15年度（2033 年度）となります。 

本構想では新資源化施設の資源系(選別・圧縮系)は令和 9 年度（2027 年度），粗大ごみ(破

砕・選別系)は令和 13年度（2031 年度），新ごみ焼却施設は令和 15 年度（2033 年度）をそれぞ

れ施設整備の計画目標年次とします。 
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  9-2 処理対象ごみ量の見込み 

計画目標年次における処理対象ごみ量は以下のとおりです。 

なお，プラスチック製容器包装の処理については，今後の検討により決定するため，「対象ご

み量」及び「施設規模の算定」は現状の分別区分（容器包装プラスチックは，燃やすごみ）を

基本に検討を行いました。 

容器包装プラスチック及び燃やすごみ（容器包装プラスチックを除く）に関する処理量の見

込みや施設規模については，プラスチック製容器包装の処理の方針を決定後，検討を進める必

要があります。 

 

 

（1）資源化施設 

 

表 9-1 処理対象ごみ量（資源化施設） 

ごみの種類 処理対象量 備 考 

資源系 

(選別・圧縮系) 

缶 152 t/年 ・計画目標年次：令和 9 年度（2027 年度） 

・将来ごみ排出量の選別・圧縮処理対象

量より。（参考資料を参照） ペットボトル 229 t/年 

合計 381 t/年 ― 

粗大ごみ 

(破砕・選別系) 

粗大ごみ 

（一時多量ごみを含む） 
409 t/年 ・計画目標年次：令和 13 年度（2031 年度） 

・将来ごみ排出量の破砕・選別処理対象

量より。（参考資料を参照） その他燃やさないごみ 1,476 t/年 

合計 1,885 t/年 ― 

 

 

 

（2）資源化施設（受入ヤード/貯留ヤード） 

 

表 9-2 保管対象ごみ量（資源化施設（受入ヤード/貯留ヤード）） 

ごみの種類（資源ごみ） 保管対象量 備 考 

受入 

ヤード 

缶【混合】 152 t/年 

・計画目標年次：令和 9 年度（2027 年度） 

・将来ごみ排出量の資源化物量より。（参考

資料を参照） 

・缶【成形品】に関するアルミ，スチールは，

過去の実績（H30～R2）の比率から案分。 

ペットボトル 229 t/年 

貯留 

ヤード 

缶【成形品】 

122 t/年 
【内訳】 

ｱﾙﾐ：55 t/年 

ｽﾁｰﾙ：67 t/年 

ペットボトル【成形品】 183 t/年 

ビン 756 t/年 

小型家電等 58 t/年 
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（3）ごみ焼却施設 

容器包装プラスチックの処理に関しては，今後，検討を進めるため，現状の分別区分である

燃やすごみとして取扱っています。 

 

 

表 9-3 処理対象ごみ量（ごみ焼却施設） 

ごみの種類 処理対象量 備 考 

燃やすごみ 

（植木剪定ごみを含む） 
20,225 t/年 ・計画目標年次：令和 15 年度(2033 年度) 

・将来ごみ排出量の焼却処理対象量より。

（参考資料を参照） 選別残渣等 1,940 t/年 

合 計 22,165 t/年 ― 
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  9-3 施設規模の算定 

今後の環境政策（再資源化の推進，リユース等に関する市民・事業者・行政の協働）の取り

組みや社会情勢等の変化，また，最新の処理実績を踏まえて，適宜，見直しを図っていくこと

とします。 

 

 

（1）資源化施設 

資源化施設に関する施設規模については，以下の算定式に基づき算出しました。 

 

【施設規模算定式】 

施設の計画処理量の決定は，計画目標年次における計画処理区域内の月最大処理量の日量換

算値とし，計画年間日平均処理量に計画月最大変動係数を乗じて求めた値で行い，これに施設

の稼働体制（1 日の実運転時間，週，月，年間の運転日数等）や，既存施設があればその能力

を差引く等，各種条件を合理的に勘案して施設規模を決定する。 

出典：ごみ処理施設構造指針解説（社団法人 全国都市清掃会議 昭和 62年 8 月 25 日） 

 

 

 

 

●計画年間日平均処理量＝一人一日あたり処理量目標（計画一人一日平均排出量） 

●計画収集人口＝推計人口（芦屋市将来推計人口結果） 

●実稼働率（0.663）＝（365 日－年間停止日数）÷ 365 日 

年間停止日数（123 日）：土日休み(年 52 週×2 日)＋祝日休み(元日を除く年 15 日)＋年末年始(年 4 日)  

●計画月最大変動係数＝1.15 

「ごみ処理施設構造指針解説」では，計画月最大変動係数は，計画目標年次における月最大変動係

数であって，過去 5 年以上の収集量の実績を基礎として算定するものと記されています。なお，過去

の収集実績が明らかでない場合は，計画月最大変動係数は 1.15 を標準とすることとされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設規模＝(計画一人一日平均排出量×計画収集人口＋計画直接搬入量)  

÷実稼働率×計画月最大変動係数 

           ＝計画年間日平均処理量÷実稼働率×計画月最大変動係数 
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算定結果は以下のとおりです。 

なお，施設規模等については，社会情勢等の変化や最新の処理実績を踏まえて，適宜，見直

しを図っていくこととします。 

 

表 9-4 施設規模の算定（資源化施設） 

項 目 規模算定資料 

計画目標年度  
令和9年度（2027年度） ：資源系(選別・圧縮系)  

令和13年度（2031年度）: 粗大ごみ(破砕・選別系) 

計画年間日平均処理量  

①資源系（選別・圧縮系）  ：1.03ｔ/日 

【内訳】 

（缶 類 選 別 圧 縮 設 備 ： 0.41ｔ/日） 

（ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ圧縮梱包設備 ： 0.62ｔ/日） 

 

②粗大ごみ（破砕・選別系）：5.16ｔ/日 

（破 砕 選 別 設 備  ： 5.16ｔ/日） 

実稼働率 0.663 

計画月最大変動係 1.15 

施設規模の算定  

資源化施設の施設規模：11.0ｔ/日 

【①施設規模 [資源系(選別・圧縮系)]】 

缶類選別圧縮設備 
0.41 ÷ 0.663 × 1.15 ＝0.71ｔ/日 

           ≒1.0ｔ/日 

ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ圧縮梱包設備 
0.62 ÷ 0.663 × 1.15 ＝1.07ｔ/日 

           ≒1.0ｔ/日 

合 計 2.0ｔ/日 

 

【②施設規模 [粗大ごみ(破砕・選別系)]】 

破砕選別設備 
5.16 ÷ 0.663 × 1.15 ＝8.95ｔ/日 

           ≒9.0ｔ/日 
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（2）資源化施設（受入ヤード/貯留ヤード） 

資源化施設（受入ヤード/貯留ヤード）に関する施設規模については，以下の算定式に基づき

算出しました。 

なお，粗大ごみに関する受入ヤードについては，現資源化施設における実態を踏まえつつ，

今後，検討を進めることとします。 

 

 

 

【施設規模算定式】 

 

 

 

●保管対象量＝①缶[混合/受入ヤード]   ：152 t/年 

缶[成形品/貯留ヤード]  ：アルミ 55 t/年，スチール 67 t/年 

②ペットボトル[受入ヤード]：229 t/年 

ペットボトル[成形品/貯留ヤード]：183 t/年 

③ビン[貯留ヤード]        ：756 t/年 

④小型家電[貯留ヤード]    ：58 t/年 

●保管日数＝受入ヤード 5日，貯留ヤード 14 日 

●積載高さ＝1.5～2.0ｍ 

●単位容積重量＝①缶[混合]  ：0.06 t/m3 

缶[成形品]：アルミ 0.42 t/m3，スチール 0.91 t/m3 

②ペットボトル[受入時]：0.028 t/m3 

ペットボトル[成形品]：0.21 t/m3 

③ビン      ：0.29 t/m3 

④小型家電  ：0.16 t/m3 

『「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017 改訂版」公益社団法人 全国都市清掃会議』の不燃・

粗大・容器包装リサイクル施設計画時の品目別原単位例（t/m3 ）」の相加平均値から設定しました。 

小型家電については，不燃ごみの値で設定しました。 

●ストックスペース割合（60％）＝100％ - 40％（作業スペース割合） 

 

 

 

 

 

施設規模＝保管対象量（t/年）÷365（日/年）×保管日数（日）÷積載高さ（ｍ） 

÷単位容積重量（t/m3）÷ストックスペース割合 
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算定結果は以下のとおりです。 

なお，施設規模等については，社会情勢等の変化や最新の処理実績を踏まえて，適宜，見直

しを図っていくこととします。 

 

表 9-5 施設規模の算定（資源化施設（受入ヤード/貯留ヤード）） 

項 目 規模算定資料 

計画目標年度  令和9年度（2027年度） ：資源ごみ(貯留ヤード) 

保管対象量  

①缶[混合/受入ヤード]    ： 152 t/年 

缶[成形品/貯留ヤード]   ： ｱﾙﾐ 55t/年，ｽﾁｰﾙ 67t/年 

②ペットボトル[受入ヤード]： 229 t/年 

ペットボトル[成形品/貯留ヤード]：183 t/日 

③ビン[貯留ヤード]        ： 756 t/日 

④小型家電[貯留ヤード]    ：  58 t/年 

保管日数 受入ヤード5日，貯留ヤード14日 

積載高さ 2.0ｍ（④小型家電は1.5ｍ） 

ストックスペース割合 60％ 

施設規模の算定  

資源化施設の施設規模：約250 ｍ2 

①缶[混合/受入ヤード]  

＝152(t/年)÷365(日/年)×5(日)÷2.0(ｍ)÷0.06(t/m3)÷0.6 

＝28.9ｍ2 

缶【アルミ】[成形品/貯留ヤード]  

＝55(t/年)÷365(日/年)×14(日)÷2.0(ｍ)÷0.42(t/m3)÷0.6 

＝4.1ｍ2 

缶【スチール】[成形品/貯留ヤード] 

＝67(t/年)÷365(日/年)×14(日)÷2.0(ｍ)÷0.91(t/m3)÷0.6 

＝2.3ｍ2 

②ペットボトル[受入ヤード] 

＝229(t/年)÷365(日/年)×5(日)÷2.0(ｍ)÷0.028(t/m3)÷0.6 

＝93.3ｍ2 

ペットボトル[成形品/貯留ヤード] 

＝183(t/年)÷365(日/年)×14(日)÷2.0(ｍ)÷0.21(t/m3)÷0.6 

＝27.8ｍ2 

③ビン[貯留ヤード] 

＝756(t/年)÷365(日/年)×14(日)÷2.0(ｍ)÷0.29(t/m3)÷0.6 

＝83.3ｍ2 

④小型家電[貯留ヤード] 

＝58(t/年)÷365(日/年)×14(日)÷1.5(ｍ)÷0.16(t/m3)÷0.6 

＝15.4ｍ2 
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（3）ごみ焼却施設 

ごみ焼却施設に関する施設規模については，以下の算定式に基づき算出しました。 

 

 

【施設規模算定式（【参考】平成 15 年 12 月 15日 環廃対発第 031215002 号）】 

 

 

 

●計画年間日平均処理量＝一人一日あたり処理量目標（計画一人一日平均排出量） 

●計画収集人口＝推計人口（芦屋市将来推計人口結果） 

●実稼働率（0.767）＝（365 日－年間停止日数）÷365日 

年間停止日数（85日）：整備補修期間 30 日（1 回）＋補修点検期間 15 日×2 回＋全停止期間 7 日＋ 

（起動に要する日数 3 日×3 回）＋（停止に要する日数 3 日×3 回） 

●調整稼働率＝0.96 

正常に運転される予定の日においても，故障の修理，やむを得ない一時休止のため処理能力が低下

することを考慮した係数 

 

算定結果は以下のとおりです。 

なお，施設規模等については，社会情勢等の変化や最新の処理実績を踏まえて，適宜，見直

しを図っていくこととします。 

 

表 9-6 施設規模の算定 

項 目 規模算定資料 

計画目標年度  令和15年度（2033年度） 

計画年間日平均処理量  60.72 t/日 

実稼働率 0.767 

調整稼働率 0.96 

施設規模の算定  

施設規模（t/日）＝60.72 ÷ 0.767 ÷ 0.96 ＝82.46 t/日  

施設整備に際し，災害廃棄物への対応(施設規模の10%)を

見込んだ場合においては，施設規模は約90 t/日となりま

す。  

 

施設規模(災害廃棄物を含む)：約90 t/日 

 

 

施設規模＝(計画一人一日平均排出量×計画収集人口＋計画直接搬入量)÷実稼働率÷調整稼働率 

       ＝計画年間日平均処理量÷実稼働率÷調整稼働率 
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  9-4 計画ごみ質の設定 

ごみ焼却施設の計画にあたっては，年間を通じごみの質が変動するため，処理対象となるご

みの性状に関する計画ごみ質の設定が重要となります 。 

計画ごみ質については，プラスチック類や紙類等を多く含み水分が少なく発熱量が大きいご

みを「高質ごみ」，水分が多い厨芥類を多く含み発熱量の小さいごみを「低質ごみ」，平均的な

ごみを「基準ごみ」として，それぞれ計画値を設定する必要があります。 

焼却炉設備の基本計画あるいは各付帯設備の容量決定に際して，高質ごみ（設計上の最高ご

み質），低質ごみ（設計上の最低ごみ質）の関与については表 9-7 のとおりです。 

また，基準ごみ（平均的，標準的ごみ質）は，施設が持つ標準能力を示すとともに用役費を

中心とした日常の維持管理費の把握等に欠かせない項目となっています。 

計画ごみの設定にあたっては，過去 5年間のごみ質実績を踏まえつつ，ごみ質の設定を行い

ました。 

ごみ質の設定に関する手順は図 9-1 のとおりです。 

 

 

表 9-7 ごみ質と設備計画の関係 

関係設備 
ごみ質 

燃焼設備 付帯設備の容量等 

高質ごみ 

（設計最高ごみ質） 

燃焼室熱負荷 

燃焼室容積 

再燃焼室容積 

通風設備，クレーン， 

ガス冷却設備，排ガス処理設備，

水処理設備，受変電設備等 

基準ごみ 

（平均ごみ質） 
基本設計値 ごみピット 

低質ごみ 

（設計最低ごみ質） 

火格子燃焼率（ストーカ式） 

炉床負荷（流動床式） 

火格子面積（ストーカ式） 

炉床面積（流動床式） 

空気予熱器，助燃設備 

出典）「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017 改訂版」公益社団法人 全国都市清掃会議 
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図 9-1 ごみ質の設定に関する手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみ質の設定に関する手順 

①ごみ質実績値について整理（過去 5年間：平成 28 年度～令和 2年度） 

②平均値，標準偏差を算出し，統計処理を行った後，各ごみ質の平均値，90％信頼区間

の上限値及び下限値を推計 

③計画ごみ質の設定 

・低位発熱量（低質ごみ，基準ごみ，高質ごみ） 

・３成分（低質ごみ，基準ごみ，高質ごみ） 

・単位体積重量（低質ごみ，基準ごみ，高質ごみ） 
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（1）低位発熱量 

計画ごみ質（低位発熱量）について，『「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017 改訂版」

公益社団法人 全国都市清掃会議』に基づいて，基準ごみ，低質ごみ及び高質ごみの推計・設定

を行いました。 

基準ごみについては，過去 5 年間（平成 28 年度～令和 2 年度）の平均値から推計し，低質

ごみ及び高質ごみについては，正規分布の 90％信頼区間の下限値・上限値を推計し，それぞれ

を低質ごみ・高質ごみと設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9-2 低位発熱量の分布 

出典）「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017 改訂版」公益社団法人 全国都市清掃会議 

 

 

【算定式】 

Ｘ1
※1（低質ごみ）＝Ｘ－1.645σ※3 

Ｘ2
※2（高質ごみ）＝Ｘ＋1.645σ※3 

Ｘ：平均値 

σ：標準偏差 [＝√Σ（Ｘ－Ｘn）2／（n-1）] 

 

※1 Ｘ1は 90％信頼区間の下限値 

※2 Ｘ2は 90％信頼区間の下限値 

※3  1.645 は 90％信頼区間に対応する定数で,正規分布表で求められたもの。 

 

低位発熱量の平均値は 11,454kJ/kg，標準偏差σは 1,662 となり，低質ごみ，基準ごみ及び

高質ごみの低位発熱量は以下のとおりです。 

 

・低質ごみ＝ 11,454 － 1.645 × 1,662 ＝ 8,720 ≒ 8,700kJ/kg 

・基準ごみ＝ 11,454 ≒ 11,400kJ/kg 

・高質ごみ＝ 11,454 ＋ 1.645 × 1,662 ＝14,188 ≒ 14,200kJ/kg 
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低質ごみと高質ごみの比については，設計要領に記載の範囲（2～2.5 倍）を踏まえ 2.0 倍 

と設定し，算出結果の補正を行いました。 

 

 

表 9-8 計画設計ごみ質（低位発熱量） 

項 目 単位 低質ごみ 基準ごみ 高質ごみ 

低位発熱量 kJ/kg 7,600 11,400 15,200 

 

 

 

（2）三成分 

ごみの三成分については，一般的に水分及び可燃分は低位発熱量と相関関係にあり，低位発

熱量と水分は負の相関，低位発熱量と可燃分には正の相関がみられます。 

なお，三成分の水分と可燃分については，低位発熱量との回帰式より算出し，灰分は三成分

全体（ 100 ％）から水分と可燃分を差し引いて算出しました。 

 

 

1）水分 

低位発熱量と水分の相関は，以下の回帰式となります。 

回帰式：水分＝ -0.0019 x ＋ 59.517 （x：低位発熱量） 

・低質ごみ（水分）： -0.0019 ×  7,600  ＋ 59.517 ≒ 45.1％ 

・基準ごみ（水分）： -0.0019 × 11,400  ＋ 59.517 ≒ 37.9％ 

・高質ごみ（水分）： -0.0019 × 15,200  ＋ 59.517 ≒ 30.6％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9-3 低位発熱量と水分の相関 

 

 

y = -0.0019x + 59.517

R  = 0.2984
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2）可燃分 

低位発熱量と可燃分の相関は，以下の回帰式となります。 

回帰式：可燃分＝ 0.0019 x ＋ 32.582 （x：低位発熱量） 

 

・低質ごみ（可燃分）： 0.0019 ×  7,600  ＋ 32.582 ≒ 47.0％ 

・基準ごみ（可燃分）： 0.0019 × 11,400  ＋ 32.582 ≒ 54.2％ 

・高質ごみ（可燃分）： 0.0019 × 15,200  ＋ 32.582 ≒ 61.5％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9-4 低位発熱量と可燃分の相関 

 

 

 

 

3）灰分 

灰分については，三成分全体（ 100 ％）から水分と可燃分を差し引いて算出しました。 

 

・低質ごみ（灰分）： 100 -（45.1 + 47.0）≒ 7.9％ 

・基準ごみ（灰分）： 100 -（37.9 + 54.2）≒ 7.9％ 

・高質ごみ（灰分）： 100 -（30.6 + 61.5）≒ 7.9％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 0.0019x + 32.582

R  = 0.4131
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77 

（3）単位容積重量 

単位容積重量については，単位容積重量と水分の相関は，以下のとおりとなります。 

回帰式：単位容積重量＝ 0.925 x ＋ 77.655 （x：低位発熱量） 

 

・低質ごみ（単位容積重量）： 0.925 × 45.1  ＋ 77.655 ≒ 119 kg/m3 

・基準ごみ（単位容積重量）： 0.925 × 37.9  ＋ 77.655 ≒ 113 kg/m3 

・高質ごみ（単位容積重量）： 0.925 × 30.6  ＋ 77.655 ≒ 106 kg/m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9-5 単位容積重量と水分の相関 

 

 

（4）計画ごみ質 

設定した計画ごみ質は，以下のとおりです。 

 

表 9-9 計画ごみ質 

項 目 単位 低質ごみ 基準ごみ 高質ごみ 

三
成
分 

水分 ％ 45.1 37.9 30.6 

可燃分 ％ 47.0 54.2 61.5 

灰分 ％ 7.9 7.9 7.9 

低位発熱量 kJ/kg 7,600 11,400 15,200 

単位容積重量 kg/m3 119 113 106 

 

 

 

 

 

 

y = 0.925x + 77.655

R  = 0.3478
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  9-5 可燃ごみの処理に関する方向性 

可燃ごみの処理に関する方向性については，他自治体においても十分な整備実績があり，技

術的に確立されている『ストーカ式焼却方式』，『流動床式焼却方式』，『シャフト炉式ガス化溶

融方式』及び『流動床式ガス化溶融方式』や『メタンガス化＋焼却方式（コンバインド方式）』

を対象として，今後，検討を進め処理方式の選定を行うこととします。 

なお，「キルン式（焼却方式）」，「ガス化改質施設（焼却方式）」，「ごみ燃料化（ＲＤＦ化）」，

「炭化」，「堆肥化」，「飼料化」及び「油化」については，以下の理由から今後の検討から除外

としました。 

 

表 9-10 今後の検討からの除外理由 

 

 

 

 

処理技術 今後の検討からの除外理由 

キルン式 

（焼却方式） 

整備実績は僅かであり，近年における整備実績はない。（2012 年以降の整備実

績なし。） 

整備に際し，キルン回転部を横置きで設置するため，広い敷地が必要となる。 

ガス化改質施設 

（焼却方式） 

整備実績は僅かであり，近年における整備実績はない。 

ごみのカロリーが低い場合は，燃料費が莫大になる。 

また，燃料費等の経費負担が過大となった事例があり，将来ごみ質のカロリー

が低下した場合には，同様に経費負担が増加するおそれがある。 

ごみ燃料化 

（ＲＤＦ化） 

近年における整備実績はなく，ＲＤＦ発電所周辺で整備されていた。（2012 年

以降の整備実績なし。） 

過去に重大な火災事故が発生しており，以降，採用事例がなくなっている。 

製造されるＲＤＦは，ＲＤＦ発電所において燃料として処理を行うが，近年，

ＲＤＦ発電所における事業継続性が不透明となっており，継続した利用先を確

保することが困難と想定される。 

炭化 

整備実績は僅かであり，施設規模は小さい。 

処理に伴って製造される炭化物について，継続した利用先を確保することが

困難と想定される。 

堆肥化 

生ごみや剪定枝等を対象とした処理であり，生ごみや剪定枝以外の可燃ごみ

については別途処理が必要となり，可燃ごみの処理について完結できない。 

処理に伴って製造される堆肥について，継続した利用先を確保することが困

難と想定される。 

飼料化 

生ごみ等有機物（動物性残渣中心）を対象とした処理であり，生ごみ等有機物

以外の可燃ごみについては別途処理が必要となり，可燃ごみの処理について完

結できない。 

処理に伴って製造される飼料について，一定の品質や継続した利用先を確保

することが困難と想定される。 

油化 
プラスチックごみを対象とした処理であり，プラスチックごみ以外の可燃ご

みについては別途処理が必要となり，可燃ごみの処理について完結できない。 
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10 事業方針の整理 

  10-1 事業方式の整理 

ごみ処理施設における事業方式の概要及び事業方式別の概略フローは以下のとおりです。 

事業方式は，①民間の資金調達力や技術力の導入によって建設から長期の運営を民間事業者

に委託を行う「ＰＦＩ方式」，②建設から長期の運営を民間事業者に委託，または公共が建設し

た後に長期の運営を民間事業者に委託を行う「ＰＰＰ方式」，③従来型の手法である「公設公営

方式」の 3つの方式に大別できます。 

 

 

表 10-1 ごみ処理施設における事業方式の概要 

事業方式 内 容 

ＰＦＩ※1方式 

ＢＯＯ方式 
(Build Own Operate) 

・民間事業者が自ら資金調達を行い，施設設計・建設

（Build）・所有（Own）し，事業期間にわたり運営

（Operate）した後，事業期間終了時点で民間事業者が

施設を解体・撤去する。 

ＢＯＴ方式 
(Build Operate Transfer) 

・民間事業者が自ら資金調達を行い，施設設計・建設

（Build）・所有し，事業期間にわたり運営（Operate）

した後，事業期間終了時点で公共に施設の所有権を移

転（Transfer）する。 

・公共は事業の監視（モニタリング）を行う。 

ＢＴＯ方式 
(Build Transfer Operate) 

・民間事業者が自ら資金調達を行い，施設を建設（Build）

した後，施設の所有権を公共に移転（Transfer）し，施

設の維持管理・運営（Operate）を民間事業者が事業期

間終了時点まで行う。 

・公共は事業の監視（モニタリング）を行う。 

ＰＰＰ※2方式 

ＤＢＯ方式 
(Design Build Operate) 

・民間事業者が，施設設計（Design）・建設（Build）・運

営（Operate）を行う。 

・公共が交付金や起債等により資金調達し，施設の設計・

建設の監理を行い，施設を所有し，運営状況の監視（モ

ニタリング）を行う。 

公設＋長期包括的 
運営委託 

(ＤＢ＋Ｏ方式) 

・公共が交付金や起債等により資金調達し，施設設計・建

設を行い，運営を民間事業者に複数年にわたり委託す

る。 

公設公営方式 
・公共が財源確保から施設設計・建設・運営の全てを行

う。（運転業務を民間事業者に委託する場合を含む。） 

出典）「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017 改訂版」公益社団法人 全国都市清掃会議 より，整理・加筆 

※1 Private Finance Initiative：公共施設等の建設，維持管理，運営等を民間の資金，経営能力及び技術的能力

を活用することで，効率化やサービスの向上を図る公共事業の手法です。 

※2 Public Private Partnership：公共サービスの提供に民間が参画する手法を幅広く捉えた概念で，民間資本や

民間のノウハウを活用し，効率化や公共サービスの向上を目指すものです。 
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*：特別目的会社を設立するケースの他，運転管理事業者やプラントメーカーと直接運営委託を締結するケースがあ

ります。 

図 10-1 事業方式別の概略フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＦＩ方式 ＰＰＰ方式[公設＋長期包括的運営委託]

ＰＰＰ方式[ＤＢＯ方式] 公設公営方式

公共施設

建設事業者

施設整備・運営管理
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地方自治体
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建設工事
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事業契約

運営管理

事業契約

施設整備
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  10-2 事業方式の動向（ごみ焼却施設） 

ごみ焼却施設について，過去 10 年間（平成 22 年度～令和元年度）の整備実績における事業

方式は以下のとおりです。 

ＰＰＰ方式（ＤＢＯ方式，公設＋長期包括的運営委託）が 56％（79 施設）と最も多く，次い

で公設公営方式，ＰＦＩ方式となっています。 

 

表 10-2 ごみ焼却施設における事業方式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）「「一般廃棄物処理実態調査結果（令和元年度調査結果）」環境省」より，自治体やメーカー

ホームページを参照し，整理 

備考）炭化施設及び鳥獣焼却処理施設等（4施設）の施設を除いて整理しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業方式 ＰＦＩ方式 ＰＰＰ方式 公設公営方式 計

平成22年度
(2010)

0 5 5 10

平成23年度
(2011)

0 2 4 6

平成24年度
(2012)

0 7 4 11

平成25年度
(2013)

1 5 5 11

平成26年度
(2014)

0 5 7 12

平成27年度
(2015)

1 14 4 19

平成28年度
(2016)

0 12 7 19

平成29年度
(2017)

0 12 8 20

平成30年度
(2018)

0 10 10 20

令和元年度
(2019)

0 7 6 13

施設数 2 79 60 141
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  10-3 事業範囲・業務分担の検討 

事業範囲及び業務分担の想定（案）は以下のとおりです。 

法的課題等を考慮しつつ，民間事業者のノウハウを効果的に活用することで，当該事業の効

率化が期待される業務は民間事業者の分担，事業の監理・監督や市民対応といった公共が責任

を担うべき役割は発注者（本市）の分担とすることを基本の考え方として検討を進める必要が

あります。 

 

表 10-3 事業範囲及び業務分担の想定（案） 

事業段階 業務区分 民間事業者 発注者（本市） 

1.事前調査等 

周辺地域対応 ― 

・施設整備に係る市民対応について

は，事業方式によらず発注者（本

市）が実施。 

各種調査に関

する手続き等 
― 

・測量・地質調査・生活環境影響調

査等に関連する手続き等の事項

については，事業方式によらず発

注者（本市）が実施｡ 

2.設計・建設

段階 

資金調達 
ＰＦＩ方式の場合は民間事業者が

実施。 

ＰＰＰ方式の場合は発注者（本市）が

実施。 

設計業務 

・プラント設備工事設計 

・建築工事設計 

・その他(事業に付帯する設計業

務 等) 

・設計審査 

・施工監理（モニタリング） 

・市民対応 

・循環型社会形成推進交付金申請 

・許認可申請（発注者（本市）側） 

建設業務 

・プラント設備工事 

・建築工事 

・その他（工事中の環境測定，試

運転，運転指導，許認可申請

等） 

3.運営･維持 

管理段階 

運営業務 

・ごみの受入管理(直搬ごみの料

金徴収を除く) 

・運転管理 

・用役管理 

・環境管理･安全管理 

・資源物の管理(資源化施設のみ) 

・発電・余熱利用計画（ごみ焼却

施設のみ） 

・最終処分物の積込 

・情報管理 

・データ管理 

・運営業務終了時の引継 

・関連業務 

（清掃作業，植栽管理，施設警

備，見学者対応 等） 

・処理ごみの収集・搬入 

・直搬ごみの料金徴収 

・事業実施状況及びサービス水準の

監理・監督（モニタリング） 

・市民対応（要望等対応，環境教育，

事業に関する情報発信 等） 

・発電・余熱利用(ごみ焼却施設の

み，余剰電力が市に帰属する場合) 

・資源化物等管理 

（最終処分物等の保管，場外運搬，

処分・再資源化等を対象） 

維持管理業務 ・維持管理（点検，修理，改造等） 
・維持管理状況の監理・監督（モニタ

リング） 

備考）ごみの収集・運搬体制については，事業範囲に含めないことで，将来的な分別区分の変更等に柔軟に対応するこ

とが出来るメリットあるため，事業範囲から除きました。 
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  10-4 リスク分担の考え方 

事業の実施に当たり，民間事業者との基本協定等の締結の時点では，その影響を正確には想

定できないような不確実性のある事由によって損失が発生する可能性をリスクといいます。 

また，リスク分担については，事業の実施において発生する可能性のある様々なリスク（事

故，需要の変動，天災及び物価の上昇等の経済状況の変化等）を想定し，想定されるリスクを

できる限り明確化した上で，リスクを最もよく管理することができる者が当該リスクを分担す

るという考え方に基づいて設定する必要があります。 

なお，民間事業者への過度なリスク分担を行った場合では，ＶＦＭ（Value For Money：従来

の方式と比べてＰＦＩの方が総事業費をどれだけ削減できるかを示す割合です。）を低下させ

ることになるため，ＶＦＭの最適値を確保するためには，発注者（本市）と民間事業者との最

適なリスク分担に留意する必要があります。 

一般的なごみ処理施設の整備事業におけるリスク分担は，期間ごとに想定されるリスクの抽

出を行い，施設の性能保証，運転・維持管理，施設の瑕疵等に関する事項は，民間事業者のリ

スク負担とし，ごみ量・ごみ質の変動や自然災害等の不可抗力等に関する事項は，発注者（本

市）のリスク負担とすることを基本とします。 

ＰＦＩ方式においては，資金調達が民間事業者の所掌であることから，金利変動リスクを想

定する必要があります。 

したがって，リスク分担に関しては，事業方式を決定後，最適なリスク分担について検討を

進める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10-2 リスク分担の考え方（案） 

 

 

 

 

 

 

 

民間事業者のリスク負担 

・要求水準の不適合 

・施設の性能保証 

・運転・維持管理 

・施設の瑕疵 

・民間事業者の事由による計画

変更，工事遅延，事故発生，

建設・運営費用増大等 

発注者(本市)のリスク負担 

・ごみ量・ごみ質の変動 

・事業に関連する法令の変更 

・自然災害等の不可抗力による 

事故 

・資源化物等管理 

・発注者(本市)の事由による計画

変更，工事遅延，事故発生，建

設・運営費用増大等 

共通のリスク負担 

・契約不調及び契約手

続きの遅延 
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  10-5 事業方式の方針 

「芦屋市公共施設等総合管理計画（平成 29年 3月）」の「公共施設等の総合的かつ計画的な

管理に関する基本方針」では，“維持管理・修繕・更新等においては，業務委託，指定管理者制

度，ＰＰＰ/ＰＦＩ事業の導入等による積極的な民間活用”と示されており，今後，策定を予定

している「施設整備基本計画」等において処理の方式や主要設備が定まった段階で，当施設整

備事業への民間事業者の参入意欲の確認，総事業費等に関する試算を行うとともに，期待され

る経費削減効果の定量的評価等を含む検討を実施し，様々なリスク等の要素を総合的に考慮し

たうえで，本市にとって最良な事業方式を決定していくこととします。 
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１ 可燃ごみの処理技術（３ ごみ処理技術の動向に関する調査 関連） 

1-1 可燃ごみの処理技術（ごみ燃料化（ＲＤＦ化）の概要） 

 

 

処理方式 ごみ燃料化（ＲＤＦ化） 

概要 

ごみを破砕し，不適物を選別後に成形機でペレット状に固化する。 

成形機の前に乾燥する方式と後に乾燥する方式があり，国内では前乾燥が主流。 

成分調整及び腐敗防止のため，一般的には消石灰等の添加剤を用いられる。 

概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特徴 
・ごみを燃やさないため，排ガス量は少なくなる。 

・比較的少ない必要運転人員で運転が可能。（間欠運転が可能） 

課題 

・ＲＤＦ原料を均質化させるための前処理破砕及び品質確保の金属除去が必要。 

・ごみを乾燥するための熱源に化石燃料等の外部エネルギーが必要。 

・停電や一時的な稼働停止時に，温度が下がりきっていない乾燥機に残留したごみが部

分的に高温になることにより，部分燃焼＝燻りが発生する可能性があるため，火災に

注意が必要。 

・乾燥機は大重量で比較的慣性の大きな回転体であり，高温熱風が内部へ吹き込まれて

いることから，回転数を高めると静止部と回転部間のシール部に大きな負担がかか

り，シール部の補修頻度が高くなる。 

・機器点数が多いため，運転及び保守点検が複雑かつ操作上の留意点が多い。 

・ＲＤＦの処理について，逆有償による処理が多く見受けられる。（需要と供給のバラン

ス確保が不可欠） 

・消石灰等の添加剤を加えているため，焼却処理と比べ灰分が増え，利用先（ＲＤＦ発

電所）での処分場に対する負荷が大きくなる。 

・ＲＤＦは保管状態によっては発熱するおそれがあり，可燃性ガスの発生により爆発の

危険を生じる可能性もあるため保管における対策が必要。 

出典）「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017 改訂版」公益社団法人 全国都市清掃会議 

 

 

 

【回転乾燥機】 
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1-2 可燃ごみの処理技術（炭化の概要） 

 

処理方式 炭化 

概要 

有機物を低酸素または無酸素の状態で蒸し焼き（熱分解）した後，発生ガスを燃焼ま

たは回収するとともに，熱分解後の炭化物を再生利用する。 

炭化物の熱量はＲＤＦの約 70%程度であり，低酸素で運転するため，選別された金属類

は還元状態で排出され，高い資源価値がある。 

概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特徴 

・製造された炭化物は減容されるため，運搬効率に優れる。 

・ごみを燃やさないため，排ガス量は少なくなる。 

・比較的少ない必要運転人員で運転が可能。（間欠運転が可能） 

課題 

・国内実績や自治体における実績は少ない。 

・技術的には確立されているが，処理フローが複雑となる。 

・適正な運転を行うために，前処理破砕が必要。 

・ごみを乾燥するための熱源に化石燃料等の外部エネルギーが必要。 

・停電や一時的な稼働停止時に，温度が下がりきっていない乾燥機に残留したごみが部

分的に高温になることにより，部分燃焼＝燻りが発生する可能性があるため，火災に

注意が必要。 

・機器点数が多いため，運転及び保守点検が複雑かつ操作上の留意点が多い。 

・炭化物の安定した利用先確保が必要となる。（需要と供給のバランス確保が不可欠） 

出典）「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017 改訂版」公益社団法人 全国都市清掃会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

【間接加熱キルン式炭化炉】 
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1-3 可燃ごみの処理技術（堆肥化の概要） 

 

処理方式 堆肥化 

概要 

微生物の働きを利用して，生ごみや剪定枝等を好気的条件下で発酵処理し，有機物を

分解する。 

堆肥化方式では，個々の家庭や事業所からの分別収集あるいは直接搬入した生ごみ等

を破袋・選別などを行った後，数週間から数ヶ月の期間をかけて発酵・熟成させ，堆肥

を製造する。 

発酵過程での発熱において，ごみ中のほとんどの病原性生物が死滅し，雑草の種子が

不活性化され，安全な堆肥となる。 

概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特徴 

・技術的に確立しており，古くからの歴史を有す。 

・生ごみ等有機物の処理方法として，国内事例を多く有す。 

・微生物による有機廃棄物の分解のため，外部エネルギー使用量は少なくなる。 

・機器点数が少ないため，運転は簡易で管理し易い。 

・比較的少ない必要運転人員で運転が可能。（間欠運転が可能） 

課題 

・国内実績は多くあるが，そのほとんどが小規模のものであり，規模に伴った供給先の

確保が必要となる。 

・堆肥の品質確保のため，プラスチック・金属の徹底的な排除が必要。 

・発酵時（材料の切り返し時）における温室効果ガス（亜酸化窒素）の発生について留

意が必要。 

・原料の性質上，悪臭が発生しやすいため悪臭の防止に注意が必要。 

・生ごみ等有機物の分別収集が必要となり，それに伴い収集運搬費用のコストが増額と

なる。（生ごみ等有機物以外の可燃ごみについては別途処理が必要） 

・堆肥完成までに時間が掛かるため，仮置場等の比較的広い面積が必要。 

・堆肥については一定の品質を確保しなければ利用されず，場合によっては堆肥の埋立

処分が生じるおそれがある。 

・原料の発生場所と堆肥の需要場所に留意が必要。(需要と供給のバランス確保が不可欠) 

出典）「ごみ処理施設整備の計画・設計要領」社団法人 全国都市清掃会議，財団法人 廃棄物研究財団 

 

 

【立型多段発酵槽(レーキ式)】 

【横型平面式発酵槽(パドル式)】 

ファン

投入側 

 

排出側 
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1-4 可燃ごみの処理技術（飼料化の概要） 

 

処理方式 飼料化 

概要 
原料を破砕し，熱処理によりやわらかくした後，圧搾・乾燥により水分を取り除き，

家畜用の飼料を製造する，有機物（動物性残渣中心）の資源化方式の一つ。 

概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）環境省ホームページ（廃棄物系バイオマスの種類と利用用途） 

特徴 

・排ガス量はやや少なくなる。 

・分離した油分を収集しボイラ燃料として利用を行うため，外部エネルギー使用量の削

減が可能。 

・比較的少ない必要運転人員で運転が可能。（間欠運転が可能） 

課題 

・国内実績は民間事業者が多い（自治体施設は数件）ため，自治体における実績（ノウ

ハウ）の蓄積に乏しい。 

・腐敗した原料による油分離機，排水処理施設等の機能が低下しやすく，また，飼料の

酸化・発熱に繋がるため，腐敗しやすい対象物については鮮度が重要となる。 

・廃水が比較的大量に発生し，処理が必要。 

・原料の性質上，悪臭が発生しやすいため，悪臭の防止に注意が必要。 

・原料の鮮度に応じた弾力的な運転を必要とするため管理が難しくなる。 

・生ごみ等有機物の分別収集が必要。（生ごみ等有機物以外の可燃ごみについては別途処

理が必要） 

・飼料については一定の品質確保を確保しなければ利用されず，場合によっては飼料の

埋立処分が生じるおそれがある。 

・原料の発生場所と飼料の需要場所に留意が必要。（需要と供給のバランス確保が不可

欠） 

 

 

 

 

 

 

 

固液分離熱処理生ごみ

油分離 リサイクル油

飼料粉砕乾燥固形分ミール

液体分

【蒸煮・乾燥方式】 
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1-5 可燃ごみの処理技術（油化の概要） 

 

処理方式 油化 

概要 

プラスチックごみを破砕し，異物を除去後，脱塩素機により廃プラスチックから塩素

分を取り除き，残りの炭化水素分を熱分解し，生成油を製造する。 

生成油は，軽質油・中質油・重油で構成され，取り除いた塩素分は塩酸として回収が

可能。 

概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）一般社団法人プラスチック循環利用協会（プラスチックリサイクルの基礎知識） 

特徴 
・石油資源の再利用への寄与が可能。 

・ケミカルリサイクルが可能。 

課題 

・技術的には可能だが，実績をほとんど有していないことから技術の確立について不明

確。 

・生成油の製造に熱分解という手段を使うため，石油資源を回収する際に，石油資源を

使用してしまう。 

・プラスチックごみの分別収集が必要となり，それに伴い収集運搬費用のコストが増額

となる。（プラスチックごみ以外の可燃ごみについては別途処理が必要） 

・生成油の製造コストが現状では割高となる。 

・原料となるプラスチックごみの汚れがひどい場合，残渣量が多くなり，別途，焼却処

理等の二次処理が必要。 
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1-6 可燃ごみの処理技術（ストーカ式焼却方式（竪型火格子式）の概要） 

 

処理方式 ストーカ式焼却方式（竪型火格子式） 

概要 

投入されたごみが自重で落下しながら，乾燥・熱分解・燃焼・おき燃焼・燃焼完結の

各ゾーンを順次形成する垂直円筒形の竪型ストーカ炉である。 

灰層が炉底のごみ支持板及び燃焼灰排出板で構成されるストーカ（火格子）下から供

給される一次燃焼空気を均一に分配する役割を果たし，また蓄熱槽として燃焼の安定に

寄与する。 

焼却灰は炉底部底に設置された火格子（ごみ支持板及び燃焼灰排出板）により自動的

に排出される。 

概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特徴 

・高含水汚泥などの低カロリーの廃棄物から燃焼制御が難しい医療廃棄物などの高カロ

リーの廃棄物まで処理が可能。（汚泥など液状廃棄物をごみと混焼することが可能） 

・産業廃棄物炉（医療廃棄物などの焼却）としての実績が多いが，一般廃棄物処理施設

としても採用事例が増えている。 

・竪型炉のため，設置スペースのコンパクト化が可能。 

課題 
・一般廃棄物処理施設としての実績が少ない。 

・国内実績の多くが 50ｔ以下の規模となっている。 

近年の 

整備事例 

五島市クリーンセンター 41t/日(20.5t/日×2炉)【長崎県五島市，2019 年竣工】 

見附市清掃センター 38t/16h（19t/16ｈ×2炉）【新潟県見附市，2019 年竣工】 

下呂市クリーンセンター 60t/日（30t/日×2炉）【岐阜県下呂市，2019 年竣工】 

出典）「ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017 改訂版」公益社団法人 全国都市清掃会議 

焼却灰 空気 

ごみ 
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２ 事業方式のリスク分担（案）（10 事業方針の整理 関連） 

想定されるリスク分担（案）は以下のとおりです。 

「10-4 リスク分担の考え方」のとおり，リスク分担は事業方式を決定後，検討を進めます

が，一例としてＰＰＰ方式（ＤＢＯ方式）を想定した場合のリスク分担（案）は以下のとおり

です。 

 

リスク分担（案）（1/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(○: 主負担， △: 従負担 ) 

※1 契約の当事者双方が，既に支出した金額をそれぞれ負担するものとします。 

 

発注者
(本市)

民間
事業者

入札説明書，要求水準書等の誤記，提示漏れにより，発注者(本市)の要望
事項が達成されない等

○

応募費用に関するもの ○

議会を含む発注者(本市)の事由により契約が結べない等 △
※1

△
※1

民間事業者の事由により契約が結べない等 △
※1

△
※1

発注者(本市)の指示による事業範囲の縮小，拡大等 ○

事業に直接関係する法令等の変更等 ○

上記以外の法令の変更等 ○

民間事業者の利益に課せられる税制度の変更（例：法人税率等の変更），
新税の設立

○

上記以外の税制度の変更，新税の設立 ○

政策等 政策方針の転換，許認可の取得，遅延等に係る操業中止 ○

民間事業者が実施する許認可取得の遅延 ○

発注者(本市)が実施する許認可取得の遅延 ○

民間事業者の事由により予定していた交付金額が交付されない又は交付
遅延等

○

上記以外のもの ○

新施設の設置等に関する市民対応 ○

市民対応に伴う計画遅延・仕様アップ・管理強化による操業停止・コスト増
大

○

上記以外のもの ○

民間事業者が実施する業務に起因して発生する事故，施設の劣化等に対
する賠償

○

民間事業者が実施する業務に起因しないで発生する事故，施設の劣化等
に対する賠償

○

環境保全
民間事業者が実施する業務に起因する，有害物質の排出，騒音，振動等の
周辺環境の悪化及び法令上の規制基準の不適合

○

施設の供用開始前のインフレ／デフレ（物価変動）に係る費用増大（一定の
範囲内）

○ △

施設の供用開始後のインフレ／デフレ（物価変動）に係る費用増大（一定の
範囲内）

○ △

金利の変動に伴う発注者（本市）の資金調達に係る費用の増大 ○

金利の変動に伴う民間事業者の資金調達に係る費用の増大 ○

発注者(本市)及び民間事業者の行為とは無関係に外部から障害で通常必
要と認められる注意や予防方法を尽くしてもなお防止し得ないものにより事
業の実施が不可能となる事象（天災，暴動等の不可抗力）

○ △

民間事業者の事由による事業破綻，契約破棄，契約不履行 ○

発注者(本市)の事由による事業破綻，契約破棄，契約不履行 ○

リスク負担者
リスクの内容

交付金

リスクの種類

第三者賠償

許認可取得

制
度
関
連

計画変更

契約締結

応募費用

入札図書

共
通

税制度変更

制度・法令等変更

社
会
環
境

市民対応

物価変動

不可抗力

事業の中止・遅延
(債務不履行)

金利変動
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リスク分担（案）（2/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(○: 主負担， △: 従負担 )

発注者
(本市)

民間
事業者

民間事業者が実施した測量・地質等現地調査の不備に伴う設計変更及び
仕様変更によるコスト増大

○

発注者(本市)が実施した測量・地質等現地調査の不備に伴う設計変更及び
仕様変更によるコスト増大

○

事業者の基本・実施設計不備等による設計の変更，遅れによるコスト増大 ○

発注者(本市)の提示条件，指示の不備，市の要求に基づいた変更によるコ
スト増大

○

民間事業者の事由による建設着工遅延によるコスト増大 ○

発注者(本市)の事由による建設着工遅延によるコスト増大 ○

整備用地における地中障害物やその他予見できない事項に関するコスト増
大

○

民間事業者の事由による資材調達，工程管理等に係る工事遅延によるコス
ト増大

○

発注者(本市)の指示等の事由による工事遅延に係るコスト増大 ○

民間事業者の事由による工事費等の増大 ○

発注者(本市)の提示条件不備及び指示等の事由による工事工程，工事方
法の変更による工事費増大

○

工事目的物，材料に関して生じた損害 ○

試運転・引渡性能試験の結果，契約で規定した要求性能未達等の民間事
業者の事由によるコスト増大，遅延

○

試運転・引渡性能試験に要するごみの供給等の発注者(本市)の事由による
コスト増大，遅延

○

搬入する一般廃棄物等のごみ量・ごみ質が契約に規定する範囲内で変動し
た場合のコスト変動（飛灰・処理残さ等の処理コストを含む）

○

搬入する一般廃棄物等のごみ量・ごみ質が契約に規定する以上に著しく変
動した場合のコスト変動（飛灰・処理残さ等の処理コストを除く）

○

災害廃棄物等によりごみ質・ごみ量が変動した場合のコスト変動 ○

施設が契約に規定する仕様及び性能の達成に不適合で，改修が必要と
なった場合のコスト増大

○

発注者(本市)の事由により契約に規定する以上の性能を満足するために改
修が必要となった場合のコスト増大

○

事業期間中における施設の瑕疵に関するもの ○

設備機器の運営・維持管理の要求水準未達によるコスト増大，運転停止 ○

搬入する一般廃棄物に処理不適物が混入していた場合（民間事業者の注
意義務違反の場合）のコスト増大，運転停止

○

搬入する一般廃棄物に処理不適物が混入していた場合（民間事業者の注
意義務違反の場合を除く）のコスト増大，運転停止

○

その他の運営不備によるコスト増大，運転停止 ○

民間事業者による事故・火災等による修復等に係るコスト増大 ○

第三者による施設の破損に伴うコスト増大 ○ △

電力会社の売電単価変更による余剰電力売電収入の変動 ○

搬入する一般廃棄物等のごみ質・ごみ量の変動による余剰電力売電収入の
変動

○

民間事業者の事由による運転停止等に伴う余剰電力売電収入の変動 ○

発注者(本市)及び第三者の事由による運転停止等に伴う余剰電力売電収
入の変動

○ △

民間事業者の事由によるユーティリティ(電気，ガス，上下水道，通信)の事
故･故障によるコスト増大，運転停止

○

発注者(本市)及び第三者の事由によるユーティリティ(電気，ガス，上下水
道，通信)の事故･故障によるコスト増大，運転停止

○ △

事業終了時における施設の性能確保 ○

事業終了時の諸手続きに係る民間事業者の事由によるコスト増大 ○

事業終了時の諸手続きに係る発注者(本市)の事由によるコスト増大 ○

リスクの内容
リスク負担者

事
業
終
了
時

運
営
段
階

一般的損害

試運転・引渡性能試験での性
能未達

建設着工遅延

設
計
段
階

リスクの種類

測量・地質調査

設計変更

建
設
段
階

事業終了時の諸手続きに係る
コスト増大

施設の性能確保

ユーティリティの事故・故障，
運転停止

余剰電力売電収入の変動

施設破損

運営コスト増大・運転停止によ
る ごみ処理量未達

施設の瑕疵

性能未達

ごみ量・ごみ質の変動

整備用地不備

工事遅延

工事費増大



 

 

３ 将来ごみ排出量（焼却，破砕・選別，選別・圧縮処理対象）（９ 計画処理量及び施設規模の設定 関連） 

将来ごみ排出量における焼却，破砕・選別，選別・圧縮処理対象は以下のとおりです。 

 

将来ごみ排出量における焼却，破砕・選別，選別・圧縮処理対象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）芦屋市一般廃棄物処理基本計画（ごみ処理基本計画）より，予測延長 

 

9
3
 

H28
(2016)

H29
(2017)

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

R6
(2024)

R7
(2025)

R8
(2026)

R9
(2027)

R10
(2028)

R11
(2029)

R12
(2030)

R13
(2031)

R14
(2032)

R15
(2033)

t/年 28,768 28,843 28,741 27,583 27,486 27,715 27,492 25,988 24,511 24,038 23,573 23,449 23,249 23,048 22,860 22,724 22,579 22,165

t/年 27,333 27,280 27,195 26,079 25,817 26,194 25,994 24,469 22,968 22,463 21,960 21,791 21,547 21,296 21,048 20,842 20,710 20,225

t/年 39 54 44 44 36

t/年 1,396 1,509 1,502 1,460 1,633 1,521 1,498 1,519 1,543 1,575 1,613 1,658 1,702 1,752 1,812 1,882 1,869 1,940

t/年 4,851 4,643 4,521 4,372 4,361 4,380 4,345 4,107 3,874 3,799 3,726 3,706 3,674 3,643 3,613 3,591 3,568 3,503

t/年 4,849 4,633 4,511 4,337 4,344 4,380 4,345 4,107 3,874 3,799 3,726 3,706 3,674 3,643 3,613 3,591 3,568 3,503

t/年 2 10 10 35 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

t/年 2,283 2,401 2,465 2,394 2,700 2,460 2,431 2,443 2,461 2,490 2,524 2,569 2,608 2,652 2,705 2,772 2,753 2,738

缶 t/年 133 132 131 136 182 155 155 154 153 152 152 152 151 150 149 148 147 146

ビン t/年 804 771 750 716 823 779 772 766 761 759 756 756 751 746 741 739 732 727

その他燃やさないごみ t/年 767 830 891 863 1,001 868 861 855 850 847 844 844 839 833 828 824 817 811

粗大ごみ t/年 427 485 502 472 453 430 427 424 421 420 419 418 416 413 410 409 405 402

燃やさないごみ(事業系) t/年 152 183 191 207 241 228 216 244 276 312 353 399 451 510 577 652 652 652

t/年 2,283 2,401 2,465 2,394 2,700 2,460 2,431 2,443 2,461 2,490 2,524 2,569 2,608 2,652 2,705 2,772 2,753 2,738

t/年 1,364 1,484 1,458 1,419 1,577 1,476 1,453 1,474 1,497 1,529 1,567 1,612 1,656 1,707 1,767 1,837 1,825 1,896

t/年 919 917 1,007 975 1,123 984 978 969 964 961 957 957 952 945 938 935 928 842

t/年 181 182 202 210 234 226 226 226 228 229 230 229 228 227 225 224 222 221

t/年 181 182 202 210 234 226 226 226 228 229 230 229 228 227 225 224 222 221

t/年 181 182 202 210 234 226 226 226 228 229 230 229 228 227 225 224 222 221

t/年 32 25 44 41 55 45 45 45 46 46 46 46 46 45 45 45 44 44

t/年 149 157 158 169 179 181 181 181 182 183 184 183 182 182 180 179 178 177

搬入量

搬入量

選別残渣等

植木剪定ごみ

燃やすごみ

再生資源化（焼却灰）

埋立（焼却灰・バグ灰）

搬出量

破
砕
・
選
別
処
理

焼
却
処
理

搬出量

資源化物

選別残渣

単位
実　績 予　測

燃やすごみに含む

搬出量

選
別

･

圧
縮
処
理

搬入量

資源化物

選別残渣

ペットボトル



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【附属資料】 
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１ 市民意見募集結果 

 

芦屋市環境処理センター施設整備基本構想(案)に係る市民意見募集結果 

 

１ 募集期間：令和 3年 12 月 17 日（金）から令和４年１月 25 日（火）まで 

２ 提出件数：１３人／３８件 

３ 提出方法：Eメール７人，郵送０人，FAX４人，窓口持参２人 

４ 意見の要旨及び市の考え方 

取扱区分：Ａ（意見を反映）１ 件，Ｂ（実施にあたり考慮）０ 件， 

Ｃ（原案に考慮済み）１０ 件，Ｄ（説明・回答）２７ 件  

 

 

№ 
基本構想 
該当箇所 

市民からの意見（全文） 
取扱 
区分 

市の考え方 

1 

1はじめに 

(基本構想策定

の背景と目的) 

P1 

 「カーボンニュートラル」とか「ゼロカー

ボン」という言葉が何を意味するのか分かり

ません。 

Ａ 

「カーボンニュートラル」「ゼロカーボ

ン」については，地球温暖化を防ぐ取組みと

して，温室効果ガス排出量を実質ゼロにす

ることです。 

言葉の説明を基本構想資料に記載いたし

ます。 

2 

2-1(1) 

ごみ処理の 

流れ 

P2 

燃やすごみ，生ごみ，プラスチックごみへ

と分別方法を変える折に，投入制限をも加え

ていただけませんか。 

集団・個人を問わず近年テロが激化してき

て何が起こるか不安です。既存の回収法で

は，ごみに紛れた毒物劇薬，可燃物，爆薬，

危険物は取り除かれることなく回収，ごみ焼

却場で焼却，大気放散され場合によっては住

民に降り注ぎます。 

市役所の方々は，周辺の良好環境維持に細

心配慮され設備を稼働されていて，いつも感

謝しておりますが，水銀トラブルのような非

日常トラブルが昨年発生しました。煙突があ

り，そこからの排気ガスがいつも気になりま

す。本音の処，煙突が無ければと考える時が

あります。 

Ｄ 

ごみの回収方法については，生ごみのみ

の分別回収や投入制限を現在，考えており

ません。 

「ごみハンドブック」「広報紙」等により

分別区分の周知・啓発を行ってきており，今

後も分別を促進することで資源化にもつな

げていきたいと考えております。 

3 

2-1(3) 

1人1日当たり

のごみ排出量 

P6 

資料P6の3行目，1人1日当たりのごみ排出

量が約950ｇ/人日を下回ったとありますが，

この数字の意味が読んでも分かりません。一

般廃棄物処理基本計画の2020年度中間目標

の数値は948.1ｇ/人日です。この数字との比

較であれば，目標は達成できたと分かりはし

ますが。 

読んで分かり易い文章にしてほしいと思

います。 

Ｄ 

ごみ排出量に関する説明文については，

平成28年度から令和2年度までの各年度の

排出量が900ｇ/人日～1,000ｇ/人日の範囲

で推移していることから，この範囲の中間

値950ｇ/人日を引用し，現状の説明として

おります。 

(平成17年度から平成27年度までの各年

度では1,000ｇ/人日を超えております。) 
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№ 
基本構想 
該当箇所 

市民からの意見（全文） 
取扱 
区分 

市の考え方 

4 

2-1(8) 

既存施設の 

現状 

P16 

南芦屋ゴミパイプラインの運営存続を行

ってほしい。10年で億単位の費用がかかると

言われても，それは他のゴミ収集・処理費用

と比較して極端に大きいとは考えられない。 

一般ごみ収集を有料化するなら便利なパ

イプライン区間の金額を一般区間より値上

げしても良いので「あるもの」は有効活用す

べきです。 

Ｄ 

パイプラインについては，利用されてい

るみなさまと話し合いを行い，条例で定め

られている期間，芦屋浜区域は令和２０年

度，南芦屋浜区域は令和３２年度までを限

度として使用していきます。 

5 

2-1(8) 

既存施設の 

現状 

P16 

「次世代型ごみ搬送システムの実証テスト

実施のお願い」 

 芦屋浜にはご存知の通り，凡そ50年前に設

置，稼働してきたスウェーデン国フレクト社

製ごみ搬送システムがあります。BBC社がま

だ埋立中の芦屋浜上空から”ここに未来都市

が建設される”とのニュースを世界に流した

ことを覚えておられる後期高齢者の方も少

なくないでしょう。 

その一構成を為す最新鋭の略称パイプラ

インも50年近く稼働して老朽化が進み，次世

代型に席を譲る期が近づいてきております。

パイプラインは操作簡便，施設堅牢，臭気処

理万全などいくつも特徴を有しています。 

そこで，これらのノウハウを利用して皆様

と一緒に次世代型ごみ搬送システムを組み，

その実証実験を街おこし活動の一つとして

進めるのはどうでしょか。 

 その最初の一歩として，ドラフト案につい

て簡単にご説明いたします。名称をA.I(人工

知能)ビークル(ＥＶ車)ごみ搬送システムと

しました。 

・ごみ投入場所 

 パイプラインで使っている投入ボックス

を撤去した跡地にごみ回収タンクを載せた

ビークルが駐車しています。エレベーターを

上下し通路を渡り駐車場所に行き待機でき

る自走のA.Iビークルの実証テストがメーカ

ーで順調進行中です。これをマンションに使

えるのではと期待しています。A.Iチェック

による投入前パスすると個人別カードで投

入口を開けます。燃やすごみ，プラゴミ，生

ごみをそれぞれのタンクに投入します。 

・変動するごみの量への対処 

 ごみの量は毎日，季節によっても大きく変

化します。収集したデータからごみの排出量

の変動に合った配車をA.Iが算出し，指示し

ます。 

・ビークル(自動搬送ロボット) 

 間もなく改定される道交法で発表される

モビリティ走行区分にある自動配送ロボッ 

Ｄ 

パイプライン施設運用期間終了後の代替

ごみ収集方法については，パイプライン施

設利用者の方々と本市職員とで構成する

「パイプライン協議会」のもとで調査研究

を進め，意見交換や検討を重ねているとこ

ろです。 

 ご提案の実証実験の実施については，代

替ごみ収集方法の比較・選定等を行う段階

になりましたら，その必要性について協議

等が必要になると考えますので，今後の参

考とさせていただきます。 
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№ 
基本構想 
該当箇所 

市民からの意見（全文） 
取扱 
区分 

市の考え方 

 （つづき） 

トをごみ搬送に使います。郵便，宅配，新聞，

出前配達搬送ロボットなど各種の実証実験

が進んでいます。 

＊トヨタの未来都市ではごみ搬送にこれ

を使われています。遠隔操作の無人EV車はよ

り安全走行を目的とした6㎞/h以下で歩道を

走行します。行き返りが定まっているごみの

遠隔運転技術は他の搬送ロボットに比べて

容易のようです。 

・双眼(内部の目と外部の目) 

 内部はタンク内に溜まるごみ量をチェッ

ク報告し，外部に設置してあるもう一つは防

犯カメラとなり駐車周辺を毎日24時間監視

します。 

・臭気の除去(人工知能でカラスの閾値以下

に管理) 

 焼却場に戻りごみ排出した後，洗浄し毎日

一回以上A.Iの臭気テストを受けます。A.Iを

利用して要所をカラスのごみ臭閾値以下と

なるよう厳しく管理されますので，人間の数

倍の臭覚を持つカラスであってもごみ臭を

嗅ぎ分けられず集まることはほぼありませ

ん。 

＊パイプラインでは装置全体をフレッシ

ュエアーで何度も洗ってカラスが気付かな

い濃度以下を保っています。ランニング費用

のほとんどはフレッシュエアー洗浄に使わ

れています。 

・イニシャルコスト，ランニングコスト 

 ともに安くなると踏んでいます。 

・歩道不十分 

 テストでは，ビークルは歩道を通って焼却

場の南側から出入りします。芦屋に限りませ

んが，歩道の整備拡充が必要です。余談では

ありますが芦屋のランドマークとなる日本

一の楽しい歩道をつくりませんか。幅10ｍ，

芦屋浜からＪＲ芦屋の南口へ一直線で，宮川

の上につくると人が集まり，評判がたつと移

住者も増えるのではないでしょうか。 

＊上海に貨物の廃線跡に作った評判の遊

歩道があるようです。 
 

・A.Iビークル参考事例 

  トヨタ自動車，未来都市，Woven city 

  郵便物，宅配，ごみは地下道を通ってA.I

ビークルで各戸に搬送回収されています。 

  上海市 新石器社 

  A.Iビークルに食品を載せたキッチンカ

ーのようなものを使った無人販売ビジネ

ス。ビークルが集めた情報をA.Iが分析し 
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№ 
基本構想 
該当箇所 

市民からの意見（全文） 
取扱 
区分 

市の考え方 

 （つづき） 

て決めた場所に配車します。どんなデータ

を集めているかは企業秘密であると教えて

くれませんが，経営者は事業は好調であり，

6,000台まで増やしたいと強気でした。 

  

6 

2-1(8) 

既存施設の 

現状 

P16 

パイプラインは非常に良い設備であるが，

初期導入の考えが甘く今後なくなってしま

うのは不便になるし残念です。 

Ｄ 

パイプライン施設については，老朽化が

進み運用期間の限度を定めておりますが，

必要な補修等を行いながら安定した運転に

努めているところです。 

7 

3-3(2) 

選別処理 

P35～P39 

住民の方に格別のプラスチックごみの分

別回収をお願いするに加えて，最終工程に手

選別装置を設置すべきと思いますが，焼却場

に集まるごみは水を含み汚れが激しく手選

別には不向きです。 

回収時に圧縮を受け，破れた生ごみなどか

らの水がごみ全体に回らないよう，生ごみ等

水分を多く含むごみ袋は分別回収するべき

と思います。 

手選別装置をいつまでに，どこに設置する

のか不明です。 

Ｄ 

選別装置の設置時期・場所については，事

業スケジュールや処理設備配置計画の策定

時に明らかにしてまいります。 

8 

6-3 

施設整備の 

基本方針 

P53 

整備用地の東側及び南側が海に面してい

る絶好の立地を活かして，芝生広場や四季の

花咲く花壇，緑豊かな植栽を配した海辺の公

園を建設していただきたいと思います。 

その海辺の公園の中で，地球規模の環境問

題やゴミの問題などについて五感を使って

楽しく学べるような工夫を凝らした環境学

習施設を建設していただきたいと思います。 

その環境学習施設では，市の環境処理セン

ターの機能や特徴などについても学べるよ

うにしていただきたいと思います。 

 EV用の充電設備も必要です。 

  

海辺の公園整備については，基本方針の

目標2「循環型社会の形成」として緑化推進

を掲げており，使用目的や面積からみて都

市公園には相当いたしませんが，多面的価

値創出のイメージのとおり緑化拠点や市民

の憩い・集いスペースの整備について，今後

策定する基本計画の中で検討してまいりま

す。 

 環境学習施設の整備については，基本方

針の目標3「環境保全」として環境を学べる

施設づくりを掲げておりますので，同様に，

基本計画の中で検討してまいります。 

 電気自動車充電設備の整備については，

多面的価値創出のイメージとして掲げてお

りますので，同様に，基本計画の中で検討し

てまいります。 

9 

6-3 

施設整備の 

基本方針 

P53 

整備用地には，広い駐車場が不可欠です。 

 海辺の公園を建設し，時々，キッチンカー

を招いて飲食を楽しめるイベントなどを開

催していただきたい。飲食した後のゴミをそ

の場で実際に捨てる体験も分別などの学習

になります。 

Ｄ 

駐車場の確保と飲食によるイベント開催

など，頂いたご意見については今後の参考

とさせていただきます。 



 

98 

№ 
基本構想 
該当箇所 

市民からの意見（全文） 
取扱 
区分 

市の考え方 

10 

6-3 

施設整備の 

基本方針 

P53 

カーボンニュートラルの実現には，炭素排

出だけでなく炭素固定が重要です。炭素固定

の一つとして農地に炭を撒く方法が2020年

農水省によって正式に認可されました。この

手法の原料となる炭を珈琲残渣から生み出

すことを提案します。 

 芦屋市近隣の神戸港は日本２位の珈琲生

豆が入港しており，焙煎メーカーも多数あり

ます。そこで，神戸市・西宮市と連携した珈

琲籾殻，及び残渣の回収モデルを構築し，乾

燥・保管・燃焼・発電・売電・炭販売という

循環システムの導入を提案します。具体的な

検討可能性があるようでしたら説明させて

いただきます。 

Ｄ 

ご提案のコーヒー豆のもみ殻及び残渣の

回収モデルの構築については，循環的利用

に資する施設づくりを掲げ，また，多面的価

値創出として焼却エネルギーの利用をイメ

ージしておりますので，発電等の循環シス

テム導入の観点に係るご意見として，今後

の参考とさせていただきます。 

11 

6-3 

施設整備の 

基本方針 

P53 

処理センター内に設置する環境学習施設

に生ごみから肥料を作るプラントを設け，そ

こで生産される肥料をセンター内に建設す

る公園の花壇に使用しては。肥料は余裕があ

れば来園者に販売する。 

Ｄ 

生ごみの堆肥化施設の整備に関し，頂い

たご意見については今後の参考とさせてい

ただきます。 

12 

6-3 

施設整備の 

基本方針 

P53 

「焼却エネルギーを発電に利用を」 

COP26で言われているように，2050年では

なく，2030年までの地球温暖化対策が非常に

重要です。 

焼却によるCO2排出は逃れられませんが，

「目標１地球温暖化対策」で書かれている

「焼却エネルギー等の利活用」の一環とし

て，是非，「3.多面的価値の創出」に記載さ

れているような「焼却エネルギーを発電や温

水に利用」に取り組んで欲しいです。 

「施設の全ての建屋の屋根，壁面に太陽光

パネルを設置による再生可能エネルギー発

電を」 

 焼却エネルギーによる発電に加え，副次的

なというか，CO2排出を補うため再生可能エ

ネルギーの創出にも取り組んで欲しいです。

「3.多面的価値の創出」や「目標２ 循環型社

会の形成」に言及されています。是非，実現

したい。 

Ｃ 

焼却エネルギーの発電利用については，

基本方針の目標1「地球温暖化対策」として

焼却エネルギー等の利活用を掲げ，また，多

面的価値創出として焼却エネルギーの発

電・温水利用をイメージしておりますので，

検討してまいります。 

 施設建屋の屋根・壁面への太陽光発電施

設の設置については，多面的価値創出の一

つとしてイメージしておりますので，設置

箇所も含め検討してまいります。 

13 

6-3 

施設整備の 

基本方針 

P53 

「大目標としては，エネルギーの地産地消

を」 

 環境処理センターが主管となるのかは分

かりませんが，芦屋市で消費する電力は芦屋

市内で発電したもので賄うという将来構想

で進めてはどうかと思います。 

Ｃ 

焼却エネルギー利活用による電力の地産

地消については，基本方針の目標1「地球温

暖化対策」として焼却エネルギー等の利活

用，また目標2「循環型社会の形成」として

持続可能な社会の実現や地域貢献が図られ

る施設づくり掲げ，多面的価値創出として

焼却エネルギーの発電利用をイメージして

おりますが，発電可能量や供給対象などに

ついては，今後，検討してまいります。 



 

99 

№ 
基本構想 
該当箇所 

市民からの意見（全文） 
取扱 
区分 

市の考え方 

14 

6-3 

施設整備の 

基本方針 

P53 

施設整備の基本方針のトップには，「地球

温暖化対策」とあります。しかし，全体を読

んでこのことをほとんど感じることができ

ませんでした。地球温暖化対策として何をす

るかという視点が薄弱だと感じます。芦屋市

は「ゼロカーボン」を宣言しているのですか

ら，具体的にそのことをどう進めていくかと

いう視点が明らかになるような計画を作っ

てほしいと思います。 

 提案ですが，資源化施設もごみ焼却施設も

芦屋市のゼロカーボンを象徴する施設にし

てはどうでしょうか。どちらの施設も2030年

という「未来への分岐点」といわれる年を前

後して建設される予定です。焼却エネルギー

で発電することに加え，壁面や窓を利用して

の太陽光発電をする施設を提案します。 

Ｃ  

ご提案の壁面・窓を利用した太陽光発電

施設の設置については，多面的価値創出と

して太陽光発電施設の整備をイメージして

おりますので，設置箇所も含め検討してま

いります。 

15 

6-3 

施設整備の 

基本方針 

P53 

カーボンニュートラルな芦屋に向けて，非

常に重要なプロジェクトだと思います。芦屋

が誇れる処理場，誰もが一度は訪れたくなる

ような観光スポットにしてください。コペン

ハーゲンに去年誕生した廃棄物発電施設

「Copen Hill」の日本版を目指してくださ

い！デザイン・遊び心はとても重要です。応

援しています。 

Ｃ 

芦屋市として誇れる，誰もが一度は訪れ

たくなる観光スポットとしての整備につい

ては，施設整備の基本方針の目標として，市

民に親しまれ地域に貢献する施設を掲げ，

また，多面的価値創出のイメージのとおり，

市民の憩い・集いのスペースや緑化拠点の

整備，建物意匠の工夫等，今後の施設計画の

際，検討してまいります。 

16 

6-3 

施設整備の 

基本方針 

P53 

附帯設備は必要無いと思います。その分の

経費を教育や子育て支援の費用に回してほ

しいです。 

Ｄ 

付帯設備については，多面的価値創出の

イメージとして記載している内容に関し，

今後，整備の実現性や整備等費用の経済性

も含めた総合的な観点から検討を行い，市

民に親しまれ地域貢献が図れる施設づくり

を進めてまいります。 

17 

6-3 

施設整備の 

基本方針 

P53 

基本構想【概要版】の施設整備の2.基本方

針(目標1～3)や3多面的価値の創出【イメー

ジ】に記されていますように，地域のエネル

ギーセンターとして壁面を活用した緑化(バ

イオラング)や創電(太陽光発電)など，機能

的創意工夫は持続可能な未来志向万全なも

のをお考えのことと推察します。 

 それらは，従来の下流に位置する廃棄処理

施設から，新しい価値を創出するサーキュラ

ーエコノミー活動拠点として上流に発信す

る次世代型５R拠点へとオープンガーデン風

のお洒落な，きっと阪神間のランドマークに

なるものと想像します。 

 ところで，その場合の市民が憩い，日常的

に環境意識を醸成するような「集える場づく

り」においてですが，気候変動教育の場とな

るような展示教室や見学回廊などの「アナロ

グ空間」とともに，インターネットによる環 

Ｄ 

ご提案の市民の憩い・集いのスペースの

運用については，基本方針の目標3「環境保

全」として，環境を学び，環境を考える市民

に親しまれ環境に配慮した施設を掲げてお

りますので，市民の皆さまとの協働の取組

みに係るご意見として，今後の参考とさせ

ていただきます。 
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№ 
基本構想 
該当箇所 

市民からの意見（全文） 
取扱 
区分 

市の考え方 

 （つづき） 

境やエネルギーについての情報交換が市民

間レベルでできる「デジタル空間(プラット

フォーム)」の構築もDX時代のコミュニケー

ションツールかと思うのです。 

 そして，基本構想でも市民参画が記されて

いますように，それらの運営管理や企画立案

する市民とともに連携する組織体(例えば

「〇〇連絡協議会」)の発足と市民公募によ

る協議会メンバーや会員の組織化が検討さ

れればと思うのです。 

 特に正式発足(R10年頃？)までの準備検証

期間として，小学生対象に親もしくは祖父母

との「コンビ会員」とか，中高生対象に部活

動のような「ヤングclub会員」とか，各種団

体の「シニア会員」などを募っての意見交換

ができるような機会(〇〇準備会)を通して，

事業推進と連動した市民参画の次世代型ご

み処理施設をめざせればと思います。 

※芦屋中央公園そばの下水処理場屋上広場

(テニスコート？)がモッタイナイ状態にな

っているかと思います。修理・再利用なのか，

再生利用なのか，前述の「〇〇協議会」が当

広場もネットワークした運営管理するよう

になればいいかと思う次第です。既に，構想

や計画に織込み済みであれば悪しからず。 

  

18 

6-3 

施設整備の 

基本方針 

P53 

市民と処理センターを身近につなぐ場と

して，焼却エネルギーはもったいないのでぜ

ひ発電・温水利用できるようになってほし

い。 

 また，施設は潮(塩)害があるかもしれない

が，太陽光パネルを壁に使って発電して(売

電)してもいいのではないでしょうか。 

 環境学習センターも併設して，市民啓蒙に

役立ててほしい。 

Ｃ 

焼却エネルギーの発電・温水への利用，太

陽光発電施設，環境学習に関する整備につ

いては，多面的価値創出のイメージとして

掲げておりますので検討してまいります。 

19 

6-3 

施設整備の 

基本方針 

P53 

堆肥ステーションを使って菜園(貸)作り

もあれば良い。 

 オリンピックで若者に人気のスケートボ

ード用スペースを作ってあげてほしい。街中

だとゴロゴロとうるさいが処理センターだ

と大きな音が出ても大丈夫かと。少し高い年

齢の子供が遊べる場に考えてほしい。 

Ｄ 

ご提案の堆肥ステーションやスケートボ

ード利用場所の整備については，多面的価

値創出のイメージのとおり，緑化拠点や健

康増進機能等に沿ったものであると考えま

すので，今後の参考とさせていただきます。 

20 

6-3 

施設整備の 

基本方針 

P53 

老朽化した施設を使い続けることは危険

を伴うので早く，地球にも安全な施設にすべ

きです。 

Ｃ 

 安全な施設の整備については，基本方針

のとおり，安全・安心を最優先に考慮するこ

とが重要であると認識しております。 
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基本構想 
該当箇所 
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取扱 
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21 

6-3 

施設整備の 

基本方針 

P53 

緑化は賛成です。庭園都市維持のために出

る伐採物を循環できる施設もほしいです。 
Ｄ 

ご提案の伐採物を循環できる施設の整備

については，多面的価値創出のイメージの

とおり，緑化拠点等に沿ったものであると

考えますので，今後の参考とさせていただ

きます。 

22 

6-3 

施設整備の 

基本方針 

P53 

最近インターネットを調べれば色々な情

報が得られ，今回更新計画でも不要な資料が

見られます。  

発電設備付帯の場合はボイラ能力が不明

であり，発生した電気は売電するのか，自己

使用するのか未検討と思われます。多分ター

ビンは腹水式と思いますが海水冷却の場合，

温排水の活用が必要です。魚やエビの養殖に

使用された例は有るようです。また，空冷コ

ンデンサーの仕様も可能ですが，広い土地が

必要となります。（カネカ高砂工場に唯一あ

り）また，発電設備を設置するには現在の予

定地で可能かどうか不明です。 

Ｄ 

 焼却施設における熱エネルギーの利用方

法については，今後策定する基本計画の中

で検討してまいります。 

23 

6-3 

施設整備の 

基本方針 

P53 

「絶対に広域化するべきである。行政の長

の見解を聞きたい。」 

 芦屋市は2017年(平成29年)に「芦屋市一般

廃棄物処理基本計画(ごみ処理基本計画)」を

策定し，老朽化した既設炉の建替え及び広域

化を視野に入れた実施を進めるとした。この

基本計画において，建替え及び広域化の両案

について数値的な検討が行われ，建替え案は

広域処理と比較して，施設建設費及び維持管

理費に多額の経費が必要なことや，発電効率

が低いことなどから，広域化案を推進すべく

西宮市と協議を進めるとしていた。 

 折しも平成 31 年3月 29 日付で環境省環

境再生・資源循環局は「持続可能な適正処理

の確保に向けたごみ処理の広域化及びごみ

処理施設 の集約化について(通知)」を発表

し，その中で，「各都道府県におかれては，

下記事項に留意の上，貴管内市区町村と連携

し，持続可能な適正処理の確保に向けた広域

化・集約化に係る計画(以下「広域化・集約化

計画」という。)を策定し，これに基づき安定

的かつ効率的な廃棄物処理体制の構築を推

進されたい。」としており，兵庫県は本通知

に従い，「兵庫県廃棄物処理計画においては，

循環型施策の推進や人口減少社会の到来に

より，ごみ排出量が中長期的に減少傾向にあ

ることや，ごみ焼却時のエネルギー回収の有

効性から，県内市町のごみ処理施設の広域化

が重要である」と考え，各市町村に対して，

広域処理を推進するよう通達している。 

Ｄ 

西宮市と本市との広域処理については，

平成29年度から「西宮市・芦屋市ごみ処理広

域化検討会議」において協議・検討を進めま

したが，令和3年1月，両市で意見集約や整理

した項目はあるものの，費用負担等につい

て意見を一致させることは難しいものと判

断し，本市単独による施設整備を進めるこ

ととしました。 

 両市とも，二酸化炭素排出量削減等の実

現に向け，焼却施設の整備・運営を創意工夫

のもとで取組みこととし，広域化は将来の

課題と認識し，ごみ処理行政での相互協力

の推進を図ることとしておりますので，ご

提案の広域処理を前提とした事務組合を設

立する考えはありません。 

  なお，施設整備の基本方針のとおり，市

民に親しまれ地域に貢献する施設とし，ま

た，経済性の観点に配慮し整備を進めてま

いります。 
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基本構想 
該当箇所 

市民からの意見（全文） 
取扱 
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市の考え方 

 （つづき） 

 ところが，2021年(令和3年)12月に発表し

た「環境処理センター施設整備基本構想」に

おいて，施設は芦屋市単独で建設する案とな

り，広域化案は消滅しているのである。どう

して芦屋市がこのような案に到達したのか

議事録を見ると，2017年(平成 29 年)から開

始した西宮市との協議において，費用負担に

関して揉めにもめて，暗礁にのりあげて，協

議終了となっている。合意に至らなかった内

容の細かいところは判らないが，単独処理方

式を上回る費用負担だったのだろうか。内容

的にお互いに妥協すれば解決できそうな事

柄のように思える。ともかく，両市において

はその議事結論を市長に報告し見直される

こともなかったようである。結局，国と県の

通知を無視してご破産となってしまった。 

 協議方式は両市の環境関連部門の担当者

が広域化計画案をお互いに検討の上，協議を

進めていたのであるが，両市のエゴとエゴの

ぶつかりあいとなり，結局，調停者も不在で

ありそのようなことになったのであろう。こ

のような大きな費用が発生する計画の協議

は担当部署では困難であるから，最終的には

両市の行政の長(市長)の判断が非常に重要

である。 

 芦屋市は将来的に市の財政が非常に厳し

い情勢にあると聞いており，「環境処理セン

ター施設整備」においても，出来る限り対費

用効果を念頭に進めるべきであることは，行

政の長(市長)も深く理解しているはずであ

るから，トップ同士の調整も考慮して判断す

べきある。行政の長(市長)は，市民目線で考

えなければならないが，一体，どのようなア

クションをして，どのような判断を行ったの

か知りたいところである。市単独の施設計画

は，発電もできないし，芦屋市と西宮市に２

施設出来るのであるから，施設の土木建設業

者，焼却炉建設業者，施設運転受託会社が恩

恵を受け，市民にとっては負担が増え，何の

メリットもないのである。 

 「新たな提案」 

 両市の関係部署による協議は大きな費用

の配分検討を伴うし，そのため重大な判断が

必要となり，したがって，強力なリーダーシ

ップを必要となるが，種々困難な事態が考え

られる。それを解決するために下記を提案し

たい。 

 先に記載した平成31年3月29日付で環境省

環境再生・資源循環局発「持続可能な適正処 
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基本構想 
該当箇所 

市民からの意見（全文） 
取扱 
区分 

市の考え方 

 （つづき） 

理の確保に向けたごみ処理の広域化及びご

み処理施設の集約化について(通知)」におい

て，「広域化・集約化の主な方法として，近

隣市町村が構成員となる事務組合・広域連合

等を設立し，構成市町村のごみを処理する。」

を推奨している。 

 国は，関係市町間で協議を進める場合，費

用負担で計画倒れになる可能性が大きいの

で，上記の通知を出しているのである。この

通知以前から広域処理は全国的に数多く実

施されているところから，芦屋市・西宮市は，

広域処理施設建設，運営を前提として，両市

間で「芦屋市・西宮市一般廃棄物処理広域処

理組合」を設立し，この組織で一般廃棄物処

理基本計画(ごみ処理基本計画)を策定し，実

施を提案する。この組合方式は全国各地にあ

り，きちんと運営されているので，権限のあ

る組織や運営方式などは参考にしたらよい。

両市のエゴを持ち込んではならない。組合の

決定に従うこと。要は，芦屋市は広域処理を

絶対やるという方針で，早期に組合を立ち上

げ取り組んでいただきたい。 

  

24 

6-3 

施設整備の 

基本方針 

P53 

「両市にメリットのある新設ごみ焼却場

の広域化協議再開は必須」 

・広域化協議を中止した理由が不明 

 「令和3年8月20日芦屋市環境処理センター

運営会議説明資料」によると，平成29年度か

ら令和2年度にわたり広域化の現実可能性に

向けて，協議・検討を行ってきましたが，両

市はそれぞれ単独の焼却設備の整備と運営，

広域化については将来の課題として認識し，

と書かれております。あえて本当の理由を避

けているのではありませんか？ 

・両市にメリットある統一焼却場建設 

 西宮市と芦屋市が合同一本化して焼却場

を建設すると，それぞれ単独して建設するケ

ースに比べイニシャル，ランニング，メンテ

ナンスコストいずれも大きなダウンが期待

できるのではないでしょうか。メリットのあ

るこの計画を再開して是が非でも成果(フル

ーツ)を得るべきです。 

・芦屋財政は先々更に厳しさを増していく 

 特集市政と予算vol.1276の3頁にある令和

12年度までの財政収支見込み(一般財政ベー

ス)では，歳入から歳出を差引いた残高が黒

字となる年度は令和7年度が5億円と令和10

年度の±0だけであり，そのほかの年度はす

べて赤字財政となる窮地を伝えております。

出を制すチャンスではありませんか。 

Ｄ 

西宮市と本市との広域処理については，

平成29年度から「西宮市・芦屋市ごみ処理広

域化検討会議」において協議・検討を進めま

したが，令和3年1月，両市で意見集約や整理

した項目はあるものの，費用負担等につい

て意見を一致させることは難しいものと判

断し，本市単独による施設整備を進めるこ

ととしました。 

 両市とも，二酸化炭素排出量削減等の実

現に向け，焼却施設の整備・運営を創意工夫

のもとで取組みこととし，広域化は将来の

課題と認識し，ごみ処理行政での相互協力

の推進を図ることとしておりますので，ご

提案の協議を再開する考えはありません。 

 なお，施設整備の基本方針のとおり，経済

性の観点に配慮し整備を進めてまいりま

す。 
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№ 
基本構想 
該当箇所 

市民からの意見（全文） 
取扱 
区分 

市の考え方 

 （つづき） 

・船便単価は安い。西宮住民には迷惑をかけ

ないバージ利用の検討を。 

両市の焼却場は浜に面しています。船着き

場を造り芦屋の燃やすごみ例えば27.5千ト

ン/年をバージ船で送る方式についてぜひ検

討ください。一度に500～600トン運べます。

造船費用，燃やすごみを詰めるコンテナの製

作，保管コスト，洗浄設備船着き場の建設費

用などの費用総額はトラック便に比べてか

なり安く挙がると思います。 

  

25 

6-3 

施設整備の 

基本方針 

P53 

西宮市との施設統合を何としても実現さ

せるべきであった。協議が決裂した以上，市

が単独で整備する費用はいくらになるのか。 

そして，それは西宮市と統合していた場合

に比べどの程度の差額があるのか示してい

ただかなければセンター建設は市民の理解

を得ることはできないのではないでしょう

か。 

Ｄ 

広域化の検討は，焼却及び資源化の両施

設を対象として開始しましたが，資源化施

設の広域化には課題が明らかとなったため

将来的な取組みとし，焼却施設のみを対象

としております。 

 焼却施設の実質負担の事業費(建設費+運

営費(20年間)等)は，本市単独の場合190億

円，広域化の場合96億円(ごみ量割と仮定)，

差額94億円が効果額となり，一方，西宮市で

は，単独の場合312億円，広域化の場合276億

円(ごみ量割と仮定)，差額36億円が効果額

となり，両市併せての効果額は計130億円と

なりました。 

 この効果額に係る均衡(配分)及び活用，

また，電力(発電)の取扱い計3項目について

両市で協議を進めましたが整わず，広域化

は断念せざるを得ない状況となりました。 

 

※参考(本市ホームページでの資料掲載箇

所) 

[くらし]→[ごみ・リサイクル]→[ごみ

処理施設の広域化の検討について]→[西

宮市・芦屋市ごみ処理広域化検討会議検

討結果報告書] 

26 

7-4 

災害想定 

P59～P61 

既に考慮されていると思いますが，地震・

津波や高潮，風水害への防災対策が十分に勘

案された施設をお願いします。 

Ｃ 

防災対策を勘案した施設整備について

は，高潮・津波・洪水・地震への対策を検討

し，災害に強い施設づくりを行ってまいり

ます。 

27 

7-4(2) 

津波 

P60 

 近い将来考えられる南海トラフ地震・津波

に対してはどうして良いのかわからない。 
Ｃ 

 災害想定のうち津波による浸水想定の区

域や浸水深は，南海トラフ巨大地震の発生

をイメージしたものによるものであり，こ

れらの想定を踏まえ施設計画について検討

してまいります。 
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№ 
基本構想 
該当箇所 

市民からの意見（全文） 
取扱 
区分 

市の考え方 

28 

7-5 

整備用地 

P62 

芦屋市独自で新規にごみ焼却場を造ると

なると，まず土地を確保し，新規焼却場を建

設→稼働→既設焼却場を解体→その跡地に

プラスチックの手選別装置を設置するので

しょうか。地図で探しても適当な空き地は見

つかりません。 

Ｄ 

 整備用地については，当環境処理センタ

ー敷地内とし，東側区画で供用中の資源化

施設(旧焼却施設)，ペットボトル減容施設

及びリサイクル棟を解体撤去し，その跡地

と周辺用地を利用して，新しい焼却施設と

資源化施設の整備を行うこととしておりま

す。 

 なお，解体・建設も含めた詳細の事業スケ

ジュールは，今後策定する基本計画の中で

検討してまいります。 

29 

9-2 

処理対象ごみ

量の見込み 

P65～P66 

プラスチック容器包装の分別回収は，「課

題」とされているのですが，焼却によるエネ

ルギー回収は，国際的にはリサイクルと認め

られておらず，また化石燃料を燃やすこと同

じことであり，CO2排出により温暖化へ影響

を与えます。 

ゼロカーボンの宣言に反します。ゼロカー

ボン宣言の自治体ならプラスチック容器包

装の分別回収は喫緊の課題ではないでしょ

うか。そのことを前提にした施設整備にすべ

きであると考えます。 

Ｄ 

プラスチック容器包装の分別回収を前提

とした施設整備については，「容器包装に係

る分別収集及び再商品化の促進等に関する

法律(平成7年)」及び令和3年6月に制定され

た「プラスチックに係る資源循環の促進等

に関する法津」にもとづき，プラスチック資

源循環の取組みを促進していく必要があり

ますので，今後策定する基本計画の中で，プ

ラスチックごみ分別回収の実施及び資源化

施設の整備に関し検討してまいります。 

30 

9-2 

処理対象ごみ

量の見込み 

P65～P66 

「ゼロカーボンシティ表明とプラスチッ

ク資源循環促進法後押しの交付税」 

・気候変動の危機とCO2削減 

過去50年で気候関連の災害発生件数は５

倍増，それに伴う経済損失は1970～2010で7

倍に増えたと言われています。その原因であ

るCO2削減目標を日本政府は2030年までに

47％と昨年発表，合わせて芦屋市もゼロカー

ボンシティを表明しています。住民もベクト

ルをともにして進めるべきだと思います。 

・プラスチック資源の回収費用に交付税 

令和3年6月4日にプラスチック資源循環促

進法が成立し，2022年４月から実施されま

す。回収する経費の一部を地方交付税で手当

てすることになりました。 

現在，燃やすごみに含まれるプラスチック

類は環境施設課から頂いたデータによると

年間4,464～5,261トンと多量にあり，焼却さ

れCO2となって煙突から排出されています。 

・燃やすごみ，プラスチックごみ，生ごみに

分別して回収を 

ゼロカーボンシティを目指すためにはプ

ラスチックごみの分別回収は必須でしょう。 

Ｄ 

プラスチックごみの分別回収について

は，「容器包装に係る分別収集及び再商品化

の促進等に関する法律(平成7年)」及び令和

3年6月に制定された「プラスチックに係る

資源循環の促進等に関する法津」にもとづ

き，プラスチック資源循環の取組みを促進

していく必要がありますので，今後策定す

る基本計画の中で，プラスチックごみ分別

回収の実施及び資源化施設の整備に関し検

討してまいります。  
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№ 
基本構想 
該当箇所 

市民からの意見（全文） 
取扱 
区分 

市の考え方 

31 

9-2 

処理対象ごみ

量の見込み 

P65～P66 

資源化施設工事を急ぐことは理解できま

した。プラスチック等リサイクル施設もでき

たら良いと思います。 

大阪府吹田市の焼却施設・リサイクル施設

は素晴らしいと思います。参考までに視察さ

れてはいかがでしょうか。 

Ｄ 

プラスチック等リサイクル設備の整備に

ついては，「容器包装に係る分別収集及び再

商品化の促進等に関する法律(平成7年)」及

び令和3年6月に制定された「プラスチック

に係る資源循環の促進等に関する法津」に

もとづき，プラスチック資源循環の取組み

を促進していく必要がありますので，今後

策定する基本計画の中で，プラスチックご

み分別回収の実施及び資源化施設の整備に

関し検討してまいります。 

 他自治体の整備事例の視察については，

施設計画の検討を進める上で必要であると

認識しておりますので，今後の進捗状況に

応じ取組んでまいります。 

32 

9-3(1)(2) 

資源化施設P67

～P70 

パイプライン施設も早くなくし，資源化施

設を多くとる方がいいと思います。 
Ｃ 

 資源化施設の十分な整備については，処

理実績や社会情勢等の変化を踏まえ，施設

規模を検討してまいります。 

33 

9-3(3) 

ごみ焼却施設 

P71 

 資料P93燃やすごみの数値が計画値となれ

ば一日当たり何トンの処理能力の炉を選定

すれば良いのか知りたい。 

Ｄ 

 焼却炉の処理能力については，将来ごみ

排出量(P93)の令和15年度焼却処理搬入量

22,165トンを計画値として，施設規模を1日

当り約90トンと算定しております(P71)。 

34 

9-4 

計画ごみ質の

設定 

P72～P77 

学生時代に学んだ幼稚な知識しか判らな

い事が多々あります。「質量不変の法則」や

「熱は高い所から低い所へ移るが，その逆は

無い」と説明を受けました。熱を求めるには

物を燃やす必要があり，炭素1gを燃やすと

4.1Kcal，ウラニュウムの場合は215億Kcalが

発生すると言われます。資料ではCGSESUの単

位しか習っていない我々は，ジュールという

エネルギー単位は良く理解出来ていません。

1calは4.184Jで計算されているのですか？ 

 我々が廃棄した燃焼可能なゴミ類は燃焼

炉で処分されているが，これを単なる焼却だ

けに止めず，温暖化対策も含めて検討するも

のと理解しました。以前は，地域冷暖房とか

コーゼネと呼び，熱と電気でエネルギーを活

用する事でした。その為，芦屋市の焼却炉も

更新する計画になり資料が作られ検討され

ました。現状の設備では処理能力230ｔ/days

となっております。以前ダイオキシンが発生

することについて，兵庫県は地域別に大型炉

を設置する計画を示しましたがその後沙汰

止みになり，芦屋市も隣の西宮市と共有の設

備の検討を持たれたように聞いておりまし

たが，止めになり独自の設備の検討と思いま

す。 

Ｄ 

 熱量の単位については，当構想(案)では

ジュールを使用しており，カロリーへの換

算は行っておりません。(換算する場合は，

ＪＩＳにより1カロリーは4.186ジュールと

します。) 

 計画ごみ質の設定に関する資料(P73～

P77)については，焼却施設の計画検討に必

要であるため，本市において処理したごみ

の分析結果に基づく推計値を掲載しており

ます。 

 水分35％による焼却処理への負荷につい

ては，水分の全国的な値は35％～60％と推

察されており，本市の水分値が30％～45％

であることから，全国的数値の範囲内であ

ると認識しております。ご意見のとおり，水

分量増加に伴う焼却炉内の温度低下やエネ

ルギー効率低下が想定されますが，何らか

の指標を用いて負荷量をお示しすることは

困難です。これまでの焼却処理状況からみ

て，本市のごみ質が焼却炉に大きな影響を

与えることは無いと考えております。 

 紙類を減らす計画に伴う熱量不足につい

ては，ご意見のとおり，ごみ質が変化します

ので，ごみの分析を継続し処理実態を把握 



 

107 

№ 
基本構想 
該当箇所 

市民からの意見（全文） 
取扱 
区分 

市の考え方 

  

 計画に当たり資料を拝読するとP73～P77

は必要なのか判りません。むしろ芦屋市で集

められたごみの持つ熱量が如何ほどかが必

要と思います。しかも水分が35％も含まれて

おり火炉負荷はどれほど必要か判りません。 

 全体計画ではゴミに含まれる紙類を減ら

す計画であれば低位発熱量でも熱量不足が

発生するのではないかと危惧いたします。炭

素は1ｇの化学反応で発熱量は7.8Kcalであ

りゴミに如何ほど含まれているのか不明で

ある。 

 
した上で，施設整備計画を検討する必要が

あると認識しております。 

35 

9-5 

可燃ごみの 

処理に関する

方向性 

P78 

焼却炉を炉単独とする場合は，P20，P21の

炉が対象と考えます。 
Ｄ 

 焼却施設の焼却方式については，今後策

定する基本計画の中で検討してまいりま

す。 

36 

10 

事業方針の 

整理 

P79 

発注者のリストと責任まで記載されてお

りますが，市よりの引合仕様書，受注業者に

技術力が無い場合の市の対応，（別のメーカ

ーに保証させる場合もあるのか）入札の資格

審査はどうするのか，プラント一括発注か分

離発注か，仕様機器の使用メーカー指定の有

無，海外製品の保証無き製品の採用は認める

のかどうか。今後検討項目があるように思え

ます。 

Ｄ 

事業方式に関するリスク分担(案)，入札

等契約方法，発注方式，機器選定に関する考

え方については，今後策定する基本計画の

中で検討してまいります。 

37 

10-5 

事業方式の 

方針 

P84 

施設建設にあたってどういう事業方式で

行うかということですが，資料にもあったよ

うに最近2年間を見ると公設公営施設が全体

の半分になるなど民営化への流れから公設

公営に戻ってきています。市民生活にとって

はなくてはならない施設ですから，公が責任

をもって施設運営すべきだと考えます。企業

には盛衰があります。また本来市民に還元さ

れるべき利益が民間業者の懐に入ってしま

います。 

また，市の職員に施設運営等のノウハウな

どを持つ人がいなくなり，市全体で考えても

決してプラスにはならないのではないでし

ょうか。 

Ｄ 

市として責任を持った施設運営について

は，ごみ処理施設は市民生活に欠くことの

できないものであり，安全・安心な運営を図

るため，事業方式の選定にあたっては事業

範囲・業務分担・リスク分担等について検討

を行い，本市にとって最良な方式を決定し

公共施設として適切に運営してまいりま

す。 

 なお，民間活力を導入した場合，市職員の

役割は施設設計時の審査をはじめ，施工や

運営に係る監理・監督を担うこととなりま

すので，施設運営における知識・経験は蓄積

されるものと考えております。 

38 その他 

 実際に計画するのであれば，メーカーの技

術説明も聴くべきです。特に実績のあるメー

カーを求めます。また，メーカーに案内させ

て実際に発電を採用している市の設備の見

学をすべきと思います。 

Ｄ 

 メーカーからの技術に関する情報収集や

整備事例の視察については，施設計画の検

討を進める上で必要であると認識しており

ますので，今後の進捗状況に応じ取組んで

まいります。 
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２ 審議会・運営協議会からの意見等 

 

 

 

 

 

 

 

「芦屋市廃棄物減量等推進審議会」からの意見等 

≪施設整備計画≫ 

・処理方式について，施設稼働後の維持管理(容易性・費用面)考慮し，選定することが必要 

である。 

・施設規模について，災害廃棄物の処理を考慮し，一定の余力を持たせることが必要である。 

・施設(建物)設計の際，建築家によるデザインを取り入れてはどうか。[参考事例：ﾃﾞﾝﾏｰｸｺﾍﾟﾝ

ﾊｰｹﾞﾝの発電所“CopenHill”では，屋上を利用してｽﾎﾟｰﾂ関連施設や緑なども配置している。] 

・レクリエーションや健康増進に繋がり，市民が楽しめる施設が良い。 

≪熱エネルギーの利活用≫ 

   ・発電効率が２０％となるよう整備を進めてほしい。 

 

「芦屋市環境処理センター運営協議会」からの意見等 

≪施設整備計画≫ 

・本市のまちづくりにおいて，重要な事業の一つである。 

   ・災害に強く，災害廃棄物の処理が可能な施設計画としてほしい。 

・ＳＤＧｓなど環境をテーマにした事柄が多い状況で，今回の施設整備は良いタイミングである。 

子どもたちに勉強の機会を与え，リサイクルに関する教育など地域貢献に繋がる施設が良い。 

“みどり豊かな子どもたちの笑顔がある処理センター”にしてほしい。 

   ・災害想定について，高潮が発生するとごみピットが浸水する。県の護岸事業のみを頼りにする 

のではなく，自らの施設で工夫した方が良い。また，地震による津波発生の可能性も想定されて 

いるため，対策を検討してほしい。 

≪熱エネルギーの利活用≫ 

・地球温暖化防止対策として循環型社会による環境保全の事業となる。  

・発電を行う考え方があるようだが，設備や運転管理に関する費用が必要となり，採算はとれる 

のか。 

・整備用地面積が少ないため，熱エネルギー利活用の実現は困難かと思う。施設として安全・ 

安心な処理を行ってほしい。  

≪多面的価値の創出≫  

・ビオトープによる生態系学習を含む環境学習が行え，みどり豊かな，市民が集える施設整備 

としてほしい。 

 

※芦屋市廃棄物減量等推進審議会 

  「芦屋市廃棄物減量等推進審議会条例」に基づいた審議会であり，一般廃棄物の減量化 

及び資源化の推進，分別収集の実施，啓発活動等の一般廃棄物の基本方針に関する事 

項等を審議。 

※芦屋市環境処理センター運営協議会 

 「芦屋市環境処理センター公害防止協定」の誠実な履行を確保するため，地元代表者と 

市職員で構成した協議会であり，公害防止協定に関する事項等を協議。 
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３ 検討委員会の経過・委員名簿 

 

 

芦屋市環境処理センター施設整備基本構想検討委員会の経過 

※「処理基本計画」：芦屋市一般廃棄物処理基本計画(ごみ処理基本計画) 

「推進審議会」 ：芦屋市廃棄物減量等推進審議会 

  「運営協議会」 ：芦屋市環境処理センター運営協議会 

 

開催回 開 催 日 議    題 

第１回 令和３年 ７月 ２日 

・基本構想策定の背景と目的 

・環境処理センターの現状 

・ごみ処理の現状及び課題 

・「処理基本計画」等の関連事項 

・検討スケジュール 

第２回 令和３年 ７月３０日 

・ごみ処理技術の動向調査 

・焼却エネルギーの利活用調査 

・多面的価値創出の調査 

第３回 令和３年 ８月 ５日 ・他自治体建替事業事例の調査研究 

第４回 令和３年 ８月２５日 

・「推進審議会」からの意見等 

・施設整備の方向性の調査 

・整備用地の整理 

第５回 令和３年１０月 ６日 

・「運営協議会」からの意見等 

・施設整備の方向性の検討 

・全体配置の整理 

・事業スケジュールの想定 

・中間とりまとめ 

第６回 令和３年１１月 １日 

・施設整備の方向性の検討 

・将来ごみ量及び施設規模の想定 

・事業方針の整理 

第７回 令和３年１１月 ９日 
・「運営協議会」からの意見等 

・基本構想(案)とりまとめ  

第８回 令和４年 ２月 ２日 
・「推進審議会」からの意見等 

・基本構想(案)市民意見募集結果  
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芦屋市環境処理センター施設整備基本構想検討委員名簿(敬省略) 

（令和４年３月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎：委員長  〇副委員長 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所  属 氏  名 

◎ 副市長 佐藤 徳治 

〇 技監 西田 憲生 

企画部長 田中 徹 

総務部参事（財務担当部長） 御手洗 裕己 

都市建設部長 辻 正彦 

市民生活部長 森田 昭弘 


